
■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 1 事業名 奈良市子ども会議開催事業 部名 子ども未来部 課名 子ども政策課

平成31年度

(予算) 1,191 千円 (予算) 917 774 千円

平成27年度より実施

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(決算) 756 千円 (決算) (決算)730 千円

千円 (予算)

85

(決算) 690 千円

予算・決算額

(目標) 90

事業内容
子どもの意見表明や参加を支援するための取り組みとして、子どもの自
主的・自発的な運営による「子ども会議」を開催します。

指標
奈良市の子ども会議参加者の
意見表明に対する満足度
（％）

平成26年度
実績値

95

(実績) 77.5 (実績) 79.6 (実績) 80.1

(目標) 75

(実績)

(予算)900 千円 (予算) 900

(目標)

(決算) 895 千円

目標値と実績値

(目標) 80 (目標)

(実績) 79.7

千円

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

子どもにやさしいまちづくり
を推進するため、子どもが意
見表明をし、参加する場とし
て「奈良市子ども会議」を開
催する。この会議に自主的及
び自発的に参加し取り組んで
もらえるよう子どもたちの関
心を高めていく。
また、「奈良市子ども会議」
での提案を市政に反映できる
よう事業展開を行っていく。

今後も引き続き、子ども会議
を開催し、この会議に自主的
及び自発的に参加し取り組ん
でもらえるよう子どもたちの
関心を高めていく。また、
「奈良市子ども会議」で出さ
れた意見を市政に反映できる
よう事業展開を行っていく。

これまでに３回の子ども会議
を開催した。この事業の指標
である満足度は、目標には
至っていないが、緩やかに上
昇傾向にあるので、引き続
き、子ども会議に自主的及び
自発的に参加し、取り組んで
もらえるよう子どもたちの関
心及び満足度を高めていく。
また、「奈良市子ども会議」
で出された意見を市政に反映
できるよう事業展開を行って
いく。また、課題としては、
奈良市全域に参加者募集を
行っているが、会場が奈良市
役所であるため、近隣に住ん
でいる子どもの参加に偏って
いる点がある。そのため、募
集方法や広報に改善が必要で
ある。

事業の指標である参加者の満
足度が目標に至っていないこ
とから、子ども会議に参加す
る子どもたちに積極的に参加
しやすい会議になるように、
話し合うテーマ設定や会議の
内容について今までとは違っ
た工夫を盛り込んで行く必要
がある。また、提案された内
容を市政に反映できるような
事業展開を行うとともに、
「子どもたち自身ができるこ
と」の実現に向けた取組を併
せて行っていきたい。

Ｂ Ｂ Ｃ

取り組み内容・成果等

「奈良市子どもにやさしいま
ちづくり条例」が平成27年4
月1日から施行されたことか
ら、「奈良市子ども会議」を
開催し、会議に参加した子ど
もたちの意見をまとめ、市長
に提出した。

「奈良市子どもにやさしいま
ちづくり条例」に基づき、２
回目となる「奈良市子ども会
議」を開催した。今回は会議
の中に子どもたちが話し合う
テーマに関する担当課職員に
出席してもらい、議論を行
い、子どもたちから出された
意見をまとめ、市長に提出し
た。

３回目となる「奈良市子ども
会議」を開催した。今回は、
参加者の募集段階から話し合
うテーマを「いじめ」に設定
し、また、テーマに関わる関
係者にも出席をしてもらい、
議論をおこなった。子どもた
ちから出された意見は子ども
たちによりまとめられ、市長
に提出した。

４回目となる「奈良市子ども
会議」では話し合うテーマを
「子どもの遊び場」とし、芝
辻四丁目緑地という実際の公
園の整備について、この公園
に地元の人や、また、遠方か
らでも人が集まる公園になる
ようにという視点で提案がま
とめられ、市長に提出した。

子ども会議の雰囲気を伝えら
れる様な媒体、名前、サブタ
イトルが必要ではないかと感
じました。例えば、【「市長
と直接対話してみたい！」そ
んな希望を叶えるチャン
ス！】であるとか、「やって
みたい」という気持ちを刺激
する様な、一言があればよい
と思います。また、保護者に
控室があるとよいのではない
でしょうか。他にも、キッズ
スペースがあること、駐車場
無料、傍聴可能（退席自由）
等の案内があれば、保護者に
対してウエルカムな思いが、
伝わるのではないでしょう
か。

テーマの選定を含め、積極的
な取組は評価できます。
初回から提出されている市長
への提案について、具体的に
検討されているかの発信が必
要ではないでしょうか。

子どもの多様性を尊重するよ
うな、あらゆる年齢層、ひと
り親家庭、外国籍の子ども等
の少数意見にも耳を傾ける工
夫ができるともっと豊かな会
議になると思います。

さらに広域での参加者を募る
ため、これまでの実績を様々
な手法で情報発信し、特に学
校との連携をこれまで以上に
強化してほしい。また、開催
場所も固定せず、いろんな場
所で開催してはどうか。

市政に関心を持つといった側
面からは参加する子どもたち
にとっては意味ある取組と
なっており、参加者の満足度
も高い。運営に関してはス
タッフ、担当課の努力による
ところが大きいが、柔軟に対
応する参加者の子どもたちに
助けられている部分もあると
思われる。
その一方で、テーマ設定や会
議の流れ、会議のゴールのあ
り方など、大人が子どもに
「こうしてほしい」という意
図が年々顕著になっているよ
うにも感じられ、子どもたち
の自由な意見を出し合える会
議となっているのかが不安で
ある。スタッフの学生やリ
ピーター参加者も巻き込んだ
形で、子ども会議自体の今後
のあり方を話し合うような場
が別にあっても良いように感
じられる。

子ども会議の活動について情
報発信していくことは来年以
降の募集につながっていく。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担当課評価 Ｂ

子ども・子育て会議
における意見等

・積極的に意見交換する子ど
もたちが目立ち、内容も工夫
されている。参加する子ども
たちにとって意味のある取り
組みとなっているが、「奈良
市全体の子どもたちに向け
て」と考えると、もっと取り
組み方に広がりがあっても良
いのではないか。例えば、事
前に子どもたちの意見を集め
るような取り組みになってい
けば、子ども会議の意義も更
に深まるのではないかと思
う。
・ 学校を通して先生から学
年便りに記載してもらう等、
工夫すれば、より周知できる
のではないか。
・ 中学、高校生の市政を含
めた政治への興味、関心を意
識的に増加させなければなら
ない。そういう意味でも特に
10代の意見は将来の市政に
とって大変重要だと考えるの
で、積極的事業展開に期待し
たい。10代の就労者の意見を
取り入れても良いかと思う。
・ 全国レベルでも先進的な
取り組みを実践していると高
く評価する。今後は、困難を
有する子どもたちなど多様な
参加を促進すること、テーマ
をしぼった上でより具体的な
実施計画を実施することを求
める。
・ 今後、どのような手立て
が考えられるのか、子ども会
議参加者に議論してもらうの
もよいのではないか。

・ 子どもからの意見をいか
に市政に反映したか、反映で
きない場合はその理由を、子
どもや市民にフィードバック
していただきたい。
・ 来年度以降の子ども会議
の周知の際に、子ども会議に
おける具体的な子どもたちの
議論の流れ等を伝えることが
できればより興味を持っても
らえるのではないかと思う。

・参加した子どもの満足度も
高く、意味のある充実した取
り組みになっていると思う。
ただ、参加する子どもが一部
の生徒・児童に限られてし
まっているという点はあると
思います。「奈良市の子ども
たちにとって」と考えると、
各学校の児童会や生徒会、あ
るいは地域教育協議会や放課
後子ども教室などとの連携を
図るなどの工夫で、より多く
の子どもたちの参加する取組
から出てくる意見を持って臨
む形の子ども会議というもの
になれば、その価値も高まる
のではないかとも思います。
・子ども自身が考え、提案
し、可能なことは実現してい
くというプロセスを体験する
ことは、子どもの自尊心を高
めると考えます。
・事業の推進については、
テーマ設定方法や募集方法の
再考が必要。
・昨年度の子どもからの意見
書について、どのようなこと
を市が実施したのかについ
て、わかりやすく解説してい
くことが必要だと思います。
・今後もっと「奈良市子ども
会議」の存在について周知を
図っていく必要があると思
う。
・政策実現型の子ども会議と
して、関西地区では先進的な
実践を取組んでいると評価し
ている。点から線へ、線から
面に広げていくために、中学
校区ごとにより身近な生活課
題についておとなと一緒に話
し合い、施策に反映できるよ
うにしてほしい。また審議会
への子ども若者の参加も検討
してほしい。
・「子ども会議」に参加した
子どもたちが、引き続き活躍
できる場があるとよいと思
う。子ども同士の学び合いの
場が生み出せるとよい。

参加者募集に併せ、参加出来
ない子どもたちのために学校
等と連携したアンケートを取
ること。またこれまでの子ど
も会議で出された提案に対す
るその後の取組についての情
報発信は有効だと思われる。
子どもたちが「市政を知り興
味を持つ」「自分の意見を持
つ」「提案を作り出す」「改
善出来ることを実感する」と
いう意味で、参加者にとって
は価値のある事業となってい
る。子ども条例の趣旨と、こ
うした子ども会議の意義を踏
まえて開催を続けていくこと
は必要と考えられる。
大切なことは子どもたち自身
が知り、考え、提案するとい
うプロセスを崩さず、大人は
子どもたちがそうした活動を
するための環境づくりをする
ことで、大人の都合で趣旨を
曲げてしまう事のないように
すること。
またこうした取り組みを拡げ
ていく為にも、参加者の募集
だけでなく学校園や保護者、
地域にも見学を呼び掛けてい
くことも必要かと考えられ
る。校区単位でもこれに近い
取組が開催されることも望ま
れる。

４回目となる「奈良市子ども
会議」では、「子どもの遊び
場」をテーマとして芝辻４丁
目緑地を指定して公園整備に
ついて、子供達が提案を作成
されましたが、しかし翌年の
４月のイベント「まちの食
卓」には生かされなかった。
　会議のテーマに基づいた子
供達の提案を大切にすること
が大切ではないかと思う。
　また、子どもの遊び場が少
なくなっている現状から公園
の活用を他の部署（地域づく
り推進課・地域教育課・公園
緑地課等々）とも連携をして
取り組むことが大切ではない
かと思います。
昨年のテーマで出た提案が提
案で終わらないために継続的
に持続化するための仕組み作
りの年として仕組み化を話し
合えれば昨年の事業の意味が
深くなる。

参加者が年々減少傾向にある
ことに関しては取り組みが必
要である一方で、奈良市の考
える課題を子どもたちが身近
に考える機会をつくること
も、本会議の意義であるとも
思います。
会議に参加した子どもたち自
身に、考えてみたいテーマを
聞き取って会議テーマを考え
ることもあってよいのではな
いでしょうか。
参加した子どもたちが「来年
度も参加したい」と思える仕
掛けやテーマ設計を考えてい
く必要があると感じます。

芝辻4丁目の公園が、具体的
に変わる事が出来れば、ビジ
ネスモデルとしても多いに関
心を持たれるのでは、ないで
しょうか。



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

子ども会議の雰囲気を伝えら
れる様な媒体、名前、サブタ
イトルが必要ではないかと感
じました。例えば、【「市長
と直接対話してみたい！」そ
んな希望を叶えるチャン
ス！】であるとか、「やって
みたい」という気持ちを刺激
する様な、一言があればよい
と思います。また、保護者に
控室があるとよいのではない
でしょうか。他にも、キッズ
スペースがあること、駐車場
無料、傍聴可能（退席自由）
等の案内があれば、保護者に
対してウエルカムな思いが、
伝わるのではないでしょう
か。

テーマの選定を含め、積極的
な取組は評価できます。
初回から提出されている市長
への提案について、具体的に
検討されているかの発信が必
要ではないでしょうか。

子どもの多様性を尊重するよ
うな、あらゆる年齢層、ひと
り親家庭、外国籍の子ども等
の少数意見にも耳を傾ける工
夫ができるともっと豊かな会
議になると思います。

さらに広域での参加者を募る
ため、これまでの実績を様々
な手法で情報発信し、特に学
校との連携をこれまで以上に
強化してほしい。また、開催
場所も固定せず、いろんな場
所で開催してはどうか。

市政に関心を持つといった側
面からは参加する子どもたち
にとっては意味ある取組と
なっており、参加者の満足度
も高い。運営に関してはス
タッフ、担当課の努力による
ところが大きいが、柔軟に対
応する参加者の子どもたちに
助けられている部分もあると
思われる。
その一方で、テーマ設定や会
議の流れ、会議のゴールのあ
り方など、大人が子どもに
「こうしてほしい」という意
図が年々顕著になっているよ
うにも感じられ、子どもたち
の自由な意見を出し合える会
議となっているのかが不安で
ある。スタッフの学生やリ
ピーター参加者も巻き込んだ
形で、子ども会議自体の今後
のあり方を話し合うような場
が別にあっても良いように感
じられる。

子ども会議の活動について情
報発信していくことは来年以
降の募集につながっていく。

子ども・子育て会議
における意見等

意見等に対する対応状況

奈良市子ども会議における参
加者募集やその取り組み方に
ついては、決まったやり方を
続けるのではなく、いただい
た多くのご意見を参考にしな
がら、子ども会議がよりよい
取り組みとなるよう常に改善
を図っていく。
特に参加者募集については、
より多様な意見が出されるよ
うに周知先を増やす等の工夫
をしていきたいと考えてい
る。
また、会議の取り組み方につ
いても、「テーマを絞るこ
と」や「奈良市子ども会議の
やり方について子ども会議参
加者に議論してもらう」等の
方法を取り入れていきたいと
考えている。

より多くの子どもに参加して
もらう工夫として、今までに
参加者がいない学校等への個
別の案内や、子どもの集まる
施設での啓発などを行った。
地域教育協議会については、
子ども会議での意見や取組に
ついての情報共有を行ってい
る。子ども会議の意見を受け
て市がどのようなことを行っ
たかについても周知し、より
多くの地域の子どもたちに参
加してもらえるよう取り組み
たいと考えている。
子ども会議の今後のテーマ設
定については、参加者のアン
ケート結果等に基づいた工夫
を取り入れ、より議論が深ま
るように取り組んでいきたい
と考えている。
また、過去の子ども会議参加
者の中で１８歳以上になった
参加者には子ども会議サポー
ターの案内をする等して、子
ども会議のサポート側に参加
する機会をつくり、子ども同
士の学び合いの場にもなるよ
う取り組みたい。

参加者募集等で、より多くの
方に興味を持っていただける
ように、募集チラシや案内方
法についてご意見を踏まえて
工夫していきたい。
また、子ども会議に興味はあ
るが、日程や開催場所等が原
因で参加しにくい子どもたち
や、その他様々な事情の子ど
もたちの意見表明の機会とし
て、参加者募集に併せて、学
校等と連携し可能な範囲で簡
単なアンケート等ができない
かも検討したい。
さらに、これまでの子ども会
議で出された提案に対するそ
の後の取組について、進展し
ているものは子どもたちに伝
えていけるように、積極的に
情報発信していきたい。
これまでの子ども会議のテー
マ設定等については、より話
し合う時間を多くとるため、
事前に設定するやり方を取り
入れていたが、奈良市子ど
も・子育て会議子ども条例部
会での審議等を踏まえて検討
したいと考えている。

参加者募集については、募集
チラシの配布先を増やすこと
や、この取組が公開され、見
学できる旨もチラシに記載す
ること、また、市HP等で取組
内容を広く示すことで、参加
対象である子ども以外だけで
なく保護者の方や学校園、地
域の方にも、興味を持っても
らえるよう改善を図りたい。
一度参加してくれた子どもや
参加者が翌年も参加したくな
るような工夫については、子
ども会議の期間後、翌年の参
加者募集までに、その後の取
組報告や案内を送る等、子ど
も会議の取組が、継続して続
いている印象を持ってもらえ
るようにしたい。
また、子どもたちの中で、参
加はできないが奈良市に対す
る意見等がある場合は、その
意見の提出だけでもこの取組
に反映する方法を検討した
い。
テーマ設定については、議論
にあてる時間を確保する等の
理由から、子ども会議のアン
ケートで子どもたちに実施し
たいテーマを記述してもらっ
ており、それに基づいて近年
は事務局で決めるやり方をし
ているが、事前にテーマを設
定せず、子ども会議の中で子
どもたちがテーマを決めるプ
ロセスを設定することも検討
したい。
子どもたちからの提案につい
ては、提案に関わる庁内の関
係各課と連携し、子どもの提
案の趣旨を変えずに、市とし
て回答を作成する。令和元年
度と令和２年度の子ども会議
については、提案とその実現
までの道筋を踏まえ２カ年で
の取組を行う予定にしてい
る。

・積極的に意見交換する子ど
もたちが目立ち、内容も工夫
されている。参加する子ども
たちにとって意味のある取り
組みとなっているが、「奈良
市全体の子どもたちに向け
て」と考えると、もっと取り
組み方に広がりがあっても良
いのではないか。例えば、事
前に子どもたちの意見を集め
るような取り組みになってい
けば、子ども会議の意義も更
に深まるのではないかと思
う。
・ 学校を通して先生から学
年便りに記載してもらう等、
工夫すれば、より周知できる
のではないか。
・ 中学、高校生の市政を含
めた政治への興味、関心を意
識的に増加させなければなら
ない。そういう意味でも特に
10代の意見は将来の市政に
とって大変重要だと考えるの
で、積極的事業展開に期待し
たい。10代の就労者の意見を
取り入れても良いかと思う。
・ 全国レベルでも先進的な
取り組みを実践していると高
く評価する。今後は、困難を
有する子どもたちなど多様な
参加を促進すること、テーマ
をしぼった上でより具体的な
実施計画を実施することを求
める。
・ 今後、どのような手立て
が考えられるのか、子ども会
議参加者に議論してもらうの
もよいのではないか。

・ 子どもからの意見をいか
に市政に反映したか、反映で
きない場合はその理由を、子
どもや市民にフィードバック
していただきたい。
・ 来年度以降の子ども会議
の周知の際に、子ども会議に
おける具体的な子どもたちの
議論の流れ等を伝えることが
できればより興味を持っても
らえるのではないかと思う。

・参加した子どもの満足度も
高く、意味のある充実した取
り組みになっていると思う。
ただ、参加する子どもが一部
の生徒・児童に限られてし
まっているという点はあると
思います。「奈良市の子ども
たちにとって」と考えると、
各学校の児童会や生徒会、あ
るいは地域教育協議会や放課
後子ども教室などとの連携を
図るなどの工夫で、より多く
の子どもたちの参加する取組
から出てくる意見を持って臨
む形の子ども会議というもの
になれば、その価値も高まる
のではないかとも思います。
・子ども自身が考え、提案
し、可能なことは実現してい
くというプロセスを体験する
ことは、子どもの自尊心を高
めると考えます。
・事業の推進については、
テーマ設定方法や募集方法の
再考が必要。
・昨年度の子どもからの意見
書について、どのようなこと
を市が実施したのかについ
て、わかりやすく解説してい
くことが必要だと思います。
・今後もっと「奈良市子ども
会議」の存在について周知を
図っていく必要があると思
う。
・政策実現型の子ども会議と
して、関西地区では先進的な
実践を取組んでいると評価し
ている。点から線へ、線から
面に広げていくために、中学
校区ごとにより身近な生活課
題についておとなと一緒に話
し合い、施策に反映できるよ
うにしてほしい。また審議会
への子ども若者の参加も検討
してほしい。
・「子ども会議」に参加した
子どもたちが、引き続き活躍
できる場があるとよいと思
う。子ども同士の学び合いの
場が生み出せるとよい。

参加者募集に併せ、参加出来
ない子どもたちのために学校
等と連携したアンケートを取
ること。またこれまでの子ど
も会議で出された提案に対す
るその後の取組についての情
報発信は有効だと思われる。
子どもたちが「市政を知り興
味を持つ」「自分の意見を持
つ」「提案を作り出す」「改
善出来ることを実感する」と
いう意味で、参加者にとって
は価値のある事業となってい
る。子ども条例の趣旨と、こ
うした子ども会議の意義を踏
まえて開催を続けていくこと
は必要と考えられる。
大切なことは子どもたち自身
が知り、考え、提案するとい
うプロセスを崩さず、大人は
子どもたちがそうした活動を
するための環境づくりをする
ことで、大人の都合で趣旨を
曲げてしまう事のないように
すること。
またこうした取り組みを拡げ
ていく為にも、参加者の募集
だけでなく学校園や保護者、
地域にも見学を呼び掛けてい
くことも必要かと考えられ
る。校区単位でもこれに近い
取組が開催されることも望ま
れる。

４回目となる「奈良市子ども
会議」では、「子どもの遊び
場」をテーマとして芝辻４丁
目緑地を指定して公園整備に
ついて、子供達が提案を作成
されましたが、しかし翌年の
４月のイベント「まちの食
卓」には生かされなかった。
　会議のテーマに基づいた子
供達の提案を大切にすること
が大切ではないかと思う。
　また、子どもの遊び場が少
なくなっている現状から公園
の活用を他の部署（地域づく
り推進課・地域教育課・公園
緑地課等々）とも連携をして
取り組むことが大切ではない
かと思います。
昨年のテーマで出た提案が提
案で終わらないために継続的
に持続化するための仕組み作
りの年として仕組み化を話し
合えれば昨年の事業の意味が
深くなる。

参加者が年々減少傾向にある
ことに関しては取り組みが必
要である一方で、奈良市の考
える課題を子どもたちが身近
に考える機会をつくること
も、本会議の意義であるとも
思います。
会議に参加した子どもたち自
身に、考えてみたいテーマを
聞き取って会議テーマを考え
ることもあってよいのではな
いでしょうか。
参加した子どもたちが「来年
度も参加したい」と思える仕
掛けやテーマ設計を考えてい
く必要があると感じます。

芝辻4丁目の公園が、具体的
に変わる事が出来れば、ビジ
ネスモデルとしても多いに関
心を持たれるのでは、ないで
しょうか。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

子ども・子育て会議
における意見等

・待機児童の解消、量的達成
は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。
・幼稚園での延長保育の充実
も推進するべきである。
・地域型保育事業の増加等で
入所児童数は増加している
が、待機児童の解消という点
ではむしろ増加傾向にある。
いわゆる隠れ待機児も含め3
号認定対象者は今後も更に増
加が予測される。
・保育所待機児童の解消に向
けての環境整備は早急にとり
行わなければ全く意味がない
とは思われるが、財政状況や
様々な問題から考えると大変
難しい状況であることは否め
ない。但し、解消できると

「暮らしやすい自治体」とし
て認識され、住居を構える世
帯が増えるとも考えられるの
で、今後も出生数の減少は予
測されるが、就労家庭は増加
すると思うので、積極的な取
り組みに期待したい。

・自家用車を持たない世帯が
利用しやすいように、駅から
近い場所に整備を検討する事
も必要なのではないか。
・多様な選択肢の中から、ど
の保育施設を選べばよいの
か、保育施設を選択するため
の情報提供も求められるので
はないだろうか。

緊急対策としての新設保育園
の開園など、数値目標を上回
る実績を上げながらB評価と
ならざるを得ないところに、
この問題の本質があるのでは
ないか。この事業の目的は、
多様な教育・保育ニーズに対
応した待機児童の解消にあ
り、その点から評価すれば、
平成31年3月時点では243名
(同)の待機児童が発生してお
り、十分な結果が得られてい
ないことになる。ニーズ調査
からみた保育需要の見通しが
甘いといわざるを得ない。直
近の平成29年、30年と連続し
て行ったニーズ調査結果から
も、母親の就労がこの1年間
に急速に増加していることが
分かる。特に０～２歳では、
1年間の増加率が13.9％と顕
著に伸びていることや、現在
利用していない方でも、無償
化が実施されれば、新たに
66.2％の人がこの事業を利用
したいと答えており、先行実
施自治体の状況からも、入所
希望の更なる増加が見込まれ
る。数値目標を抜本的に見直
し、待機児童増加地域への更
なる施設整備が必要と考え
る。また、必要な保育士確保
ができないことで事実上の定
員を減らしている園もあり、
保育士の処遇改善に向けた予
算措置も重要な課題であると
考える。
事業評価シートの取組の方向
性では「人材確保等のソフト
面の整備に注力することによ
り、保育の提供体制を整えて
いく必要がある」としている
が、実際の現場の状況を、労
働基準法の視点で再点検して
いくことも必要ではないかと
考える。一方で、既存園で
は、定員を大幅に超えた詰め
込み保育が続いており、乳幼
児期における教育・保育は、
生涯にわたる人格形成の基礎
を培う重要な時期であること
から、本条例の基本理念でも
ある「子どもの最善の利益を
保障する」観点からも、詰め
込み保育を前提とせず、公設
公営も含めた、認可保育所の
整備拡充を基本に施設整備を
進めていくことが望ましい。

受け皿よりも人材確保等の整
備に注力していただけること
を願います。
保育士の成り手が少なく、需
要に対して供給が追い付いて
いないようです。今後は新人
保育士の確保だけでなく離職
に対しての対策も行っていく
必要があると考えます。

多様な保育施設ができつつあ
るが、それぞれに課題も多い
と感じる。企業型保育園は、
0-2歳の子どもを受入れてく
れるが、3歳以降になった子
どもの受け入れ先に対する明
確な連携がなく、親が奔走し
なければならない。また、兄
弟で別の園に通わさなければ
ならないなど、仕事をしてい
る親の負担が大きくなってい
る。女性に仕事をすることを
推奨する雰囲気が世の中にあ
るが、女性側からの意見で
は、預け先が確保されていな
ければ採用もされないとの声
も多い。
企業の方では、人材がいなく
て派遣会社から人を雇ってい
るところもあり、高い時給を
払うのであれば、2人雇って
柔軟なシフトが実現できる仕
組みを導入することで女性の
能力を活かせる場をつくるこ
とができるはずと考えるが、
企業側のマネジメントが煩雑
になる。保育施設を作るだけ
でなく、そのあとの運用や仕
組みに対して、しっかり当事
者同士が話し合い仕組みづく
りを行っていくためには、場
作りに行政の力は欠かせな
い。保育施設などの整備はそ
の段階に入っていると考え
る。

待機児童解消に向けた受け皿
の確保は大変重要です。一方
で、受け皿が増えれば増える
ほど新たな保育ニーズも生ま
れることから、対処療法的に
対応していては「待機児童解
消」は難しいのも事実です。
保育園の整備のみならず、多
様なニーズに応える取り組み
をお願いします。

少子化とはいえ、無償化も実
施されて、保育ニーズは今後
も加速していくと思われま
す。
ニーズに応えて受け皿を増や
していくことは大切だと思い
ますが、量だけでなく質の確
保も行政としてしっかり把握
していただきたいと思いま
す。

令和元年10月からの、幼児教
育無償化に伴う保育ニーズの
動向調査は必須。待機児童対
策など量的拡充も重要ではあ
るが、子どもを中心においた
保育の質の観点からの施設・
事業整備も重視願いたい。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは子どもの最善の
利益であり、子どもが10年20
年後に人として育ったのかで
ある。長期的視点での検証及
び総合的・包括的に見る視点
が求められる。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。
・待機児童の増加や育児する
親・子どもの両方の角度から
考え、現代の社会や育児の状
況と、市のこども園や保育園
の行政の計画がマッチしてい
るかを今一度検証・検討して
いただくことを望みます。
現在は、子育ての当事者が行
政の制度に無理やり合わせて
育児する状況になっているよ
うに思います。育児する人達
がどのように子育てしたいか
を調査していただき、それに
合うような行政計画をたてて
いただきたいです。ちなみ
に、3歳からの子ども園では
今の育休制度では3歳までは
待てません。加えて、私立認
定保育園から私立認定こども

園への移行は、待機児童の解
消にはなっていないと思いま
す。

・昨年度は予算を全く執行し
ていない状況ですが、既存施
設の増改築でも費用は掛かる
もの。これは小規模保育施設
を設置していくという方針を
やめて、既存の保育所などを
増改築して定員を増やしてい
くという方針を決めた一年間
だったということでしょう
か。待機児童解消の問題は差
し迫った課題と言えますの
で、スピード感を持った施策
が必要と思われます。
・「中央区域及び西部南区域
の保育所待機児童の解消を目
指す」実体把握は進んでいる
と思うが、西部・北部地域か
らの入所者も多い。駅前保育
所確保だけでなく、西部・北
部地域での充実を。
・本プランでも指摘している
ように「乳幼児期における教
育・保育は、生涯にわたる人
格形成の基礎を培う重要なも
の」であり、本条例の理念で
もある「子どもの最善の利益
を保障する」観点からも、当
初の目標そのものを抜本的に
見直し、小規模保育事業や幼
保再編によるこども園化を基
本にした対策ではなく、公設
公営も含めた特定保育施設の
整備拡充へ、基本施策を転換
していくことが望ましい。
・待機児童の解消は喫緊の課
題であることから、新設・既
存施設の増改築を問わず積極
的に推進してほしい。

待機児童解消に向けた受け皿
の確保は、喫緊の課題である
ため、目標に掲げた数値を
しっかり実現できるよう取り
組んでもらいたい。
一方で、ただ受け皿だけを増
やし、数字上だけの解決を目
指すのではなく、子どもの育
つ環境をどのようにしていき
たいのか、どんな環境を提供
していきたいのか、子育て環
境のデザインを踏まえて整備
を進めてほしい。

施設整備を積極的に推進さ
れ、定員増・入所児童数を拡
大、待機児童を減らしてきた
ことは高く評価できる。但
し、待機児童解消“0”を目
指すという点では依然ハード
ルは高い。
平成29年に行った「奈良市子
どもにやさしいまちづくりプ
ラン」見直し後の最終年度
（31年度）の保育希望率は2
号で49.9％、3号の1・2才児
では45.0％という数値見込み
であり、目標設定そのものに
疑問が残り、更に、政府が予
定している保育・幼児教育無
償化が実施されれば、先行実
施自治体の状況からも、入所
希望の更なる増大が予想され

ることから、数値目標を抜本
的に見直し、待機児童増加地
域への更なる施設整備が必要
と考えます。
また、施設整備だけでなく保
育士の待遇改善も重要な課題
です。保育士の待遇改善にも
思い切った予算措置が必要で
す。一方で、既存園では、定
員を大幅に超えた詰め込み保
育の問題も深刻です。
本プランでも指摘しているよ
うに「乳幼児期における教
育・保育は、生涯にわたる人
格形成の基礎を培う重要なも
の」であり、本条例の理念で
もある「子どもの最善の利益
を保障する」観点からも、詰
め込みを前提にするのではな
く、子育て世帯からの最も
ニーズの高い公設公営も含め
た認可保育所の整備拡充へ、
基本施策を転換していくこと
が望ましいと考えます。

保育ニーズは多様になる少子
化の中で、大規模な施設整備
を伴わず、きめ細かい小規模
保育や家庭的保育の必要性は
高まると考えます。待機児童
解消というだけでない子育て
支援の視点を盛り込んだ小規
模保育の実現を期待します。

働き方が多様になり、それぞ
れの家庭にあった多様なメ
ニューが必要である。無償化
に伴い、幼稚園という選択肢
も広がっているため、待機児
童解消について考えるにあ
たって、施設整備だけでな
く、民間園との連携など全体
的な視点が必要であるように
感じる。

民間と一体となって目標に向
かうことが大切であり、その
一致した目標に向け、どのよ
うに事業を進めていくのかと
いうところが（見えること
が）必要である。

平成30年度

3,012

2,928

「奈良市子どもにやさしいま
ちづくりプラン」に基づき、
重点的な取組が必要な中央区
域及び西部南区域の保育所待
機児童の解消を目指す。
特に0～2歳児は待機児童の
80％以上を占めており、今後
も民間活力による整備のほ
か、あらゆる手法を組み合わ
せることで、多様な選択肢の
中から保育施設を選択できる
環境を整えていく必要があ
る。

「奈良市子どもにやさしいま
ちづくりプラン」に基づき、
重点的な取組が必要な中央区
域及び西部南区域の保育所待
機児童の解消を目指す。
なお、小規模保育事業につい
ては、設置に向けた予算措置
を行ったが、関係機関との協
議を重ねることにより、既存
施設の増改築による定員拡充
を図っていくこととなった。

平成29年度に見直しを行った
「奈良市子どもにやさしいま
ちづくりプラン」に基づき、
保育所待機児童の解消を目指
す。今後はこれまでに設置及
び定員拡充を行った保育施設
の充足率等の状況に着目しな
がら、奈良市全体の保育需要
と供給のバランスを考慮し、
状況に応じて人材確保等のソ
フト面の整備を検討し、保育
の提供体制を整えていく必要
がある。

目標値と実績値

(目標) 2,686

待機児童解消に向けた緊急対
策事業として、西部南区域に
西大寺南みどりの園保育園が
開園した。登美ヶ丘地域と富
雄地域にも新設保育所を開園
するため、事業者を公募によ
り選定し、平成31年秋の開園
に向け取組みを進めた。ま
た、奈良育英幼稚園が子ども
子育て支援新制度へ移行し、
今後予定されているこども園
移行による定員拡充に向けた
取組を進めた。

(目標)

(実績)

2,686 (目標)

千円

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

平成31年度

(目標) 2,9282,763

取り組み内容・成果等

保育所待機児童対策として、
平成27年8月、西部北区域に
ＹＭＣＡあきしの保育園を設
置するとともに、中央区域及
び西部南区域に小規模保育事
業(合計3か所)の設置運営事
業者の公募を実施し事業者を
選定した。

「奈良市子どもにやさしいま
ちづくりプラン」に基づき、
保育所待機児童の解消を目指
す。
今後は保育施設の充足率等の
状況や幼児教育の無償化に伴
う保育ニーズの動向を注視
し、奈良市全体の保育需要と
供給のバランスを考慮した人
材確保等のソフト面の整備に
注力することにより、保育の
提供体制を整えていく必要が
ある。

(実績)

平成27年度 平成28年度 平成29年度

平成28年4月、中央区域(1園)
及び西部南区域(2園)に小規
模保育事業所を設置し、同年
8月、西部南区域に民間保育
所設置公募を行い事業者を選
定した。さらに、西大寺保育
園の耐震改修工事に並行し
て、増築を行うことで定員の
拡充を行うこととなった。

待機児童解消に向けた緊急対
策事業として、市内でも特に
待機児童の多い西大寺地域へ
ＹＭＣＡなら保育園の平成30
年4月開園に向けた取組を進
めたほか、富雄・登美ケ丘地
域にも保育所設置に向けた事
業者公募を行った。また、平
成30年1月にあいづ保育園分
園、同年4月にそら保育園分
園開園に向けた取組を進め
た。さらに、私立保育園及び
認定こども園の増築等による
定員拡充、奈良カトリック幼
稚園の認定こども園移行によ
る定員拡充に向けた取組を進
めた。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

予算・決算額

(予算)
(繰越分15,473)

1,215,788

(実績) 2,681 (実績) 2,739 (実績) 2,748

(目標)

(決算) 348,039 (決算)

千円

千円 (決算) 0

(繰越分298,539)
348,039

千円 (予算) 49,500

(決算)

千円 (予算)
(繰越分170,214)

486,272
千円 (予算)

千円

(予算)30,946 千円

15,473千円(決算)
(繰越分170,214)

481,746
千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 2 事業名 教育・保育施設及び地域型保育事業の整備 部名 子ども未来部

事業内容
待機児童解消や多様な教育・保育ニーズに対応するため、既存の教育・
保育資源を活用するとともに、民間活力による教育・保育施設及び地域
型保育事業等の整備を行います。

指標 3号認定の利用定員数(人）
平成26年度
実績値

課名
子ども政策課

保育所・幼稚園課

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

平成27年度より実施

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 教育・保育



子ども・子育て会議
における意見等

・待機児童の解消、量的達成
は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。
・幼稚園での延長保育の充実
も推進するべきである。
・地域型保育事業の増加等で
入所児童数は増加している
が、待機児童の解消という点
ではむしろ増加傾向にある。
いわゆる隠れ待機児も含め3
号認定対象者は今後も更に増
加が予測される。
・保育所待機児童の解消に向
けての環境整備は早急にとり
行わなければ全く意味がない
とは思われるが、財政状況や
様々な問題から考えると大変
難しい状況であることは否め
ない。但し、解消できると

「暮らしやすい自治体」とし
て認識され、住居を構える世
帯が増えるとも考えられるの
で、今後も出生数の減少は予
測されるが、就労家庭は増加
すると思うので、積極的な取
り組みに期待したい。

・自家用車を持たない世帯が
利用しやすいように、駅から
近い場所に整備を検討する事
も必要なのではないか。
・多様な選択肢の中から、ど
の保育施設を選べばよいの
か、保育施設を選択するため
の情報提供も求められるので
はないだろうか。

緊急対策としての新設保育園
の開園など、数値目標を上回
る実績を上げながらB評価と
ならざるを得ないところに、
この問題の本質があるのでは
ないか。この事業の目的は、
多様な教育・保育ニーズに対
応した待機児童の解消にあ
り、その点から評価すれば、
平成31年3月時点では243名
(同)の待機児童が発生してお
り、十分な結果が得られてい
ないことになる。ニーズ調査
からみた保育需要の見通しが
甘いといわざるを得ない。直
近の平成29年、30年と連続し
て行ったニーズ調査結果から
も、母親の就労がこの1年間
に急速に増加していることが
分かる。特に０～２歳では、
1年間の増加率が13.9％と顕
著に伸びていることや、現在
利用していない方でも、無償
化が実施されれば、新たに
66.2％の人がこの事業を利用
したいと答えており、先行実
施自治体の状況からも、入所
希望の更なる増加が見込まれ
る。数値目標を抜本的に見直
し、待機児童増加地域への更
なる施設整備が必要と考え
る。また、必要な保育士確保
ができないことで事実上の定
員を減らしている園もあり、
保育士の処遇改善に向けた予
算措置も重要な課題であると
考える。
事業評価シートの取組の方向
性では「人材確保等のソフト
面の整備に注力することによ
り、保育の提供体制を整えて
いく必要がある」としている
が、実際の現場の状況を、労
働基準法の視点で再点検して
いくことも必要ではないかと
考える。一方で、既存園で
は、定員を大幅に超えた詰め
込み保育が続いており、乳幼
児期における教育・保育は、
生涯にわたる人格形成の基礎
を培う重要な時期であること
から、本条例の基本理念でも
ある「子どもの最善の利益を
保障する」観点からも、詰め
込み保育を前提とせず、公設
公営も含めた、認可保育所の
整備拡充を基本に施設整備を
進めていくことが望ましい。

受け皿よりも人材確保等の整
備に注力していただけること
を願います。
保育士の成り手が少なく、需
要に対して供給が追い付いて
いないようです。今後は新人
保育士の確保だけでなく離職
に対しての対策も行っていく
必要があると考えます。

多様な保育施設ができつつあ
るが、それぞれに課題も多い
と感じる。企業型保育園は、
0-2歳の子どもを受入れてく
れるが、3歳以降になった子
どもの受け入れ先に対する明
確な連携がなく、親が奔走し
なければならない。また、兄
弟で別の園に通わさなければ
ならないなど、仕事をしてい
る親の負担が大きくなってい
る。女性に仕事をすることを
推奨する雰囲気が世の中にあ
るが、女性側からの意見で
は、預け先が確保されていな
ければ採用もされないとの声
も多い。
企業の方では、人材がいなく
て派遣会社から人を雇ってい
るところもあり、高い時給を
払うのであれば、2人雇って
柔軟なシフトが実現できる仕
組みを導入することで女性の
能力を活かせる場をつくるこ
とができるはずと考えるが、
企業側のマネジメントが煩雑
になる。保育施設を作るだけ
でなく、そのあとの運用や仕
組みに対して、しっかり当事
者同士が話し合い仕組みづく
りを行っていくためには、場
作りに行政の力は欠かせな
い。保育施設などの整備はそ
の段階に入っていると考え
る。

待機児童解消に向けた受け皿
の確保は大変重要です。一方
で、受け皿が増えれば増える
ほど新たな保育ニーズも生ま
れることから、対処療法的に
対応していては「待機児童解
消」は難しいのも事実です。
保育園の整備のみならず、多
様なニーズに応える取り組み
をお願いします。

少子化とはいえ、無償化も実
施されて、保育ニーズは今後
も加速していくと思われま
す。
ニーズに応えて受け皿を増や
していくことは大切だと思い
ますが、量だけでなく質の確
保も行政としてしっかり把握
していただきたいと思いま
す。

令和元年10月からの、幼児教
育無償化に伴う保育ニーズの
動向調査は必須。待機児童対
策など量的拡充も重要ではあ
るが、子どもを中心においた
保育の質の観点からの施設・
事業整備も重視願いたい。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは子どもの最善の
利益であり、子どもが10年20
年後に人として育ったのかで
ある。長期的視点での検証及
び総合的・包括的に見る視点
が求められる。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。
・待機児童の増加や育児する
親・子どもの両方の角度から
考え、現代の社会や育児の状
況と、市のこども園や保育園
の行政の計画がマッチしてい
るかを今一度検証・検討して
いただくことを望みます。
現在は、子育ての当事者が行
政の制度に無理やり合わせて
育児する状況になっているよ
うに思います。育児する人達
がどのように子育てしたいか
を調査していただき、それに
合うような行政計画をたてて
いただきたいです。ちなみ
に、3歳からの子ども園では
今の育休制度では3歳までは
待てません。加えて、私立認
定保育園から私立認定こども

園への移行は、待機児童の解
消にはなっていないと思いま
す。

・昨年度は予算を全く執行し
ていない状況ですが、既存施
設の増改築でも費用は掛かる
もの。これは小規模保育施設
を設置していくという方針を
やめて、既存の保育所などを
増改築して定員を増やしてい
くという方針を決めた一年間
だったということでしょう
か。待機児童解消の問題は差
し迫った課題と言えますの
で、スピード感を持った施策
が必要と思われます。
・「中央区域及び西部南区域
の保育所待機児童の解消を目
指す」実体把握は進んでいる
と思うが、西部・北部地域か
らの入所者も多い。駅前保育
所確保だけでなく、西部・北
部地域での充実を。
・本プランでも指摘している
ように「乳幼児期における教
育・保育は、生涯にわたる人
格形成の基礎を培う重要なも
の」であり、本条例の理念で
もある「子どもの最善の利益
を保障する」観点からも、当
初の目標そのものを抜本的に
見直し、小規模保育事業や幼
保再編によるこども園化を基
本にした対策ではなく、公設
公営も含めた特定保育施設の
整備拡充へ、基本施策を転換
していくことが望ましい。
・待機児童の解消は喫緊の課
題であることから、新設・既
存施設の増改築を問わず積極
的に推進してほしい。

待機児童解消に向けた受け皿
の確保は、喫緊の課題である
ため、目標に掲げた数値を
しっかり実現できるよう取り
組んでもらいたい。
一方で、ただ受け皿だけを増
やし、数字上だけの解決を目
指すのではなく、子どもの育
つ環境をどのようにしていき
たいのか、どんな環境を提供
していきたいのか、子育て環
境のデザインを踏まえて整備
を進めてほしい。

施設整備を積極的に推進さ
れ、定員増・入所児童数を拡
大、待機児童を減らしてきた
ことは高く評価できる。但
し、待機児童解消“0”を目
指すという点では依然ハード
ルは高い。
平成29年に行った「奈良市子
どもにやさしいまちづくりプ
ラン」見直し後の最終年度
（31年度）の保育希望率は2
号で49.9％、3号の1・2才児
では45.0％という数値見込み
であり、目標設定そのものに
疑問が残り、更に、政府が予
定している保育・幼児教育無
償化が実施されれば、先行実
施自治体の状況からも、入所
希望の更なる増大が予想され

ることから、数値目標を抜本
的に見直し、待機児童増加地
域への更なる施設整備が必要
と考えます。
また、施設整備だけでなく保
育士の待遇改善も重要な課題
です。保育士の待遇改善にも
思い切った予算措置が必要で
す。一方で、既存園では、定
員を大幅に超えた詰め込み保
育の問題も深刻です。
本プランでも指摘しているよ
うに「乳幼児期における教
育・保育は、生涯にわたる人
格形成の基礎を培う重要なも
の」であり、本条例の理念で
もある「子どもの最善の利益
を保障する」観点からも、詰
め込みを前提にするのではな
く、子育て世帯からの最も
ニーズの高い公設公営も含め
た認可保育所の整備拡充へ、
基本施策を転換していくこと
が望ましいと考えます。

保育ニーズは多様になる少子
化の中で、大規模な施設整備
を伴わず、きめ細かい小規模
保育や家庭的保育の必要性は
高まると考えます。待機児童
解消というだけでない子育て
支援の視点を盛り込んだ小規
模保育の実現を期待します。

働き方が多様になり、それぞ
れの家庭にあった多様なメ
ニューが必要である。無償化
に伴い、幼稚園という選択肢
も広がっているため、待機児
童解消について考えるにあ
たって、施設整備だけでな
く、民間園との連携など全体
的な視点が必要であるように
感じる。

民間と一体となって目標に向
かうことが大切であり、その
一致した目標に向け、どのよ
うに事業を進めていくのかと
いうところが（見えること
が）必要である。



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

―

意見等に対する対応状況

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

― ― ―

多様化する就学前の教育・保
育ニーズに対応するため、従
来の幼稚園と保育所といった
二者択一ではなく、認定こど
も園や地域型保育事業も含め
た多様な選択肢の中から教
育・保育施設を選択できる環
境を整えていく必要がある。
特に保育所待機児童の解消に
あたっては、地域ごとのニー
ズの変化や少子化を見据えて
取り組む必要があり、認可保
育所の新設のみに頼るのでは
なく、既存民間保育所や地域
型保育事業といった民間活力
を積極的に活用することによ
り、スピード感をもって対応
していきたいと考えている。

増加・多様化し続ける保育ニー
ズを適宜把握し、必要な箇所と
量を考慮したうえで教育・保育
施設を整備する必要がある。特
に、待機児童数の多くを0～2歳
児の3号認定が占めていること
から、重点的に対策を行う必要
があり、市立幼保施設の再編だ
けでなく、私立保育所の新設や
既存保育施設の定員拡充による
大幅な3号認定の定員増を行っ
ている。今後も待機児童につい
ては、地域ごとのニーズ及び少
子化による児童数減少を精査・
考慮しながら、市単独の人材・
財源だけでは難しいスピード感
を持った対策を民間活力を積極
的に活用し、実施していきたい
と考えている。

保育ニーズの高い地域を重点的
に幼保施設の新設、分園の設
置、既存施設の改修や私立幼稚
園のこども園化等による受皿の
確保を進めたことから、待機児
童数が減少しているが、その解
消には至っていない。
今後も少子化による児童数の減
少に加え、平成31年度に実施予
定の幼児教育無償化による新た
な保育ニーズの増加にも注意
し、需給バランスを考慮した受
皿の確保が必要である。そのた
め、適切なニーズ把握に努める
と共に、市立幼保施設の再編だ
けでなく、民間活力を積極的に
活用した対策を実施していきた
いと考えている。

平成27年度

保育ニーズの高い地域を重点的
に受皿の確保を進めてきたが、
待機児童の解消には至っていな
い。必要な受皿整備はもちろん
ながら、今後の少子化による過
剰供給となりすぎないような提
供体制の検討が必要であり、併
せて令和元年１０月から実施の
幼児教育無償化による新たな保
育ニーズの増加にも着目してい
く必要がある。
そのため、適切なニーズ把握に
努め、充足率の底上げや保育
ニーズが多く見込まれる年齢児
を対象とした事業に注力するな
ど、民間活力を積極的に活用す
ることを含めて、適切な対応策
を検討し、実施していきたいと
考えている。
保育人材の確保及び離職防止は
保育を提供する上で非常に重要
であることから、民間施設にお
いて、給与改善費補助や宿舎借
り上げ支援事業を行っており、
平成31年度からは保育士資格取
得支援事業を新たに開始した。
今後も引き続き、状況に応じて
必要な対策を実施していきたい
と考える。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 3 事業名 市立こども園の設置 部名 子ども未来部 課名
子ども政策課
保育総務課

事業内容
「奈良市幼保再編基本計画」「奈良市幼保再編実施計画」に基づき、市
立幼保施設の再編を進めながら、「市立こども園（幼保連携型認定こど
も園）」の設置を進めます。

指標
市立こども園の設置数
（各年度4月1日）(園）

平成26年度
実績値

平成27年度より実施

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

(予算)

(決算) 28,475 千円 (決算)
(繰越分8,184)

281,477
千円

(繰越分646,347)
656,708

千円

千円(決算)
(繰越分501,217)

817,450

(繰越分501,723)
1,546,346

千円

千円 (決算)
(繰越分464,978)

600,625

目標値と実績値

(目標) 7 (目標) 9 (目標)

千円

47,823 千円 (予算)
(繰越分11,300)

843,395
千円 (予算)

(繰越分528,000)
1,183,122

千円

これまでに公表した再編実施
方針に基づき、市立幼保施設
の再編を進め、市立こども園
及び、私立幼保連携型認定こ
ども園への移行に向けた取組
を進める。
また、私立認定こども園は、
平成29年4月で合計9園となっ
ているが、待機児童解消に向
けた取組の一環として、私立
幼稚園の認定こども園移行に
ついて協議を進め、保護者の
増加・多様化する保育ニーズ
に迅速に対応し、市全体の更
なる教育・保育の充実を目指
す。

16

予算・決算額

(予算)

平成30年4月には合計16園の
市立こども園(幼保連携型認
定こども園)の設置が完了し
た。さらに市立こども園３園
の移行に向けた園舎新設・改
修工事等の準備行為を進め、
伏見の園舎改修工事及び辰市
の園舎新築工事を完了した。
また、鶴舞こども園及び右京
保育園の民間移管に伴う私立
幼保連携型認定こども園への
移行に向けて、移管先法人を
決定した。

担当課評価 Ａ Ａ Ａ Ｃ

(目標) 25

(実績) 7 (実績) 9 (実績) 12

12

(実績)

32

(決算)

(予算)

(実績)

(目標)

取り組み内容・成果等

市立幼保施設の再編に関する
計画及び方針に基づき取組を
進め、平成27年4月には合計7
園の市立こども園(幼保連携
型認定こども園)の設置が完
了するとともに、さらに市立
こども園2園の移行に向けた
準備行為を進めた。

市立幼保施設の再編に関する
計画及び方針に基づき取組を
進め、平成28年4月には合計9
園の市立こども園(幼保連携
型認定こども園)の設置が完
了するとともに、さらに市立
こども園3園の移行に向けた
園舎改修工事等の準備行為を
進めた。

平成29年4月には合計12園の
市立こども園(幼保連携型認
定こども園)の設置が完了し
た。さらに市立こども園７園
の移行に向けた園舎新設・改
修工事等の準備行為を進め、
平城・東登美ケ丘・朱雀・若
草の４園舎の改修工事を完了
した。
また、鶴舞こども園及び右京
保育園の私立幼保連携型認定
こども園への移行に向けた取
組を進めた。

奈良市幼保再編基本計画及び
実施計画に基づき、幼保施設
の統合による幼保再編の取組
を重点的に進めているが、今
年度においては目標に達して
いない状況である。これにつ
いては、利用者や地域住民の
理解・協力を得るための調整
に想定以上の期間を要したこ
とで遅延・停止している事業
があることや、こども園化に
向けた施設改修に想定以上の
費用が掛かるため、市の財政
事情を考慮した上で段階的に
取組を進めざるを得ない状況
であることが要因である。
今後は、民間活力を最大限活
かした幼保施設の民間移管に
ついての検討も進め、増加・
多様化する保育ニーズに迅速
に対応できるような教育・保
育の提供体制の整備を目指
す。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

「奈良市幼保再編実施計画の
再編優先エリア実施方針」に
基づき、合計7園の市立こど
も園開園と、鶴舞幼稚園の私
立幼保連携型認定こども園へ
の移行に向けた取組を進め
る。今後も保護者や地域の理
解を得ながら、市立こども園
だけではなく私立幼保連携型
認定こども園にも順次移行さ
せることで、保護者の増加・
多様化する保育ニーズに迅速
に対応し、市全体の更なる教
育・保育の充実を目指す。

平成28年8月に再編実施方針
を追加決定し、市立幼保施設
の統合による市立こども園4
園の設置と民間移管による私
立こども園2園の設置方針を
公表した。
また、私立認定こども園は、
私立保育園からの移行によ
り、平成28年4月で合計5園と
なっているが、私立幼稚園の
認定こども園移行についても
協議を進め、保護者の増加・
多様化する保育ニーズに迅速
に対応し、市全体の更なる教
育・保育の充実を目指す。

平成27年度 平成28年度

子ども・子育て会議
における意見等

・待機児童の解消、量的達成は
喫緊の課題である。同時に、未
来に向かう子どもの育ちの保障
は達成可能なのかが課題であ
る。子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善の
利益であり、子どもが10年20年
後に人として育ったのかであ
る。長期的視点での検証及び総
合的・包括的に見る視点が求め
られる。
・地域性(都心部、都心部以外)
によって、利用者の割合が大き
く異なるように感じる。地域に
応じた効率的な事業運営を行っ
ていただきたい。

・幼保再編実施計画の具体的な
情報公開を、もっと早い段階で
行うべきではないかと思う。た
とえ変更になる予定であって
も、奈良市全体の計画を公開す
る方が理解を得られやすい。現
状の順次公表では、特に子育て
が始まったばかりの若い保護者
には、先が見えない不安感ばか
りが煽られる状況も生まれてい
るように思う。
・予算的に余裕があるのであれ
ば、計画を先行し、実施してい
ただきたい。
・市立こども園の再編について
は、保護者や地域住民より不安
の声があがっており、保護者や
地域住民の声に謙虚に耳を傾
け、柔軟に対応していただきた
い。

・子育て支援の受け皿として必
要なことは、子どもの最善の利
益であり、子どもが10年20年後
に人として育ったのかである。
長期的視点での検証及び総合
的・包括的に見る視点が求めら
れる。
・財政上の問題と理想論とのミ
スマッチが大きく、解決に向け
てのハードルは高いとは思いま
すが、時代ニーズにマッチした
スタイルの整備・設置・事業運
営をお願いしたいと思います。
・待機児童の増加や育児する
親・子どもの両方の角度から考
え、現代の社会や育児の状況
と、市のこども園や保育園の行
政の計画がマッチしているかを
今一度検証・検討していただく
ことを望みます。
現在は、子育ての当事者が行政
の制度に無理やり合わせて育児
する状況になっているように思
います。育児する人達がどのよ
うに子育てしたいかを調査して
いただき、それに合うような行
政計画をたてていただきたいで
す。ちなみに、3歳からの子ど
も園では今の育休制度では3歳
までは待てません。加えて、私
立認定保育園から私立認定こど
も園への移行は、待機児童の解
消にはなっていないと思いま
す。
・市立こども園の設置は、私立
幼稚園の認定こども園移行につ
いてということで評価が高く
なっている。確かに尽力してき
た経緯がある。しかしながら、
「協議を進め、保護者の増加・
多様化する保育ニーズに迅速に
対応し、市全体の更なる教育・
保育の充実を目指す。」ことに
終わらず、設置計画が保育ニー
ズに迅速に対応してはじめて言
えることではないか。今後の課
題である。これは「保育所等の
延長保育」項目についても同じ
ことが言える。また、「幼稚園
の一時預かり保育」「休日保育
事業」「夜間保育事業」はC評
価である。多様化する保育ニー
ズに対応するためには、これら
の課題の実態と必要性を考慮
し、事業の拡充を目指すことが
大切である。

・市立こども園の設置数が幼保
再編実施計画どおりに進んでい
る一方で、提供していただいた
データによれば平成29年度は待
機児童数が増加（85名から163
名）しています。定員を確保す
るという点だけでなく、通園や
通勤の利便性や地域性、こども
園化に伴う様々な不安なども考
慮していかなければならないと
も思います。もし「以前の形な
ら利用出来たのに」といった
ケースがあるのならば、そうし
た声から実施計画を考えていく
必要もあるのかとも思います。
・市立こども園の再編について
は他の評価も同様であるが、必
ずしも計画通り執行することが
高評価とは言えない。本プラン
の最大の目的は子育てしやすい
まちづくりにあり、保護者や地
域住民の声に謙虚に耳を傾け地
域によっては幼稚園や保育園を
存続させるなど、再編計画の見
直しも含め柔軟に対応すべきで
はないか。また、幼保連携型に
ついては、３歳以上の園児は設
置運営基準により同じ年齢での
学級編成が原則となっており、
生活リズムの違いや長期休暇の
あるなし、幼稚園教諭と保育士
による勤務条件や保育感の違い
など、全国的にも様々な問題点
が指摘されている。幼保連携型
だけに固執せず、幼稚園型、保
育所型、または保育時間の延長
（実質2号認定）など、周辺地
域の実態やニーズも加味し柔軟
に対応していくことが求められ
る。

幼保連携型認定こども園の設置
運営基準では、3才以上の園児
については「同じ年齢での学級
編成が原則」とされています。
そのことから、
①　生活リズムの違う子どもた
ちを同一クラスにすることによ
る問題
②　長期休暇のあるなしによる
経験の違いによる保育の調整の
大変さ
③　3才児クラスでの保育経験
のある子どもとない子どもを同
一クラスにすることの問題
④　幼稚園教諭と保育士の勤務
条件、保育観等のちがいによる
調整の大変さ
⑤　保護者会、ＰＴＡの違いに
よる保護者の活動の困難さ
等が指摘されており、保育の質
にかかわる大きな課題となって
いると思われますが、このよう
な視点からの評価も必要ではな
いでしょうか。
そもそも、既存の幼保や認定こ
ども園にしても幼稚園型、保育
園型の検討がされていないので
はないでしょうか。今後、幼保
のすみわけを基本にしつつ、認
定こども園での1号の子どもの
保育時間の延長、幼保別のクラ
ス化等を検討されることが必要
かと思います。

平成29年度 平成30年度 平成31年度

再編基本計画や実施計画通り
に進めることがいいのか、い
ま、一度、立ち止まって再考
することも必要ではないか。
取り組みの方向性では「利用
者や地域住民の理解を得るた
めの調整に想定以上の期間を
要したことで遅延・停止をし
た事業がある…」と書かれて
おり、言い換えれば、幼稚園
や保育園が、長年、その地域
に存在し、保護者だけでなく
地域住民にとっても重要なコ
ミュニティーの場になってい
ることや、教育・保育のニー
ズが地域によっても異なるこ
とから、その地域にとって、
どのような施設が望ましいの
か、再度検討した上で、施設
整備を進めることが大事では
ないか。そのなかで、既存の
幼稚園や保育所の機能の拡充
や組み合わせ、連携の強化等
により対応するのか、あるい
は認定こども園との組み合わ
せとして対応していくのか、
地域の実情に応じ柔軟に判断
されるべきものであると考え
る。また、こども園の保育の
質という観点では、認定こど
も園の3才以上の園児につい
ては「同じ年齢での学級編成
が原則」とされていることか
ら、生活リズムの違う子ども
たちが同一クラスになること
や長期休暇のあるなしによる
経験の違い、ベースとなる資
格が幼稚園教諭と保育士で保
育観等に違いが生じることで
起こる諸問題や、保護者会と
ＰＴＡの違いによる保護者同
士の連帯のしにくさなどの課
題が、保育士や保護者から挙
がってきており、このような
視点でも評価が必要ではない
か。

私立保育園のこども園化も合
わせて推進していただけれ
ば、今以上に充実した子育て
環境を整備できると思いま
す。

民間と公の施設の連携に差が
ないように、施設利用に対し
て保育の質や基本的な保育料
などの格差がないように、子
どもを預ける家庭の背景を
しっかりと理解しながら、ど
のような立ち位置にこども園
があるのかを明示して、必要
な人が必要な形で利用できる
仕組みが必要。

市立こども園の設置の評価に
ついては、こども園移行後の
保育の質の評価や、利用者や
地域住民の意向調査など、質
的な観点からの評価も必要と
考える。こども園に移行して
終わりではなく、移行が、子
どもにとって、また保護者や
地域住民に、どう変化をもた
らすのか、といった継続した
調査が必要だと考える。



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

ー ー ー ー

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子ども・子育て会議
における意見等

・待機児童の解消、量的達成は
喫緊の課題である。同時に、未
来に向かう子どもの育ちの保障
は達成可能なのかが課題であ
る。子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善の
利益であり、子どもが10年20年
後に人として育ったのかであ
る。長期的視点での検証及び総
合的・包括的に見る視点が求め
られる。
・地域性(都心部、都心部以外)
によって、利用者の割合が大き
く異なるように感じる。地域に
応じた効率的な事業運営を行っ
ていただきたい。

・幼保再編実施計画の具体的な
情報公開を、もっと早い段階で
行うべきではないかと思う。た
とえ変更になる予定であって
も、奈良市全体の計画を公開す
る方が理解を得られやすい。現
状の順次公表では、特に子育て
が始まったばかりの若い保護者
には、先が見えない不安感ばか
りが煽られる状況も生まれてい
るように思う。
・予算的に余裕があるのであれ
ば、計画を先行し、実施してい
ただきたい。
・市立こども園の再編について
は、保護者や地域住民より不安
の声があがっており、保護者や
地域住民の声に謙虚に耳を傾
け、柔軟に対応していただきた
い。

・子育て支援の受け皿として必
要なことは、子どもの最善の利
益であり、子どもが10年20年後
に人として育ったのかである。
長期的視点での検証及び総合
的・包括的に見る視点が求めら
れる。
・財政上の問題と理想論とのミ
スマッチが大きく、解決に向け
てのハードルは高いとは思いま
すが、時代ニーズにマッチした
スタイルの整備・設置・事業運
営をお願いしたいと思います。
・待機児童の増加や育児する
親・子どもの両方の角度から考
え、現代の社会や育児の状況
と、市のこども園や保育園の行
政の計画がマッチしているかを
今一度検証・検討していただく
ことを望みます。
現在は、子育ての当事者が行政
の制度に無理やり合わせて育児
する状況になっているように思
います。育児する人達がどのよ
うに子育てしたいかを調査して
いただき、それに合うような行
政計画をたてていただきたいで
す。ちなみに、3歳からの子ど
も園では今の育休制度では3歳
までは待てません。加えて、私
立認定保育園から私立認定こど
も園への移行は、待機児童の解
消にはなっていないと思いま
す。
・市立こども園の設置は、私立
幼稚園の認定こども園移行につ
いてということで評価が高く
なっている。確かに尽力してき
た経緯がある。しかしながら、
「協議を進め、保護者の増加・
多様化する保育ニーズに迅速に
対応し、市全体の更なる教育・
保育の充実を目指す。」ことに
終わらず、設置計画が保育ニー
ズに迅速に対応してはじめて言
えることではないか。今後の課
題である。これは「保育所等の
延長保育」項目についても同じ
ことが言える。また、「幼稚園
の一時預かり保育」「休日保育
事業」「夜間保育事業」はC評
価である。多様化する保育ニー
ズに対応するためには、これら
の課題の実態と必要性を考慮
し、事業の拡充を目指すことが
大切である。

・市立こども園の設置数が幼保
再編実施計画どおりに進んでい
る一方で、提供していただいた
データによれば平成29年度は待
機児童数が増加（85名から163
名）しています。定員を確保す
るという点だけでなく、通園や
通勤の利便性や地域性、こども
園化に伴う様々な不安なども考
慮していかなければならないと
も思います。もし「以前の形な
ら利用出来たのに」といった
ケースがあるのならば、そうし
た声から実施計画を考えていく
必要もあるのかとも思います。
・市立こども園の再編について
は他の評価も同様であるが、必
ずしも計画通り執行することが
高評価とは言えない。本プラン
の最大の目的は子育てしやすい
まちづくりにあり、保護者や地
域住民の声に謙虚に耳を傾け地
域によっては幼稚園や保育園を
存続させるなど、再編計画の見
直しも含め柔軟に対応すべきで
はないか。また、幼保連携型に
ついては、３歳以上の園児は設
置運営基準により同じ年齢での
学級編成が原則となっており、
生活リズムの違いや長期休暇の
あるなし、幼稚園教諭と保育士
による勤務条件や保育感の違い
など、全国的にも様々な問題点
が指摘されている。幼保連携型
だけに固執せず、幼稚園型、保
育所型、または保育時間の延長
（実質2号認定）など、周辺地
域の実態やニーズも加味し柔軟
に対応していくことが求められ
る。

幼保連携型認定こども園の設置
運営基準では、3才以上の園児
については「同じ年齢での学級
編成が原則」とされています。
そのことから、
①　生活リズムの違う子どもた
ちを同一クラスにすることによ
る問題
②　長期休暇のあるなしによる
経験の違いによる保育の調整の
大変さ
③　3才児クラスでの保育経験
のある子どもとない子どもを同
一クラスにすることの問題
④　幼稚園教諭と保育士の勤務
条件、保育観等のちがいによる
調整の大変さ
⑤　保護者会、ＰＴＡの違いに
よる保護者の活動の困難さ
等が指摘されており、保育の質
にかかわる大きな課題となって
いると思われますが、このよう
な視点からの評価も必要ではな
いでしょうか。
そもそも、既存の幼保や認定こ
ども園にしても幼稚園型、保育
園型の検討がされていないので
はないでしょうか。今後、幼保
のすみわけを基本にしつつ、認
定こども園での1号の子どもの
保育時間の延長、幼保別のクラ
ス化等を検討されることが必要
かと思います。

意見等に対する対応状況

市立こども園の設置について
は、現時点では過小規模と
なった市立幼稚園を含む校区
から優先して取り組みを進め
ているところであり、幼保再
編の全体像の公表には至って
いない。しかし「私の地域に
ある園が今後どうなるのか、
もっと早く教えてほしい」と
いう声を多くいただいている
のも事実である。
市立こども園の設置は、他園
の再編により生み出された人
材・財源を基礎としているこ
とから、計画の前倒しは困難
な状況にあるが、幼保再編の
実施にあたっては、可能な限
り早い段階で情報公開を行っ
たうえで、強引に進めること
なく、保護者や地域の理解を
得ながら進めていきたいと考
えている。

市立幼稚園の過小規模化及び
保護者の保育ニーズの増加・
多様化に対応するため、市立
幼保施設を再編し、計画的に
認定こども園へ移行を行って
いるところであるが、待機児
童については潜在的なニーズ
の顕在化により大幅に増加し
ており、市立幼保施設の再編
により生み出された人材と財
源のみでは対応が難しくなっ
ていることが実情である。そ
のため、市立こども園の設置
に加えて、民間移管による私
立幼保連携型認定こども園の
設置や私立保育施設の新設及
び定員増による、迅速且つ柔
軟な待機児童対策が必要であ
ると考える。また、再編につ
いては強引に進めることな
く、保護者や地域の意見に丁
寧に対応し、理解を得ながら
進めていきたいと考えてい
る。

Ａ Ａ Ａ Ａ

再編基本計画や実施計画通り
に進めることがいいのか、い
ま、一度、立ち止まって再考
することも必要ではないか。
取り組みの方向性では「利用
者や地域住民の理解を得るた
めの調整に想定以上の期間を
要したことで遅延・停止をし
た事業がある…」と書かれて
おり、言い換えれば、幼稚園
や保育園が、長年、その地域
に存在し、保護者だけでなく
地域住民にとっても重要なコ
ミュニティーの場になってい
ることや、教育・保育のニー
ズが地域によっても異なるこ
とから、その地域にとって、
どのような施設が望ましいの
か、再度検討した上で、施設
整備を進めることが大事では
ないか。そのなかで、既存の
幼稚園や保育所の機能の拡充
や組み合わせ、連携の強化等
により対応するのか、あるい
は認定こども園との組み合わ
せとして対応していくのか、
地域の実情に応じ柔軟に判断
されるべきものであると考え
る。また、こども園の保育の
質という観点では、認定こど
も園の3才以上の園児につい
ては「同じ年齢での学級編成
が原則」とされていることか
ら、生活リズムの違う子ども
たちが同一クラスになること
や長期休暇のあるなしによる
経験の違い、ベースとなる資
格が幼稚園教諭と保育士で保
育観等に違いが生じることで
起こる諸問題や、保護者会と
ＰＴＡの違いによる保護者同
士の連帯のしにくさなどの課
題が、保育士や保護者から挙
がってきており、このような
視点でも評価が必要ではない
か。

私立保育園のこども園化も合
わせて推進していただけれ
ば、今以上に充実した子育て
環境を整備できると思いま
す。

民間と公の施設の連携に差が
ないように、施設利用に対し
て保育の質や基本的な保育料
などの格差がないように、子
どもを預ける家庭の背景を
しっかりと理解しながら、ど
のような立ち位置にこども園
があるのかを明示して、必要
な人が必要な形で利用できる
仕組みが必要。

市立こども園の設置の評価に
ついては、こども園移行後の
保育の質の評価や、利用者や
地域住民の意向調査など、質
的な観点からの評価も必要と
考える。こども園に移行して
終わりではなく、移行が、子
どもにとって、また保護者や
地域住民に、どう変化をもた
らすのか、といった継続した
調査が必要だと考える。

市立幼稚園の過小規模化及び
保護者の保育ニーズの多様化
に対応するため、市立幼保施
設の再編実施方針に基づき、
市立幼保施設を再編し、計画
的に認定こども園への移行を
行っている。また、市立こど
も園の設置に加えて、民間移
管による私立幼保連携型認定
こども園の設置に向けた取組
を進めている。
今後も保護者ニーズの適切な
把握に併せて、様々な視点か
ら現状把握に努め、更なる教
育・保育の充実に向けて取り
組んでいきたいと考えてい
る。

市立幼稚園の過小規模化及び
多様化する保護者の保育ニー
ズに対応するため、市立幼保
施設の再編実施方針に基づ
き、計画的に認定こども園へ
の移行を行っている。また、
市立こども園の設置に加え
て、民間移管による私立幼保
連携型認定こども園の設置に
向けた取組を進めており、待
機児童解消に向けた検討はも
ちろん、過小規模化した幼稚
園の今後の在り方を含め、就
学前児童のより良い教育・保
育環境を整えるために検討を
進めていきたいと考えてい
る。
また、これまで認定こども園
に移行した園の運営状況や保
護者ニーズ等についても、
様々な視点から現状把握に努
め、適切な集団規模の中で等
しく教育・保育を受けること
ができる環境整備に向けて取
り組んでいきたいと考えてい
る。
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子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか
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■基本情報

■事業の取組状況 ※ （　）内は私立幼稚園実績含む

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担当課評価

昨年度の対応欄において、
「各園でアンケート調査等に
よりニーズを把握したい」と
記載があって、当該年度につ
いて「保護者のニーズに応
え」とあったが、具体的にど
のようなニーズであったのか
明確に示してほしい。

私立幼稚園は、すでに一時預
かりを行っている。これに対
して補助をしていくというこ
とになるのか。公私ともに一
時預かりを含めてどのように
待機児童を減らしていくか総
合的にどのように戦略立てら
れているか見えにくい。

2歳児預かりの私立幼稚園に
対する補助制度について、2
歳児預かりを希望される保護
者のニーズが高い事と、事務
手続きの軽減の為、補助金の
積算方法を今より簡易にして
いただきたく思います。

現在の女性の就業をすすめる
施策が進む中で重要と考え
る。どのように預けられるの
か、預けられる日時や時間、
預けるルールなどの情報がい
きわたっていないと考える。
利用者の実態把握の結果やご
意見をもとに充実した仕組み
づくりを望む。

子育てに関するニーズ調査に
おいて、幼稚園の預かり保育
に対するニーズが大変高いこ
とから、今後も人数は増えて
いくものと思われる。

今後ますます需要が見込まれ
ると思われます。量の充足だ
けでなく、質の面からも行政
はしっかりと点検してほしい
と思います。
大人のニーズは増えていきま
すが、子どもは一日の大半を
園で生活することになるの
で、安全面はもちろん、体や
心の成長面にも配慮は必要か
と思います。延長保育に当た
る人たちにも研修の機会を
作っていただきたいと思いま
す。

Ｃ

子ども・子育て会議
における意見等

・ 待機児童の解消、量的達
成は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。

・幼稚園の預かり保育の改善
点等の部分は、保護者の子育
てを支援するためだけではな
く、子どもの家庭以外の居場
所のため、子どもが集団経験
をするためなど子どもの育ち
の視点を追加したほうがよい
のではないか。
・預かり保育事業の利用希望
者は増加しており、事業実施
園数の増加が必要である。
・幼稚園の預かり保育事業の
利用者拡大は体制が十分でな
いところも多いため難しいと
思う。積極的な預かり保育事
業に取り組む幼稚園にはある
程度の補助が必要になるが、
現在それが十分でないと思わ
れる。
・１回あたりの料金設定では
なく、１時間ごとの料金にし
たらもっと利用しやすくなる
のではないか。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善
の利益であり、子どもが10年
20年後に人として育ったのか
である。長期的視点での検証
及び総合的・包括的に見る視
点が求められる。預かり保育
や休日保育は、評価はＣであ
るが、本当に必要な拠点はど
こかを考えることも大切であ
る。利用率だけではかれる内
容ではない。今後は必要な利
用者が利用できる体制構築も
視野に入れる評価が必要と考
える。また、地域住民や保護
者の理解が重要であり、双方
にとって、またこれからの子
育て世帯や子どもの最善の利
益を考えた取り組みを目指す
必要がある。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。

・体制充実によって待機児童
の解消にも繋がると思うの
で、未実施のところでの実施
の推進が重要。延長保育や、
一預かり保育を希望する人の
実体把握が重要である。特
に、シングル家庭での把握
が、貧困家庭対策の参考にな
り、その後の小中学校での対
策になる。
・評価がCになっているのが
気になるが、待機児童を持つ
保護者の教育や保育に対する
考え方によるニーズと各施設
の設置や変換の方向性が少し
ずれているように感じる。保
育所での延長保育、幼稚園や
認定子ども園での預かり保育
を増加させようという狙いは
分かるが、それに伴う人件費
や実際の人員確保など難しい
現状があると思われる。保育
士の質の向上と処遇改善及び
幼稚園、認定こども園の教諭
（保育教育士）についても同
じく処遇改善について早急に
取り組むべきではないかと思
う。
・新制度により、保育短時
間、保育標準時間の2区分と
なり、それを超えた場合は延
長保育料が発生する仕組みと
なり、前年度からは認定が厳
格運用になり、特に短時間認
定を受けた保護者は日々変動
する仕事の終了時間とお迎え
の時間のせめぎあいのなかで
余裕を無くし子どもにきつく
当たったり自責の念に駆られ
たり、逆に、保育時間が保育
料の対価であり権利であると
認識することで、子どもの迎
えの時間が遅くなり、保育量
が増大するといった弊害も生
れている。保育で大切な子ど
もを保護者と保育者が共同し
て育てていくという意識が希
薄化し保護者と保育士との間
に分断を生むことなども懸念
されており、こういった視点
からの評価も検討すべきと考
える。園や保護者から聞き取
りするなど、実際にどうなっ
ているのかを検証し、保育料
の差が1.7％しかないなかで
短時間・標準時間の区分をな
くすことも含め再検討すべき
と考える。
・利用者の実績値が低い原因
は何かの分析・検討が必要。
そもそもニーズがないのか、
ニーズはあるが、周知が不十
分なのか、周知はされている
が利用しにくい制度のためな
のか、その原因によって対応
策も異なる。
・待機児童を解消するために
は、様々なリソースを活用す
る必要があり、幼稚園での一
時預かりもしっかりと取り組
むべきであると考える。目標
となる人数をしっかりケアで
きるよう取り組んでほしい。

59,578 (目標)

(実績)
（112,057）

51,877
(実績)

106,592

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

保護者の子育てを支援するた
め預かり保育事業の利用につ
いて、さらなる利用者拡大を
目指す。

今後も引き続き、幼稚園及び
認定こども園で一時預かり実
施園を増やすことで、利用者
拡大を目指し、子育て支援の
充実を図る。

引き続き、保護者のニーズに
応え、子育て支援の充実を図
るため、幼稚園及び認定こど
も園で一時預かり実施園の在
り方等について検討し進めて
いく。

引き続き、各園の利用者数な
どの実態を把握し、保護者の
ニーズに応えられるよう、職
員の確保を含め、子育て支援
の充実が図れるよう一時預か
り事業に取り組んでいく。

(目標)(目標) 101,929(目標) 60,311 58,616

(決算) 67,761

75,673

(決算)(決算) 90,057

目標値と実績値

(目標)

Ｃ Ｂ Ｂ

取り組み内容・成果等

幼稚園と認定こども園におけ
る在園児を対象とした預かり
保育事業について、市立幼稚
園9園及び市立認定こども園7
園で実施し、保護者の子育て
を支援した。

主として、幼稚園と認定こど
も園に在籍する満3歳以上の
幼児で、教育時間外において
も引き続き保育を行う一時預
かり事業を実施し、子育て支
援を行った。H28年度は、市
立幼稚園9園、市立認定こど
も園9園及び私立認定こども
園1園で本事業を実施した。

各園における保護者のニーズ
に応え、一時預かり事業を引
き続き実施した。市立幼稚園
においては新たに2園で実施
し、子育て支援の充実を図っ
た。その結果、H29年度は市
立幼稚園11園、市立認定こど
も園12園、私立認定こども園
2園で実施した。また、保育
士の処遇改善として公立の臨
時職員の賃金について初任給
を増額するとともに職歴加算
及び昇給を見直し、保育士確
保に努めた。

幼保再編に伴う認定こども園
の開園によりH30年度は市立
認定こども園15園、市立幼稚
園10園において一時預かり事
業実施した。同時に私立認定
こども園においては3園、私
立幼稚園（新制度）1園が実
施し、保護者の多様化する就
労、育児軽減等の子育てにお
けるニーズに対応してきた。
一時預かりの保育内容につい
ても担当者連絡会を行い、各
園で計画を立て、充実を図っ
ている。
また、H30年度から、保育を
必要とする2歳児を定期的に
預かる私立幼稚園に対し、補
助制度を創設した。

(実績)
（83,749）

37,349
(実績)

（89,108）
39,442

(実績)
（97,723）

43,030

千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 4 事業名 幼稚園等の一時預かり事業 部名 子ども未来部

147,522 千円千円

予算・決算額

(予算) 千円 (予算) 99,148 (予算)(予算)

(決算) 71,264 千円

千円

千円 (決算) 75,615 千円

(予算) 124,512

千円

81,068 千円

指標 年間延べ利用者数（人）
平成26年度
実績値

14,087

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 (8)一時預かり事業

課名
保育総務課

保育所・幼稚園課

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業内容
幼稚園や認定こども園の通常の教育時間外に、希望する園児を対象に一
時預かり事業を実施し、保護者の子育てを支援します。



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ ー ー ー

昨年度の対応欄において、
「各園でアンケート調査等に
よりニーズを把握したい」と
記載があって、当該年度につ
いて「保護者のニーズに応
え」とあったが、具体的にど
のようなニーズであったのか
明確に示してほしい。

私立幼稚園は、すでに一時預
かりを行っている。これに対
して補助をしていくというこ
とになるのか。公私ともに一
時預かりを含めてどのように
待機児童を減らしていくか総
合的にどのように戦略立てら
れているか見えにくい。

2歳児預かりの私立幼稚園に
対する補助制度について、2
歳児預かりを希望される保護
者のニーズが高い事と、事務
手続きの軽減の為、補助金の
積算方法を今より簡易にして
いただきたく思います。

現在の女性の就業をすすめる
施策が進む中で重要と考え
る。どのように預けられるの
か、預けられる日時や時間、
預けるルールなどの情報がい
きわたっていないと考える。
利用者の実態把握の結果やご
意見をもとに充実した仕組み
づくりを望む。

子育てに関するニーズ調査に
おいて、幼稚園の預かり保育
に対するニーズが大変高いこ
とから、今後も人数は増えて
いくものと思われる。

今後ますます需要が見込まれ
ると思われます。量の充足だ
けでなく、質の面からも行政
はしっかりと点検してほしい
と思います。
大人のニーズは増えていきま
すが、子どもは一日の大半を
園で生活することになるの
で、安全面はもちろん、体や
心の成長面にも配慮は必要か
と思います。延長保育に当た
る人たちにも研修の機会を
作っていただきたいと思いま
す。

子ども・子育て会議
における意見等

・ 待機児童の解消、量的達
成は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。

・幼稚園の預かり保育の改善
点等の部分は、保護者の子育
てを支援するためだけではな
く、子どもの家庭以外の居場
所のため、子どもが集団経験
をするためなど子どもの育ち
の視点を追加したほうがよい
のではないか。
・預かり保育事業の利用希望
者は増加しており、事業実施
園数の増加が必要である。
・幼稚園の預かり保育事業の
利用者拡大は体制が十分でな
いところも多いため難しいと
思う。積極的な預かり保育事
業に取り組む幼稚園にはある
程度の補助が必要になるが、
現在それが十分でないと思わ
れる。
・１回あたりの料金設定では
なく、１時間ごとの料金にし
たらもっと利用しやすくなる
のではないか。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善
の利益であり、子どもが10年
20年後に人として育ったのか
である。長期的視点での検証
及び総合的・包括的に見る視
点が求められる。預かり保育
や休日保育は、評価はＣであ
るが、本当に必要な拠点はど
こかを考えることも大切であ
る。利用率だけではかれる内
容ではない。今後は必要な利
用者が利用できる体制構築も
視野に入れる評価が必要と考
える。また、地域住民や保護
者の理解が重要であり、双方
にとって、またこれからの子
育て世帯や子どもの最善の利
益を考えた取り組みを目指す
必要がある。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。

・体制充実によって待機児童
の解消にも繋がると思うの
で、未実施のところでの実施
の推進が重要。延長保育や、
一預かり保育を希望する人の
実体把握が重要である。特
に、シングル家庭での把握
が、貧困家庭対策の参考にな
り、その後の小中学校での対
策になる。
・評価がCになっているのが
気になるが、待機児童を持つ
保護者の教育や保育に対する
考え方によるニーズと各施設
の設置や変換の方向性が少し
ずれているように感じる。保
育所での延長保育、幼稚園や
認定子ども園での預かり保育
を増加させようという狙いは
分かるが、それに伴う人件費
や実際の人員確保など難しい
現状があると思われる。保育
士の質の向上と処遇改善及び
幼稚園、認定こども園の教諭
（保育教育士）についても同
じく処遇改善について早急に
取り組むべきではないかと思
う。
・新制度により、保育短時
間、保育標準時間の2区分と
なり、それを超えた場合は延
長保育料が発生する仕組みと
なり、前年度からは認定が厳
格運用になり、特に短時間認
定を受けた保護者は日々変動
する仕事の終了時間とお迎え
の時間のせめぎあいのなかで
余裕を無くし子どもにきつく
当たったり自責の念に駆られ
たり、逆に、保育時間が保育
料の対価であり権利であると
認識することで、子どもの迎
えの時間が遅くなり、保育量
が増大するといった弊害も生
れている。保育で大切な子ど
もを保護者と保育者が共同し
て育てていくという意識が希
薄化し保護者と保育士との間
に分断を生むことなども懸念
されており、こういった視点
からの評価も検討すべきと考
える。園や保護者から聞き取
りするなど、実際にどうなっ
ているのかを検証し、保育料
の差が1.7％しかないなかで
短時間・標準時間の区分をな
くすことも含め再検討すべき
と考える。
・利用者の実績値が低い原因
は何かの分析・検討が必要。
そもそもニーズがないのか、
ニーズはあるが、周知が不十
分なのか、周知はされている
が利用しにくい制度のためな
のか、その原因によって対応
策も異なる。
・待機児童を解消するために
は、様々なリソースを活用す
る必要があり、幼稚園での一
時預かりもしっかりと取り組
むべきであると考える。目標
となる人数をしっかりケアで
きるよう取り組んでほしい。

意見等に対する対応状況

市立幼稚園等の一時預かり
は、待機児童を多く抱える地
域のニーズが高い園で、在園
児の希望者を対象に実施して
いる。今後は、幼保再編計画
の推進にあわせて、効果的な
拡大を図る。

幼稚園等において、日常生活
上の突発的な事情や就労等に
より家庭での保育が困難な場
合において、一時預かり事業
を実施している。市立こども
園においては全園で実施して
いるが、幼稚園では未実施園
もある中、本当に必要な拠点
での実施を目指し、各園でア
ンケート調査等の方法により
ニーズを把握したい。
また、保育士の処遇改善につ
いても国の動向を踏まえ取り
組んでいく。

公立園の一時預かり実施園に
アンケート調査を行った結
果、就労・育児軽減・学校行
事への参加により利用されて
いる方の割合が高く、受入体
制を整え一時預かり事業を
行った。今後、全園に対して
調査を行うことで、一時預か
り実施園以外のニーズも把握
していきたいと考えている。
私立幼稚園のうち、新制度に
移行している園に関しては、
一時預かりに対する補助を
行っている。
短時間労働の保護者のお子様
は一時預かりを利用すること
で、保育園等の利用をしなく
ても必要な保育時間を満たす
ことができるため、そのこと
が待機児童を減らすことにつ
ながっている。

多様化する保育ニーズに対応
できるよう、体制を整えてい
る。
一時預かりのニーズが増える
中、保育内容の充実を図るに
は、園と保護者の連携が必要
となるが、保護者のニーズを
聞き取り、園の職員間で共有
し、必要に応じて改善を図る
よう取り組んでいる。
また、子どもたちの園での生
活がより充実するよう、公私
立ともに研修を行い、保育者
の質の向上に努めている。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

(実績)

平成30年度 平成31年度

多様化する保育ニーズに対応
するため、延長時間の拡大
等、事業の拡充を目指す。ま
た新設園開所の際に事業実施
を促すことにより延長保育事
業の更なる拡充を目指す。

子育てと仕事の両立ができる
ような環境を整えるため、私
立保育所20園、私立認定こど
も園10園及び小規模保育事業
所4園で利用時間を超えた延
長保育事業を実施したほか、
市立保育所6園においても同
様の事業を実施した。

Ｂ

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

多様化する保育ニーズに対応
するため延長時間の拡大等、
事業の拡充を目指す。

多様化する保育ニーズに対応
するため延長時間の拡大等、
事業の拡充を目指す。

多様化する保育ニーズに対応
するため延長時間の拡大等、
事業の拡充を目指す。また、
事業の在り方について、子ど
もの健やかな成長のための保
育として望ましい支援となっ
ているのかについても検討し
進めていく。

平成29年度

Ａ Ａ Ｂ担当課評価

子ども・子育て会議
における意見等

・ 待機児童の解消、量的達
成は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。

・利用希望者のニーズ把握が
必要である。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善
の利益であり、子どもが10年
20年後に人として育ったのか
である。長期的視点での検証
及び総合的・包括的に見る視
点が求められる。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。
・市立こども園の設置は、私
立幼稚園の認定こども園移行
についてということで評価が
高くなっている。確かに尽力
してきた経緯がある。しかし
ながら、「協議を進め、保護
者の増加・多様化する保育
ニーズに迅速に対応し、市全
体の更なる教育・保育の充実
を目指す。」ことに終わら
ず、設置計画が保育ニーズに
迅速に対応してはじめて言え
ることではないか。今後の課
題である。これは「保育所等
の延長保育」項目についても
同じことが言える。また、
「幼稚園の一時預かり保育」
「休日保育事業」「夜間保育
事業」はC評価である。多様
化する保育ニーズに対応する
ためには、これらの課題の実
態と必要性を考慮し、事業の
拡充を目指すことが大切であ
る。

・体制充実によって待機児童
の解消にも繋がると思うの
で、未実施のところでの実施
の推進が重要。延長保育や、
一預かり保育を希望する人の
実体把握が重要である。特
に、シングル家庭での把握
が、貧困家庭対策の参考にな
り、その後の小中学校での対
策になる。
・№4で、評価がCになってい
るのが気になるが、待機児童
を持つ保護者の教育や保育に
対する考え方によるニーズと
各施設の設置や変換の方向性
が少しずれているように感じ
る。保育所での延長保育、幼
稚園や認定こども園での預か
り保育を増加させようという
狙いは分かるが、それに伴う
人件費や実際の人員確保など
難しい現状があると思われ
る。保育士の質の向上と処遇
改善及び幼稚園、認定こども
園の教諭（保育教育士）につ
いても同じく処遇改善につい
て早急に取り組むべきではな
いかと思う。
・保育士の確保の問題なども
あり、ニーズをしっかりと把
握していただき、適切な対応
をお願いします。

延長保育も重要ですが、奈良
市に住む子育て世帯の勤務先
の実態等をふまえて、保育時
間の延長等に対応をお願いし
ます。

新制度により、保育短時間、
保育標準時間の2区分とな
り、それを超えた場合は延長
保育料が発生する仕組みとな
り、特に短時間認定を受けた
保護者は日々変動する仕事の
終了時間とお迎えの時間のせ
めぎあいのなかで余裕を無く
し子どもにきつく当たったり
自責の念に駆られたり、逆
に、保育時間が保育料の対価
であり権利であると認識する
ことで、子どもの迎えの時間
が遅くなり、保育量が増大す
るといった弊害も生れてい
る。保育で大切な子どもを保
護者と保育者が共同して育て
ていくという意識が希薄化し
保護者と保育士との間に分断
を生むことなども懸念されて
おり、こういった視点からの
評価も検討すべきと考える。
園や保護者から聞き取りする
など、実際にどうなっている
のかを検証し、保育料の差が
1.7％しかないなかで短時
間・標準時間の区分をなくす
ことも含め再検討すべきと考
える。

延長時間の拡大等、多様化す
る保育ニーズに対応するには
保育士の確保や処遇改善など
多くの課題解決が必要である
が、年々減少傾向にある利用

児童数は私立保育所での実施
園数が減少していることが原
因となっているのでしょう
か。
30年度は目標値も大幅に増加
するが、目標達成に向けた利
用しやすい施策が早急に必要
であると感じる。

平成27年度 平成28年度

(目標) 2,193 (目標)

2,139

子育てと仕事の両立ができる
ような環境を整備するため、
私立保育所19園、私立認定こ
ども園9園及び小規模保育事
業所4園で利用時間を超えた
延長保育事業を実施したほ
か、市立保育所6園において
も同様の事業を実施した。

取り組み内容・成果等

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、利用時間を超えた延
長保育事業を実施する市内私
立保育所、認定こども園及び
小規模保育事業所28園に補助
を実施したほか、市立保育所
6園においても本事業を実施
した。

子育てと仕事の両立ができる
ような環境を整備するため、
私立保育所23園、認定こども
園5園及び小規模保育事業所4
園で利用時間を超えた延長保
育事業を実施したほか、市立
保育所6園においても同様の
事業を実施した。

(実績)

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 5 事業名 保育所等の延長保育 部名

(目標) 2,102 2,821

(決算) 千円(決算) 87,309 千円

(目標) 2,725

83,618

(目標)

(決算)千円 (決算) 70,991 千円

目標値と実績値

保育総務課
保育所・幼稚園課

平成26年度
実績値

132,125 千円

千円

(予算)

平成31年度

2,081

(2)時間外保育事業

千円

私立幼稚園においても、長期
休業中の預かり保育のニーズ
が毎年増加傾向にあります
が、利用金額において、新2
号の補助金限度額がありま
す。保育園と同様の補助が受
けられ平等な支援が受けられ
るように更なる充実をお願い
します。

保育料が無償化となることか
ら、延長保育についての需要
も増加することが見込まれ
る。ニーズの多いエリアを優
先に、延長保育事業の実施個
所を拡大していくことが必要
ではないか。また、無償化に
伴い、保育短時間から標準時
間への移行も増加することが
予想される。2区分という現
行制度は、時間管理の面か
ら、保育士にも保護者にも負
担となっており、この機会
に、廃止することも含め検討
すべきではないか。

サービス業の多い奈良では、
事業者のニーズにあわせて保
育のニーズに答えていかなけ
ればいけないことも必要であ
るとの認識が必要。預けられ
る子どもが可愛そうという声
もまだまだ多いので、お母さ
んたちが仕事と育児以外によ
けいな負担を感じないように
「子どもは社会で育てるも
の」という認識を広げていっ
て欲しい。

保育所等の延長ニーズは、通
勤に時間がかかることや、勤
務時間が長いこと、シフト勤
務などがあげられる。
保護者が具体的にどのような
働き方のもとで預けているの
かを把握することが、ミス
マッチを防ぐために必要では
ないかと思います。

幼稚園と同様に今後ますます
需要が見込まれると思われま
す。量の充足だけでなく、質
の面からも行政はしっかりと
点検してほしいと思います。
大人のニーズはどんどん増え
ていきますが、子どもは一日
の大半を園で生活することに
なるので、安全面はもちろ
ん、体や心の成長面にも配慮
は必要かと思います。延長保
育に当たる人たちにも研修の
機会を作っていただきたいと
思います。

平成27年度 平成28年度

事業内容
保護者の就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保
育所や認定こども園等において認定された利用時間を超えた保育を実施
し、就労世帯等の支援を図ります。

延長保育利用児童数(人）

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

(予算)

予算・決算額

2,284

(予算) 158,064 千円 (予算) 104,816

(決算) 72,299

2,339 (実績)2,361 (実績) 2,262(実績)

子ども未来部

平成30年度

千円 (予算) 130,300

課名

127,401 千円

平成29年度

指標



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ ー ー ー

多様化する保育ニーズに対応
するため、延長保育を利用で
きる体制をつくっている。延
長保育の利用に関わらず、各
園において、保護者が具体的
にどのような働き方をされて
いるのかを把握し、園と保護
者が連携をとり、子どもの育
ちを共に支える関係を大切に
し、今後も取り組んでいきた
い。
令和元年度中に開園予定の新
規民間保育所2園においても
延長保育を実施し、西部北と
西部南において、延長保育の
実施箇所を拡充する予定であ
る。今後も新規園開所の際に
実施を促す等、延長保育事業
の充実に取り組んでいきた
い。
また、保育短時間及び保育標
準時間は、子ども・子育て支
援法施行規則等に基づき保育
要件等に応じて、保育必要量
を認定しています。今後国及
び近隣市町村の状況を踏まえ
て必要に応じて検討する。
園での生活をより豊かなもの
にするため、安全面・子ども
たちの体や心の成長を促す保
育が充実できるよう、公私立
ともに研修を行い、保育者の
質の向上に努めている。

意見等に対する対応状況

地域に応じた効率的な実施に
ついて、子どもの最善の利益
を重視し、多様化する保育
ニーズや地域の実情を把握
し、事業拡大を図りたい。

現在、公立保育所において午
前7時から午後7時までの延長
保育を6園で実施している
が、時代ニーズ・地域の実情
を把握し、事業拡大を図りた
い。
また、延長保育における保育
内容、職員間の連携、保護者
との連絡方法等の充実を図
り、保護者の多様化する保育
ニーズに合った更なる整備を
行っていきたい。
保育士の処遇改善についても
国の動向等を踏まえ取り組ん
でいく。

保育時間の区分については、
国の制度に基づいて実施して
おり、保護者の就労形態に合
わせて延長保育を利用できる
体制をつくっている。延長保
育の利用に関わらず、園と保
護者が連携をとり、子どもの
育ちを共に支える関係を大切
にし、今後も取り組んでいき
たい。
私立園については、新設園開
所の際に延長保育事業実施を
促しており、平成31年度に
も、延長保育実施園数は増加
する見込みである。利用園児
数の減少については、その年
度によって保護者の就労形態
が異なり、就労時間によって
必要時に延長保育を利用され
るため、利用者数が減少とな
る年度もあるとともに、在園
児数の減少も原因の一つと考
えられる。
保育士の処遇改善についても
国の動向等を踏まえ取り組ん
でいく。

子ども・子育て会議
における意見等

・ 待機児童の解消、量的達
成は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。

・利用希望者のニーズ把握が
必要である。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善
の利益であり、子どもが10年
20年後に人として育ったのか
である。長期的視点での検証
及び総合的・包括的に見る視
点が求められる。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。
・市立こども園の設置は、私
立幼稚園の認定こども園移行
についてということで評価が
高くなっている。確かに尽力
してきた経緯がある。しかし
ながら、「協議を進め、保護
者の増加・多様化する保育
ニーズに迅速に対応し、市全
体の更なる教育・保育の充実
を目指す。」ことに終わら
ず、設置計画が保育ニーズに
迅速に対応してはじめて言え
ることではないか。今後の課
題である。これは「保育所等
の延長保育」項目についても
同じことが言える。また、
「幼稚園の一時預かり保育」
「休日保育事業」「夜間保育
事業」はC評価である。多様
化する保育ニーズに対応する
ためには、これらの課題の実
態と必要性を考慮し、事業の
拡充を目指すことが大切であ
る。

・体制充実によって待機児童
の解消にも繋がると思うの
で、未実施のところでの実施
の推進が重要。延長保育や、
一預かり保育を希望する人の
実体把握が重要である。特
に、シングル家庭での把握
が、貧困家庭対策の参考にな
り、その後の小中学校での対
策になる。
・№4で、評価がCになってい
るのが気になるが、待機児童
を持つ保護者の教育や保育に
対する考え方によるニーズと
各施設の設置や変換の方向性
が少しずれているように感じ
る。保育所での延長保育、幼
稚園や認定こども園での預か
り保育を増加させようという
狙いは分かるが、それに伴う
人件費や実際の人員確保など
難しい現状があると思われ
る。保育士の質の向上と処遇
改善及び幼稚園、認定こども
園の教諭（保育教育士）につ
いても同じく処遇改善につい
て早急に取り組むべきではな
いかと思う。
・保育士の確保の問題なども
あり、ニーズをしっかりと把
握していただき、適切な対応
をお願いします。

延長保育も重要ですが、奈良
市に住む子育て世帯の勤務先
の実態等をふまえて、保育時
間の延長等に対応をお願いし
ます。

新制度により、保育短時間、
保育標準時間の2区分とな
り、それを超えた場合は延長
保育料が発生する仕組みとな
り、特に短時間認定を受けた
保護者は日々変動する仕事の
終了時間とお迎えの時間のせ
めぎあいのなかで余裕を無く
し子どもにきつく当たったり
自責の念に駆られたり、逆
に、保育時間が保育料の対価
であり権利であると認識する
ことで、子どもの迎えの時間
が遅くなり、保育量が増大す
るといった弊害も生れてい
る。保育で大切な子どもを保
護者と保育者が共同して育て
ていくという意識が希薄化し
保護者と保育士との間に分断
を生むことなども懸念されて
おり、こういった視点からの
評価も検討すべきと考える。
園や保護者から聞き取りする
など、実際にどうなっている
のかを検証し、保育料の差が
1.7％しかないなかで短時
間・標準時間の区分をなくす
ことも含め再検討すべきと考
える。

延長時間の拡大等、多様化す
る保育ニーズに対応するには
保育士の確保や処遇改善など
多くの課題解決が必要である
が、年々減少傾向にある利用

児童数は私立保育所での実施
園数が減少していることが原
因となっているのでしょう
か。
30年度は目標値も大幅に増加
するが、目標達成に向けた利
用しやすい施策が早急に必要
であると感じる。

私立幼稚園においても、長期
休業中の預かり保育のニーズ
が毎年増加傾向にあります
が、利用金額において、新2
号の補助金限度額がありま
す。保育園と同様の補助が受
けられ平等な支援が受けられ
るように更なる充実をお願い
します。

保育料が無償化となることか
ら、延長保育についての需要
も増加することが見込まれ
る。ニーズの多いエリアを優
先に、延長保育事業の実施個
所を拡大していくことが必要
ではないか。また、無償化に
伴い、保育短時間から標準時
間への移行も増加することが
予想される。2区分という現
行制度は、時間管理の面か
ら、保育士にも保護者にも負
担となっており、この機会
に、廃止することも含め検討
すべきではないか。

サービス業の多い奈良では、
事業者のニーズにあわせて保
育のニーズに答えていかなけ
ればいけないことも必要であ
るとの認識が必要。預けられ
る子どもが可愛そうという声
もまだまだ多いので、お母さ
んたちが仕事と育児以外によ
けいな負担を感じないように
「子どもは社会で育てるも
の」という認識を広げていっ
て欲しい。

保育所等の延長ニーズは、通
勤に時間がかかることや、勤
務時間が長いこと、シフト勤
務などがあげられる。
保護者が具体的にどのような
働き方のもとで預けているの
かを把握することが、ミス
マッチを防ぐために必要では
ないかと思います。

幼稚園と同様に今後ますます
需要が見込まれると思われま
す。量の充足だけでなく、質
の面からも行政はしっかりと
点検してほしいと思います。
大人のニーズはどんどん増え
ていきますが、子どもは一日
の大半を園で生活することに
なるので、安全面はもちろ
ん、体や心の成長面にも配慮
は必要かと思います。延長保
育に当たる人たちにも研修の
機会を作っていただきたいと
思います。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

子ども未来部

平成30年度

千円 (予算) 7,940

課名

8,623 千円

平成29年度

指標

保育料が無償化になることか
ら、休日保育についても需要
が増加することが見込まれ
る。現在、実施箇所が少ない
ために就労場所等への通勤時
間の関係から利用できない保
護者も多く、やむなく高額な
自費負担で民間の託児所へ預
けざるを得ない保護者もいる
と聞いている。ニーズの高い
園から優先的に実施個所数を
増やす方向で検討が必要。

安心して仕事ができるように
休日保育の実施は必要であ
る。休日保育のため、平日と
違う園に通わす親もいるの
で、そこには配慮が必要と考
える。

休日保育ニーズは、シフト勤
務などによって不定期勤務者
が多い場合などがあげられま
す。
保護者が具体的にどのような
働き方のもとで預けているの
かを把握することが、ミス
マッチを防ぐために必要では
ないかと思います。

今後の就職率が上がる事を考
えると、土、日に仕事をする
人がさらに多くなることは必
至。そういった状況を踏まえ
ると、必ず足りなくなる事は
明らか。土、日も働ける体制
作りが必要ではないでしょう
か？

休日保育のニーズが減少傾向
にあるのは、保護者の就労の
実態を考えると納得いくもの
ではありません。ニーズがな
いのではなく、使いにくさが
あるのではないでしょうか？
預けられる時間帯や回数な
ど、子どもが置き去りになら
ないように、把握していただ
きたいと思います。
コンシェルジュは入所手続き
の際にニーズを聞いていると
のことですが、入所前と、実
際に働き、子どもを預けてか
らのニーズは異なると思うの
で、入所後のフォローもお願
いしたいと思います。

平成27年度 平成28年度

事業内容
保育所において、日曜・祝日などに就労するため、保育を必要とする保
護者の子どもを預かり保育します。

休日保育延べ利用者数（人）

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

(予算)

予算・決算額

750

(予算) 8,400 千円 (予算) 8,344

(決算) 8,079

547 (実績)695 (実績) 404(実績)

保育所・幼稚園課

平成26年度
実績値

8,238 千円

千円

(予算)

平成31年度

740

該当なし

千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 6 事業名 休日保育事業 部名

(目標) 750 750

(決算) 千円(決算) 7,209 千円

(目標) 750

7,404

(目標)

(決算)千円 (決算) 7,281 千円

目標値と実績値

(目標) 750 (目標)

481

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、休日保育事業を実施
する市内私立保育所等2園
に、保育所運営委託費等を支
払った。

取り組み内容・成果等

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、休日保育事業を実施
する市内私立保育所2園に、
保育所運営委託費を支払っ
た。

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、休日保育事業を実施
する市内私立保育所2園に、
保育所運営委託費を支払っ
た。

(実績)

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

日曜・祝日などに保育を必要
とする保護者に対して、休日
保育の情報を積極的に提供
し、休日保育利用人数を増や
していく。

日曜・祝日などに保育を必要
とする保護者に対して、休日
保育の情報を積極的に提供
し、休日保育利用人数を増や
していく。

保育所の入所受付時に、休日
保育の必要性を含めた保護者
の家庭状況、就労状況などに
ついて、保育コンシェルジュ
ががきめ細やかに聞き取りを
行い、必要とする保護者に対
して休日保育の情報を提供す
る。

平成29年度

Ｃ Ｃ Ｃ担当課評価

子ども・子育て会議
における意見等

・ 待機児童の解消、量的達
成は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。

・受け入れ保育園の体制支援
が必要である。
・休日保育については実施箇
所が少ない。各園でアンケー
ト調査を行うなどニーズの高
い園では優先的に実施できる
よう予算化の検討していただ
きたい。
・今後は情報拡大に努めてい
ただきたい。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善
の利益であり、子どもが10年
20年後に人として育ったのか
である。長期的視点での検証
及び総合的・包括的に見る視
点が求められる。預かり保育
や休日保育は、評価はＣであ
るが、本当に必要な拠点はど
こかを考えることも大切であ
る。利用率だけではかれる内
容ではない。今後は必要な利
用者が利用できる体制構築も
視野に入れる評価が必要と考
える。また、地域住民や保護
者の理解が重要であり、双方
にとって、またこれからの子
育て世帯や子どもの最善の利
益を考えた取り組みを目指す
必要がある。
・土曜の夕方以降、日曜祝日
の保育の少なさ、病児保育の
時の親子のケアをどうするか
が、課題として残っている。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。

・休日保育については実施箇
所が少ないため就労場所等へ
の通勤時間の関係から預けに
くく、実際には高額な自費に
よる託児所へ預けるケースも
少なくない。各園でアンケー
ト調査を行うなどニーズの高
い園で優先的に実施できるよ
う予算化の検討を。

・ニーズを把握した上で、周
知とともに、利用しやすい制
度を検討することが必要。
・保育士の確保の問題なども
あり、ニーズをしっかりと把
握していただき、適切な対応
をお願いします。

保育コンシェルジュによる聞
き取りと、ニーズの把握は必
要ですので、今後もきめ細か
な対応をお願いします。
保育ニーズはますます多様化
していきますが、顕在化する
ニーズに応えるだけではな
く、子どもにやさしいまちづ
くりにつながるようなニーズ
をしっかりくみ取ることも必
要だと思います。なので、目
標値の見直し等も検討してく
ださい。

休日保育については実施箇所
が少ないため就労場所等への
通勤時間の関係から預けにく
く、実際には高額な自費によ
る託児所へ預けるケースも少
なくない。各園でアンケート
調査を行うなどニーズの高い
園で優先的に実施できるよう
予算化の検討を。

利用者実績が減少傾向となっ
ているので、アンケートなど
を通して利用者ニーズをしっ
かりと把握し、利用のしやす
さや安心感を伝える情報発信
を積極的に行っていただきた
い。

保育コンシェルジュの仕事内
容、どのような人がコンシェ
ルジュをしているのかを知り
たい。休日保育は、サービス
業の多い奈良市では、土日に
働いて欲しい企業が多い。企
業側の思いと保育事情があっ
ていない。休日、夜間の保育
園が充実してほしい。

平成27年度 平成28年度

(実績)

平成30年度 平成31年度

保育所の入所受付時に、休日
保育の必要性を含めた保護者
の家庭状況、就労状況などに
ついて、保育コンシェルジュ
ががきめ細やかに聞き取りを
行い、必要とする保護者に対
して休日保育の情報を提供す
る。

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、休日保育事業を実施
する市内私立保育所等2園
に、保育所運営委託費等を支
払った。

Ｃ



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

保育料が無償化になることか
ら、休日保育についても需要
が増加することが見込まれ
る。現在、実施箇所が少ない
ために就労場所等への通勤時
間の関係から利用できない保
護者も多く、やむなく高額な
自費負担で民間の託児所へ預
けざるを得ない保護者もいる
と聞いている。ニーズの高い
園から優先的に実施個所数を
増やす方向で検討が必要。

安心して仕事ができるように
休日保育の実施は必要であ
る。休日保育のため、平日と
違う園に通わす親もいるの
で、そこには配慮が必要と考
える。

休日保育ニーズは、シフト勤
務などによって不定期勤務者
が多い場合などがあげられま
す。
保護者が具体的にどのような
働き方のもとで預けているの
かを把握することが、ミス
マッチを防ぐために必要では
ないかと思います。

今後の就職率が上がる事を考
えると、土、日に仕事をする
人がさらに多くなることは必
至。そういった状況を踏まえ
ると、必ず足りなくなる事は
明らか。土、日も働ける体制
作りが必要ではないでしょう
か？

休日保育のニーズが減少傾向
にあるのは、保護者の就労の
実態を考えると納得いくもの
ではありません。ニーズがな
いのではなく、使いにくさが
あるのではないでしょうか？
預けられる時間帯や回数な
ど、子どもが置き去りになら
ないように、把握していただ
きたいと思います。
コンシェルジュは入所手続き
の際にニーズを聞いていると
のことですが、入所前と、実
際に働き、子どもを預けてか
らのニーズは異なると思うの
で、入所後のフォローもお願
いしたいと思います。

意見等に対する対応状況

保育所の入所受付時等におい
て、休日保育に係る情報を積
極的に提供するとともに、保
護者の保育についてのニーズ
把握に努めていく。

保育所の入所受付時に、保育
コンシェルジュが保護者の家
庭状況、就労状況などをきめ
細やかに聞き取りを行ってお
り、保護者に休日保育のニー
ズがある場合に、休日保育の
情報を提供していく。

保育コンシェルジュは保育士出
身の相談員が子育てに関する情
報を収集し、入所手続にあたっ
て子育てのニーズを聞き取りで
把握している。必要に応じて休
日保育を情報提供しているが、
奈良市では実施園が限られてい
るのが現状である。

子ども・子育て会議
における意見等

・ 待機児童の解消、量的達
成は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。

・受け入れ保育園の体制支援
が必要である。
・休日保育については実施箇
所が少ない。各園でアンケー
ト調査を行うなどニーズの高
い園では優先的に実施できる
よう予算化の検討していただ
きたい。
・今後は情報拡大に努めてい
ただきたい。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善
の利益であり、子どもが10年
20年後に人として育ったのか
である。長期的視点での検証
及び総合的・包括的に見る視
点が求められる。預かり保育
や休日保育は、評価はＣであ
るが、本当に必要な拠点はど
こかを考えることも大切であ
る。利用率だけではかれる内
容ではない。今後は必要な利
用者が利用できる体制構築も
視野に入れる評価が必要と考
える。また、地域住民や保護
者の理解が重要であり、双方
にとって、またこれからの子
育て世帯や子どもの最善の利
益を考えた取り組みを目指す
必要がある。
・土曜の夕方以降、日曜祝日
の保育の少なさ、病児保育の
時の親子のケアをどうするか
が、課題として残っている。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。

・休日保育については実施箇
所が少ないため就労場所等へ
の通勤時間の関係から預けに
くく、実際には高額な自費に
よる託児所へ預けるケースも
少なくない。各園でアンケー
ト調査を行うなどニーズの高
い園で優先的に実施できるよ
う予算化の検討を。

・ニーズを把握した上で、周
知とともに、利用しやすい制
度を検討することが必要。
・保育士の確保の問題なども
あり、ニーズをしっかりと把
握していただき、適切な対応
をお願いします。

保育コンシェルジュによる聞
き取りと、ニーズの把握は必
要ですので、今後もきめ細か
な対応をお願いします。
保育ニーズはますます多様化
していきますが、顕在化する
ニーズに応えるだけではな
く、子どもにやさしいまちづ
くりにつながるようなニーズ
をしっかりくみ取ることも必
要だと思います。なので、目
標値の見直し等も検討してく
ださい。

休日保育については実施箇所
が少ないため就労場所等への
通勤時間の関係から預けにく
く、実際には高額な自費によ
る託児所へ預けるケースも少
なくない。各園でアンケート
調査を行うなどニーズの高い
園で優先的に実施できるよう
予算化の検討を。

利用者実績が減少傾向となっ
ているので、アンケートなど
を通して利用者ニーズをしっ
かりと把握し、利用のしやす
さや安心感を伝える情報発信
を積極的に行っていただきた
い。

保育コンシェルジュの仕事内
容、どのような人がコンシェ
ルジュをしているのかを知り
たい。休日保育は、サービス
業の多い奈良市では、土日に
働いて欲しい企業が多い。企
業側の思いと保育事情があっ
ていない。休日、夜間の保育
園が充実してほしい。

保育コンシェルジュによるニー
ズの聞き取りや情報提供を引き
続き進める。令和元年秋開園の
保育所に関する事業者の公募の
際、休日保育の実施を提案する
事業者については審査時に加点
する等、休日保育の実施にイン
センティブを与えており、引き
続き休日保育の拡充に努めてい
く。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ Ｃ ー ー



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

子ども未来部

平成30年度

千円 (予算) 8,231

課名

8,169 千円

平成29年度

指標

夜間保育の実施している園が
少なく、情報も探せない。シ
ングルマザーで夜間に仕事が
必要になる人のうち、子供だ
けで家で留守番させていると
の声もある。夜間保育にどれ
だけニーズがあるのかの把握
がされているか、必要な人に
情報がいきわたっているかな
ども調査していただきたい。
また、実施団体には引続き支
援が必要と考える。

夜間保育が必要なケースもあ
るなかで、子育て世代がセー
フティーネットから抜け漏れ
ないよう、対策をよろしくお
願いいたします。一方で、ま
だまだ必要としている人が埋
もれている可能性もありま
す。

保育コンシュルジュがいる事
自体が認知されていません。
せっかく、相談に乗ってもら
える人が居るならば、その存
在を積極的にアピールする事
が大事だと思います。
市役所でも、当事者の状況等
を説明して、理解してもらえ
る人が居るというのは、大き
な意味があると思います。

夜間保育の実施園が1園だけ
では少ないと思います。無認
可保育園などのサービスに流
れているのではないでしょう
か？
若い世帯が働きやすい環境を
整えることが、子育てしやす
い町につながると思います。
休日保育と同様、コンシェル
ジュの活躍を期待したいと思
います。

平成27年度 平成28年度

事業内容
保育所において、夜間に就労するため、保育を必要とする保護者の子ど
もを預かり保育します。

夜間保育所延べ入所者数（人）

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

(予算)

予算・決算額

480

(予算) 9,983 千円 (予算) 8,100

(決算) 8,192

336 (実績)473 (実績) 535(実績)

保育所・幼稚園課

平成26年度
実績値

9,099 千円

千円

(予算)

平成31年度

489

該当なし

千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 7 事業名 夜間保育事業 部名

(目標) 480 480

(決算) 千円(決算) 7,951 千円

(目標) 480

8,784

(目標)

(決算)千円 (決算) 7,366 千円

目標値と実績値

(目標) 480 (目標)

503

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、夜間保育事業を実施
する市内私立保育所1園に、
保育所運営委託費を支払っ
た。

取り組み内容・成果等

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、夜間保育事業を実施
する市内私立保育所1園に、
保育所運営委託費を支払っ
た。

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、夜間保育事業を実施
する市内私立保育所1園に、
保育所運営委託費を支払っ
た。

(実績)

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

夜間に就労するため保育を必
要とする保護者に対して、夜
間保育の情報を積極的に提供
していく。

夜間に就労するため保育を必
要とする保護者に対して、夜
間保育の情報を積極的に提供
していく。

保育所の入所受付時に、夜間
保育の必要性を含めた保護者
の家庭状況、就労状況などに
ついて、保育コンシェルジュ
ががきめ細やかに聞き取りを
行い、必要とする保護者に対
して夜間保育の情報を提供す
る。

平成29年度

Ｂ Ｃ Ｂ担当課評価

子ども・子育て会議
における意見等

・ 待機児童の解消、量的達
成は喫緊の課題である。同時
に、未来に向かう子どもの育
ちの保障は達成可能なのかが
課題である。子育て支援の受
け皿として必要なことは、子
どもの最善の利益であり、子
どもが10年20年後に人として
育ったのかである。長期的視
点での検証及び総合的・包括
的に見る視点が求められる。
・地域性(都心部、都心部以
外)によって、利用者の割合
が大きく異なるように感じ
る。地域に応じた効率的な事
業運営を行っていただきた
い。

・子育て支援の受け皿として
必要なことは、子どもの最善
の利益であり、子どもが10年
20年後に人として育ったのか
である。長期的視点での検証
及び総合的・包括的に見る視
点が求められる。
・土曜の夕方以降、日曜祝日
の保育の少なさ、病児保育の
時の親子のケアをどうするか
が、課題として残っている。
・財政上の問題と理想論との
ミスマッチが大きく、解決に
向けてのハードルは高いとは
思いますが、時代ニーズに
マッチしたスタイルの整備・
設置・事業運営をお願いした
いと思います。

・保育士の確保の問題なども
あり、ニーズをしっかりと把
握していただき、適切な対応
をお願いします。
・実績が減少しているので、
様々な手法での情報発信を積
極的に行い、増加につなげて
ほしい。
・情報の提供方法についての
検討が必要。なぜ、情報が十
分に必要な保護者に届いてい
ないのか、現在の取組を評価
した上で、今後可能な具体的
方策の提示が必要。

「保育コンシュルジュ」の役
割や、対応できる内容、どの
場所で、どの様な相談を受け
る事ができるのかといった情
報提供がもっと必要だと思わ
れます。

保育コンシェルジュによる聞
き取りとニーズの把握は必要
ですので、今後もきめ細かな
対応をお願いします。
多様な働き方の実現に寄与す
ることになると思いますの
で、保育士の確保等に取り組
みつつ、安定した受け入れを
目指してください。

平成27年度 平成28年度

(実績)

平成30年度 平成31年度

保育所の入所受付時に、夜間
保育の必要性を含めた保護者
の家庭状況、就労状況などに
ついて、保育コンシェルジュ
ががきめ細やかに聞き取りを
行い、必要とする保護者に対
して夜間保育の情報を提供す
る。

就労する保護者にとって保育
所が利用しやすい環境を整え
るため、夜間保育事業を実施
する市内私立保育所1園に、
保育所運営委託費を支払っ
た。

Ｂ



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

意見等に対する対応状況

保育所の入所受付時等におい
て、夜間保育に係る情報を積
極的に提供するとともに、保
護者の保育についてのニーズ
把握に努めていく。

保育所の入所受付時に、保育
コンシェルジュが保護者の家
庭状況、就労状況などをきめ
細やかに聞き取りを行ってお
り、保護者に夜間保育のニー
ズがある場合に、夜間保育の
情報を提供していく。

保育コンシェルジュは保育士出
身の相談員が子育てに関する情
報を収集し、入所手続にあたっ
て子育てのニーズを聞き取りで
把握している。必要に応じて夜
間保育を情報提供しているが、
奈良市では実施園が限られてい
るのが現状である。

入所受付時に、保護者の勤務時
間等を聞き取り、必要な保育時
間を提供できるよう案内に努め
る。
保育コンシェルジュについて
は、なら子育て情報ブックに掲
載するなど広報に努めている
が、今後も広く周知できるよう
検討していきたい。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ Ｃ ー ー



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ

・公立だけでなく私立の職員
についても園の経営者任せに
せず、同様の研修が保障でき
るよう一定の予算措置が必要
である。
・保育者の資質向上は、公立
園だけではなく、私立園にお
いても重要である。公私合同
研修の開催が望まれる。
・資質向上のための教職員研
修は大事だが、実際はニーズ
が多様で、時間を確保するこ
とが困難になっていることも
事実で、良い研修の機会が
あってもそれに参加できない
物理的状況もあるという事実
も把握されたい。
・子どもにやさしいまちづく
り条例を研修の項目に入れて
いただきたい。
・保育士の研修を推進するた
めには、保育士の人数を増や
さなければ推進できないよう
に思う。

・研修の推進は質的保障の根
幹である。特に就学前の研修
の充実は保育所・こども園を
含めて求められる。幼児教育
センターの配置や新採用者に
対するアドバイザー配置など
は、幼稚園・保育所・こども
園・小学校、公立民間が一致
して実施していくことが今後
の課題である。子どもにやさ
しいまちづくり条例がせっか
く奈良市としてあるので、そ
れを生かした研修などがある
とよいと思う。

・現場の先生方は現状ですら
多忙なのではないでしょう
か。推進を行う為には、推進
出来る体制を整える為の現状
見直しが必要では。
・保育の質は研修も重要であ
るが、学びを実践に生かし、
実践から教訓を導き出し職員
みんなで共有することが重要
です。経験を積み重ねていく
ためにも、その前提として、
保育士が働き続けられ環境を
つくることが重要となってく
る。認可保育所（公立・私
立）で働く保育士の勤続年数
を明らかにし、保育士の労働
条件、労働環境の改善をはか
るなかで、他の指標と同様に
数値目標化することが重要で
はないか。また、本プラン、
子どもにやさしいまちづくり
条例の基本理念、園児数から
も公立だけでなく私立の職員
についても園の経営者任せに
せず同様の研修や勤続年数の
アップが保障できるよう一定
の予算措置が必要ではない
か。
・様々な研修があるなか、奈
良市としての独自の研修と、
県との連携を必要とした研修
を公私立全体で計画をたて受
講できるよう、引き続き取り
組んでいただきたいと思いま
す。

保育士や幼稚園教諭の質の継
続的向上は必要不可欠ですの
で、一人一人がしっかり研修
を受けられる体制確保をお願
いしたい。
変化が激しく、また多様化す
る保育ニーズに応えるために
は、様々な研修メニューが必
要になるため、どのような研
修を実施するのかについても
しっかり検討する必要があ
る。

保育の質は研修も重要である
が、学びを実践に生かし、実
践から教訓を導き出し職員み
んなで共有することが重要で
す。経験を積み重ねていくた
めにも、その前提として、保
育士が安心して働き続けられ
る環境をつくることが重要と
なってきます。奈良市内の認
可保育所（公立・私立）で働
く保育士の勤続年数を明らか
にし、保育士の労働条件、労
働環境の改善を図る中で、他
の指標と同様に数値目標化す
ることが重要ではないでしょ
うか。多くの保育士からは
「保育所の中でその日の引き
継ぎがやっとである」のが実
感だと聞いている。特に、勤
務形態に関わらず、自治体職
員は市民サービスの担い手で
あり、経験ある職員の退職は
市民の損失であるという認識
が必要だと思います。また、
本プラン、条例の基本理念、
園児数からも公立だけでなく
私立の職員についても園の経
営者任せにせず同様の研修や
勤続年数の延伸が保障される
よう一定の予算措置が必要だ
と考えます。

研修を行うことも重要だが、
その職員が辞めてしまえば、
意味がない。このプランで取
り入れるかは別として、指標
の一つに、勤続年数を取り入
れて、それが伸びていくよう
な取組が重要ではないか。

子ども・子育て会議
における意見等

保育の質は研修も重要である
が、学びを実践に生かし、実
践から教訓を導き出し職員み
んなで共有することが重要で
す。経験を積み重ねていくた
めにも、その前提として、保
育士が安心して働き続けられ
る環境をつくることが最も大
事なことだと考えます。奈良
市内の認可保育所（公立・私
立）で働く保育士の勤続年数
を明らかにし、他の指標と同
様に数値目標化し、ブラック
とも言われる保育士の労働条
件や労働環境の改善をはかり
ながら、研修を進めていくこ
とが重要ではないでしょう
か。また、公私の違いや、常
勤、非常勤などの勤務形態に
かかわらず、同様の研修や勤
続年数の延伸を保障していけ
るよう一定の予算措置が必要
ではないか。

幼稚園と保育園で勤務する教
諭・保育士の視点の違いは大
きいと思われます。多様な家
庭や子どもたちに対応できる
人材の育成が必要ではないで
しょうか？
職員は奈良市の子育ての実情
を学ぶ機会や発達課題を持つ
子・育児困難や経済的困窮、
DV,虐待など家庭の中に潜ん
でいる問題をキャッチする力
が求められると思います。保
育内容だけでなく、子育て家
庭を見守る役割を認識できる
ような研修を推進していただ
きたいと思います。

研修メニューの多様化だけで
はなく、ステップアップや、
それぞれの研修の関連など、
研修間の構造化も必要。研修
を受講することで、どのよう
な力量形成が図れるのか、先
生方が自己の力量形成の道筋
が見通せ、主体的に研修参加
できるような、仕組みや工夫
も検討願いたい。また、研修
効果の検証も検討が必要。

本市における課題や職員の保
育力の向上のため、実態把握
を行いつつ保育の専門家とし
てそれらに対応するために必
要な研修内容と体制の在り方
を検討し、充実させていく。
さらには、私立園等への研修
参加の機会の検討も行い、奈
良市全域における教育・保育
研修の向上を目指して取り組
んでいく。

本市の保育教育士における年
齢層別の課題や、国の動き、
多様化する地域、保護者の
ニーズ等、様々な保育にかか
わる情報、実態を見据えて、
それらに対応していくため職
員一人一人の教育・保育力の
向上に必要な研修内容と体制
を見直し、充実させていく。

教育・保育ニーズや保育実践
に必要とされる課題は多種多
様である。専門家としてそれ
らに対応するための専門性の
向上を図るために必要な研修
内容と体制の在り方を検討
し、充実させていく。

新任保育教育士、園長、副園長
など経験年数に応じた研修や、
特別支援、教育・保育内容など
専門的な研修を実施し、又、大
学・専門分野の指導者を講師と
して指導を受け、社会情勢や
ニーズに対応していけるよう資
質向上に向けた研修を実施し
た。公開保育、実践事例研究会
等実践的な研修や文部科学省委
託調査研究事業において人材育
成の研修も行い、私立園への参
加の呼びかけも行った。

研修目的から内容を精査し、経
験年数に応じた研修及び乳幼児
研修・特別支援者研修など専門
的な知識や実践力を身につけら
れるような研修を実施した。
また、引き続き大学等の専門分
野の指導者を講師として指導を
受け、幼保連携型認定こども園
教育・保育要領等の改訂への理
解、社会情勢やニーズに対応で
きる職員を育成するための研修
を行い職員の資質向上を図っ
た。さらに、文部科学省委託調
査研究事業においては、私立園
と共に学ぶ機会の拡大を図っ
た。

引き続き連携大学の学識経験
者や、各専門分野の指導者を
講師として研修を実施し、保
育実践や保育内容、要領・指
針等の改訂への理解や社会情
勢、様々なニーズに対応でき
る職員を育成するための研修
を行い職員の教育・保育力の
資の向上を図った。経験年数
に応じた研修及び専門的な知
識や実践力を身につけられる
よう各分野、テーマに沿った
研修を実施した。私立園への
参加枠の拡大も行った。さら
に、文部科学省委託調査研究
事業においては、人材育成の
研修も継続して行った。

多様化する保護者の教育・保
育ニーズに応じるため市立の
保育所・幼稚園・こども園の
保育士等への研修により資質
の向上を図る。また、現在在
職の職員の退職、休職等を防
ぐための研修も実施する。職
員一人ひとりが自己研鑽を
し、日常の実践と結びついた
園内研修や幼保の枠を超えた
教育・保育の力量を高めるた
めの研修を充実させていく。

連携大学等の指導を受け、本
市の幼稚園教諭と保育士が参
加して、これからの教育・保
育の担い手として必要とされ
る資質向上に向け、公開保
育、実践事例研究会等の様々
な研修を実施してきた。熟練
した職員が不足している中、
文部科学省委託調査研究事業
では、人材育成を行う養成プ
ログラムの開発にも取り組ん
できた。

平成31年度平成27年度 平成28年度 平成29年度

Ｂ

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

(目標)

千円 (決算) 1,453 千円

目標値と実績値

取り組み内容・成果等

ー

ー (目標) ー

(実績) ー (実績)

923 (決算)千円

ー

888

平成30年度

千円

ー (目標)

(決算)

ー (実績) (実績)

該当なし

事業内容

指標

(目標)

(実績)

ー (目標)

ー

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 8 事業名 保育所及び幼稚園等職員研修の推進 部名

753

(決算)

(予算) 1,089

予算・決算額

(予算) 千円

1,043 千円 (決算)

千円

ー

千円1,063

平成27年度 平成28年度 平成29年度

保育総務課

平成30年度

課名

平成31年度

(予算)千円

子どもの人権を十分配慮し、多様な教育・保育ニーズ及び子育て支援等
のサービスに対応するため、保育所及び幼稚園、認定こども園に勤務す
る職員を対象に園内外の研修を実施し、資質向上を図ります。

1,438 千円 (予算) (予算) 1,789

子ども未来部

平成26年度
実績値

ー

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ

平成31年度

・公立だけでなく私立の職員
についても園の経営者任せに
せず、同様の研修が保障でき
るよう一定の予算措置が必要
である。
・保育者の資質向上は、公立
園だけではなく、私立園にお
いても重要である。公私合同
研修の開催が望まれる。
・資質向上のための教職員研
修は大事だが、実際はニーズ
が多様で、時間を確保するこ
とが困難になっていることも
事実で、良い研修の機会が
あってもそれに参加できない
物理的状況もあるという事実
も把握されたい。
・子どもにやさしいまちづく
り条例を研修の項目に入れて
いただきたい。
・保育士の研修を推進するた
めには、保育士の人数を増や
さなければ推進できないよう
に思う。

・研修の推進は質的保障の根
幹である。特に就学前の研修
の充実は保育所・こども園を
含めて求められる。幼児教育
センターの配置や新採用者に
対するアドバイザー配置など
は、幼稚園・保育所・こども
園・小学校、公立民間が一致
して実施していくことが今後
の課題である。子どもにやさ
しいまちづくり条例がせっか
く奈良市としてあるので、そ
れを生かした研修などがある
とよいと思う。

・現場の先生方は現状ですら
多忙なのではないでしょう
か。推進を行う為には、推進
出来る体制を整える為の現状
見直しが必要では。
・保育の質は研修も重要であ
るが、学びを実践に生かし、
実践から教訓を導き出し職員
みんなで共有することが重要
です。経験を積み重ねていく
ためにも、その前提として、
保育士が働き続けられ環境を
つくることが重要となってく
る。認可保育所（公立・私
立）で働く保育士の勤続年数
を明らかにし、保育士の労働
条件、労働環境の改善をはか
るなかで、他の指標と同様に
数値目標化することが重要で
はないか。また、本プラン、
子どもにやさしいまちづくり
条例の基本理念、園児数から
も公立だけでなく私立の職員
についても園の経営者任せに
せず同様の研修や勤続年数の
アップが保障できるよう一定
の予算措置が必要ではない
か。
・様々な研修があるなか、奈
良市としての独自の研修と、
県との連携を必要とした研修
を公私立全体で計画をたて受
講できるよう、引き続き取り
組んでいただきたいと思いま
す。

Ｂ

保育士や幼稚園教諭の質の継
続的向上は必要不可欠ですの
で、一人一人がしっかり研修
を受けられる体制確保をお願
いしたい。
変化が激しく、また多様化す
る保育ニーズに応えるために
は、様々な研修メニューが必
要になるため、どのような研
修を実施するのかについても
しっかり検討する必要があ
る。

保育の質は研修も重要である
が、学びを実践に生かし、実
践から教訓を導き出し職員み
んなで共有することが重要で
す。経験を積み重ねていくた
めにも、その前提として、保
育士が安心して働き続けられ
る環境をつくることが重要と
なってきます。奈良市内の認
可保育所（公立・私立）で働
く保育士の勤続年数を明らか
にし、保育士の労働条件、労
働環境の改善を図る中で、他
の指標と同様に数値目標化す
ることが重要ではないでしょ
うか。多くの保育士からは
「保育所の中でその日の引き
継ぎがやっとである」のが実
感だと聞いている。特に、勤
務形態に関わらず、自治体職
員は市民サービスの担い手で
あり、経験ある職員の退職は
市民の損失であるという認識
が必要だと思います。また、
本プラン、条例の基本理念、
園児数からも公立だけでなく
私立の職員についても園の経
営者任せにせず同様の研修や
勤続年数の延伸が保障される
よう一定の予算措置が必要だ
と考えます。

研修を行うことも重要だが、
その職員が辞めてしまえば、
意味がない。このプランで取
り入れるかは別として、指標
の一つに、勤続年数を取り入
れて、それが伸びていくよう
な取組が重要ではないか。

Ｂ

子ども・子育て会議
における意見等

担
当
課
評
価 ー ー ー

平成29年度

Ｂ

平成27年度 平成28年度

保育の質は研修も重要である
が、学びを実践に生かし、実
践から教訓を導き出し職員み
んなで共有することが重要で
す。経験を積み重ねていくた
めにも、その前提として、保
育士が安心して働き続けられ
る環境をつくることが最も大
事なことだと考えます。奈良
市内の認可保育所（公立・私
立）で働く保育士の勤続年数
を明らかにし、他の指標と同
様に数値目標化し、ブラック
とも言われる保育士の労働条
件や労働環境の改善をはかり
ながら、研修を進めていくこ
とが重要ではないでしょう
か。また、公私の違いや、常
勤、非常勤などの勤務形態に
かかわらず、同様の研修や勤
続年数の延伸を保障していけ
るよう一定の予算措置が必要
ではないか。

幼稚園と保育園で勤務する教
諭・保育士の視点の違いは大
きいと思われます。多様な家
庭や子どもたちに対応できる
人材の育成が必要ではないで
しょうか？
職員は奈良市の子育ての実情
を学ぶ機会や発達課題を持つ
子・育児困難や経済的困窮、
DV,虐待など家庭の中に潜ん
でいる問題をキャッチする力
が求められると思います。保
育内容だけでなく、子育て家
庭を見守る役割を認識できる
ような研修を推進していただ
きたいと思います。

研修メニューの多様化だけで
はなく、ステップアップや、
それぞれの研修の関連など、
研修間の構造化も必要。研修
を受講することで、どのよう
な力量形成が図れるのか、先
生方が自己の力量形成の道筋
が見通せ、主体的に研修参加
できるような、仕組みや工夫
も検討願いたい。また、研修
効果の検証も検討が必要。

平成30年度

意見等に対する対応状況

以前より公私立保育所・幼稚
園・こども園の職員を対象と
した合同研修会を実施してい
る。今後も多様化するニーズ
に対応し、保育の資質向上を
図る研修を実施するととも
に、保育士確保に努め、研修
の推進を図っていく。

本市が実施している研修につ
いては、対象を公立園だけで
なく、私立園にも対象を広
げ、奈良市としての就学前教
育の充実を図れるように実施
している。アンケート等で現
場に求められる研修内容の把
握や実践につながる研修方法
を検証するとともに、園内に
おいて研修内容を全職員で共
有する方法なども含め、研修
体制の推進を整え、さらに充
実させたいと考える。

研修体制及び研修内容につい
ては今後も引き続き、研修へ
のニーズを研修時や会議等で
把握しながら内容の充実が図
られるよう進めていく。また
継続して、国立私立園も研修
参加対象とし、奈良市として
の就学前教育の充実を図って
いる。
職員が安心して働くことがで
きる環境、継続して勤務でき
る職場づくりという点につい
ては、職員の確保への取組と
して就職フェアの開催、職員
の処遇改善として平成29年度
から臨時保育教育士の賃金
ベースアップを行い、また、
現場で働くことへの不安解消
につなげるための研修会を実
施し取り組んでいる。

学びを実践に生かすことが重
要という点においては、園外
の研修に参加するだけでな
く、園内でも研修を深め、園
の職員間で思いを共有するこ
とも重要となる。研修での学
びを園内に広め、学びを生か
した実践ができるように園内
研修も行っている。今後も園
内外での研修を充実させてい
く。
保育士が安心して働き続ける
ことができるよう、園訪問や
園内研修を通して、園職員の
不安や悩みを把握し、課題解
決に向けて必要な指導・助言
を行っている。
また、経験年数に応じた研修
では、同じ経験年数だからこ
そ出てくる悩みを共有し、改
善方法を導き出していける機
会をつくっている。
また、国公私立園が常勤・非
常勤にかかわらず共に参加で
きる研修を実施し、互いに子
どもの見取りや子ども理解を
図りながら発達に応じた援助
や環境構成の工夫等について
協議を深め、保育実践力を高
めるよう取り組んでいる。
保育者として、多様な家庭や
子どもたちに対応できるよ
う、保育にかかわる内容を全
般的に学ぶ必要があると考え
ている。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等
平成31年度

保・幼・小の接続がスムーズ
におこなえるよう、幼児・児
童の交流だけでなく、教員間
の交流を持ち、子どもたちの
育ちについて意見を交わす機
会を持った。

改訂幼保連携型認定こども園
教育・保育要領、幼稚園教育
要領、保育所保育指針が告示
され、小学校との接続・連携
における項目が明確化された
ことにより、奈良市立こども
園カリキュラムの見直しを
行った。
また、日常の教育・保育実践
においても子供の育ちを保育
教育士が、小学校の接続につ
なげられるよう、実践的に研
修等でも取り入れてきた。ま
た、園職員及び小学校職員と
の研修、各校園での交流・研
修等も実施し、小学校との連
携を進めた。

要領・指針の改訂、施行を受
け、奈良市立こども園カリ
キュラムを見直し、新たに改
訂版を作成した。その中の
4.5歳児のカリキュラムに小
学校との連携の項目を位置付
け、保育実践が小学校教育に
無理なく接続していけるよう
にした。また、園職員及び小
学校職員との情報交換・研
修、各校園での交流・研修等
も実施し、小学校との連携を
進めた。

連携については、校種間に
よって交流・連携の持ち方が
様々ではあるが、地域性や各
校区、園の実態に即して無理
なく取組が進めていけるよう
にする。また、連携の必要性
を認識し意識の向上を図るた
めにも、研修や啓発により、
奈良市全体で進めていくよう
にする。

・保育所及び幼稚園等と小学
校との連携の推進・特別支援
教育支援員の配置（幼稚
園）・民間保育所等運営費補
助金・保育所等のサービス評
価の実施がC評価である。こ
れらは今求められる具体的な
保育実践に直結する内容であ
る。どの項目も重要課題とし
て位置づけ、今後の具体的実
施に結びつくように努めてい
ただきたい。

・小中一貫教育の中での幼稚
園・保育園の位置付けの明確
化が必要である。
・実態を把握した上で「連
携」として具体的に何を実施
していくのか、検討していく
ことが必要である。

幼保から小学校への滑らかな
接続は大事ではあるが、就学
前の保育や教育を学校教育の
前段として捉えることだけに
課題を矮小化してしまうこと
がないようお願いしたい。乳
幼児期という、人格形成の土
台を育み、一人一人の子ども
の発達を保障していく視点が
薄れないよう、本プランの基
本理念に則り、長期的な視点
に立った連携のあり方につい
ても検討していただきたい。

・今後、幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領、幼稚園
教育要領、保育所保育指針が
改訂になり、小学校との接続
の部分を丁寧に見ていくこと
が大切になる。奈良市で作成
した奈良市立こども園カリ
キュラムの見直しや改訂に向
けての取り組みを進めていく
ことは大切である。しかしな
がら、C評価としているとこ
ろは、もう少し頑張って取り
組んできたこととして自信を
持ってもよいのではないか。
改善することと、やってきた
ことを否定することとはちが
う。連携が進んでいる園とあ
まりできていないところがあ
るので、奈良市全体で進めて
いけるようにしていくことこ
そが大切である。

・Ｃの評価というのは、奈良
市で子育てしていく上で非常
に不安を感じる評価です。待
機児童を数字上で解消できて
も、この部分での評価がプラ
スにならなければ、意味がな
いように思います。
・現場の先生方は現状ですら
多忙なのではないでしょう
か。推進を行う為には、推進
出来る体制を整える為の現状
見直しが必要では。
・保育所は幼稚園に比べ広い
地域からの通園しており卒園
後の小学校がバラバラになる
ところもあり、小学校との滑
らかな連携ということが難し
い状況もあると思います。こ
ども園化が進む中で「連携が
進んでいる園とあまりできて
いない園」といった違いがど
こから出てくるのかを分析
し、何かしらの目標・指標を
打ち出していく必要があると
思います。
・今まで以上に小学校への継
続が大切とされていることも
あり、公私立全園が小学校と
の連携を図れるよう引き続き
取り組んでいただきたいと思
います。
・これから育ちゆく子供たち
の礎となる重要な課題である
故、”連携”や”推進”と
いった言葉で終わることな
く、具体論としての取り組み
への議論をお願いしたい。
・奈良市全体で幼小接続を進
めていくためには、小中一貫
教育とつなげながら、中学校
区ごとに保幼小中合同研修等
を重ねていくなど、学校区単
位での丁寧な積み重ねが必
要。

乳幼児期という、人格形成の
土台を育み、一人ひとりの子
どもの発達を保障していく視
点からも、長期的な視点に
立った連携のあり方で検討し
ていただきたい。新保育指針
では「幼児期のおわりまでに
育ってほしい姿」に、遊びや
生活に必要な情報を取り入
れ、判断し、伝え合い、活用
できる、という項目がある
が、理屈抜きに小学校などの
ルールを保育園や幼稚園にも
持ち込もうとするのではな
く、小学校へ受け止めてほし
い子どもの姿を伝えること
や、子どもにルールだから守
りなさいと指導するのではな
く、子どもの幸せのために
ルールや仕組みを整えていく
ような、そんな人間性豊かな
視点から連携についても考え
ていってほしい。

小学校への連携として幼稚園
は比較的できているように感
じる。各種行事などで幼稚園
児が小学校に行くこともあ
り、数年後に自分たちが行く
小学校のイメージができる。
一方、保育園は連携が少ない
と感じる。また、保育園の
4,5歳と幼稚園の4,5歳の就学
への準備に差があると感じて
いる。実際に保育園から上
がってきた子どもが小学校の
規律になれるのに半年以上幼
稚園の子どもに比べると遅れ
るという声も聞く。幼保との
意見交換の場などで、情報を
共有する機会も必要と考え
る。

幼保・小・中までの長期間に
わたる連携について、中学校
校区レベルでの連携が見える
ようになるとよいと思いま
す。

交流活動を中心とした「連
携」から、接続期カリキュラ
ムの作成といった教育の体系
的・組織的な「接続」への推
進を期待したい。中学校区で
の教員研修の機会も活用しな
がら、互いの保育・教育を見
合う研修なども連携・接続に
おいて有効と考える。また、
幼小の人事交流等なども接続
を進める上で重要であり、実
施を検討願いたい。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値と実績値

取り組み内容・成果等

連携大学等の指導を受け、本
市の保育教育士が参加して、
これからの教育・保育の担い
手として必要とされる資質に
ついて、公開保育等を通して
指導案等を学んだ。

Ｂ

平成30年度

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

子どもの育ちは、幼稚園・保
育所等で完結するものではな
く、小学校等との連携が重要
となることから、本市におい
ては、幼稚園・保育所等から
小学校へのスムーズな接続を
図るため、カリキュラム、指
導の内容や方法に関わるも
の、幼稚園・保育所の職員と
小学校の教員間や、児童と生
徒間の交流という点について
さらに様々な取り組みを行
う。

今後、幼保連携型認定こども
園教育・保育要領、幼稚園教
育要領、保育所保育指針が改
訂になり、小学校との接続の
部分を丁寧に見ていくことが
大切になる。そのことを見据
え、奈良市で作成した奈良市
立こども園カリキュラムの大
幅な見直し、改訂に向けての
取り組みを進めていく。連携
が進んでいる園とあまりでき
ていないところがあるので、
奈良市全体で進めていけるよ
うにしていきたい。

保幼小連携について進んでい
ないところもあるが、改訂要
領・指針の本格実施に伴い、
連携の必要性を認識し、意識
の向上を図るため、研修や啓
発により、奈良市全体で進め
ていく。

(実績) ー (実績)

ー(目標) ー (目標)(目標) ー (目標) ー (目標)

子ども・子育て会議
における意見等

担当課評価 Ｃ Ｃ Ｂ

ー

ー

(実績) ー (実績) ー (実績)

保育総務課

指標

ー 千円

(決算)

(予算)

(決算) ー千円ー 千円 (決算) ー (決算)千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 9 事業名 保育所及び幼稚園等と小学校との連携の推進

(予算) ー 千円 (予算)

子ども未来部 課名部名

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

ー

ー

平成26年度
実績値

千円 (予算)

ー

平成29年度

ー 千円 (予算) ー

事業内容
中学校まで連携・接続した教育をめざし、保育所及び幼稚園、認定こど
も園から小学校への滑らかな接続を図るとともに、小学校との連携を推
進します。

予算・決算額

平成27年度 平成28年度

千円(決算) ー 千円

千円

平成30年度 平成31年度

該当なし



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担
当
課
評
価

幼稚園教育要領等の改訂に伴
い、小学校の接続が明確化さ
れ、研修等においても就学前
の教育・保育を小学校の前段
としての教育として捉えるも
のではないということを含め
て教育・保育現場の職員は学
び理解している。また、「幼
児期の終わりまでに育って欲
しい姿」として明記されたも
のを基に、園生活において
様々な経験を積み重ねた子ど
もの姿を「育ち」として伝え
られるよう、幼保と小学校の
相互の教育の取組への理解と
共有を図り、連携を進めてい
きたいと考えている。

要領・指針等の改訂を受けて
作成した奈良市立こども園カ
リキュラムの改訂版にある
「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」に関する内容も
参考に保育を行っている。小
学校に送付する指導要録にお
いてはそのことを踏まえて、
具体的な子どもの姿を通して
育ちを伝えられるよう作成
し、連絡会等の機会も持ち連
携を図っている。
また、こども園・保育園・幼
稚園と小学校との連携状況に
ついては地域差もあるが、職
員による相互の授業または保
育の参観や園児との交流、職
員研修など各校区内で実施
し、連携を進めている。

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ ー ー

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ー

意見等に対する対応状況

今年度国から学習指導要領・
幼稚園教育指導要領等の改訂
に向けた方向性の取りまとめ
が打ち出され、幼小接続（幼
児教育と小学校教育の接続）
の重要性がその背景に盛り込
まれている。奈良市では、そ
れに先がけ、奈良市立こども
園カリキュラムで掲げている
理念を「生きぬく子どもの育
成」とし、奈良市教育大綱の
「目標」と同じ方向性で子ど
もの育成に取り組んでいる。
市立こども園・保育園・幼稚
園の子どもたちに一貫した教
育・保育を提供し、就学につ
ながる「学びに向かう力」を
育むことで幼小接続の強化に
努めたい。また、連携を充実
させるために具体的手立てを
検討していきたい。

こども園化が進む中で、連携
の進んでいる園とあまり進ん
でいない園においては、小学
校に隣接している等の各園の
設置状況により自然な交流が
難しいことも関係している
中、交流回数ではなく内容を
工夫して連携を進めていきた
い。
また、改訂を進めている奈良
市立こども園カリキュラムに
おいて、小学校との接続につ
いての内容を更に重視し、小
学校生活に滑らかにつないで
いく。
先を見据え、子どもの学びや
育ちをつなぎ、円滑に接続で
きるように引き続き奈良市全
体で努めていくことが必要で
ある。
公私立ともに学校区での研
修・交流・情報交換を積み重
ねる等地域全体での取り組み
に力を入れていきたい。

・保育所及び幼稚園等と小学
校との連携の推進・特別支援
教育支援員の配置（幼稚
園）・民間保育所等運営費補
助金・保育所等のサービス評
価の実施がC評価である。こ
れらは今求められる具体的な
保育実践に直結する内容であ
る。どの項目も重要課題とし
て位置づけ、今後の具体的実
施に結びつくように努めてい
ただきたい。

・小中一貫教育の中での幼稚
園・保育園の位置付けの明確
化が必要である。
・実態を把握した上で「連
携」として具体的に何を実施
していくのか、検討していく
ことが必要である。

幼保から小学校への滑らかな
接続は大事ではあるが、就学
前の保育や教育を学校教育の
前段として捉えることだけに
課題を矮小化してしまうこと
がないようお願いしたい。乳
幼児期という、人格形成の土
台を育み、一人一人の子ども
の発達を保障していく視点が
薄れないよう、本プランの基
本理念に則り、長期的な視点
に立った連携のあり方につい
ても検討していただきたい。

・今後、幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領、幼稚園
教育要領、保育所保育指針が
改訂になり、小学校との接続
の部分を丁寧に見ていくこと
が大切になる。奈良市で作成
した奈良市立こども園カリ
キュラムの見直しや改訂に向
けての取り組みを進めていく
ことは大切である。しかしな
がら、C評価としているとこ
ろは、もう少し頑張って取り
組んできたこととして自信を
持ってもよいのではないか。
改善することと、やってきた
ことを否定することとはちが
う。連携が進んでいる園とあ
まりできていないところがあ
るので、奈良市全体で進めて
いけるようにしていくことこ
そが大切である。

・Ｃの評価というのは、奈良
市で子育てしていく上で非常
に不安を感じる評価です。待
機児童を数字上で解消できて
も、この部分での評価がプラ
スにならなければ、意味がな
いように思います。
・現場の先生方は現状ですら
多忙なのではないでしょう
か。推進を行う為には、推進
出来る体制を整える為の現状
見直しが必要では。
・保育所は幼稚園に比べ広い
地域からの通園しており卒園
後の小学校がバラバラになる
ところもあり、小学校との滑
らかな連携ということが難し
い状況もあると思います。こ
ども園化が進む中で「連携が
進んでいる園とあまりできて
いない園」といった違いがど
こから出てくるのかを分析
し、何かしらの目標・指標を
打ち出していく必要があると
思います。
・今まで以上に小学校への継
続が大切とされていることも
あり、公私立全園が小学校と
の連携を図れるよう引き続き
取り組んでいただきたいと思
います。
・これから育ちゆく子供たち
の礎となる重要な課題である
故、”連携”や”推進”と
いった言葉で終わることな
く、具体論としての取り組み
への議論をお願いしたい。
・奈良市全体で幼小接続を進
めていくためには、小中一貫
教育とつなげながら、中学校
区ごとに保幼小中合同研修等
を重ねていくなど、学校区単
位での丁寧な積み重ねが必
要。

乳幼児期という、人格形成の
土台を育み、一人ひとりの子
どもの発達を保障していく視
点からも、長期的な視点に
立った連携のあり方で検討し
ていただきたい。新保育指針
では「幼児期のおわりまでに
育ってほしい姿」に、遊びや
生活に必要な情報を取り入
れ、判断し、伝え合い、活用
できる、という項目がある
が、理屈抜きに小学校などの
ルールを保育園や幼稚園にも
持ち込もうとするのではな
く、小学校へ受け止めてほし
い子どもの姿を伝えること
や、子どもにルールだから守
りなさいと指導するのではな
く、子どもの幸せのために
ルールや仕組みを整えていく
ような、そんな人間性豊かな
視点から連携についても考え
ていってほしい。

小学校への連携として幼稚園
は比較的できているように感
じる。各種行事などで幼稚園
児が小学校に行くこともあ
り、数年後に自分たちが行く
小学校のイメージができる。
一方、保育園は連携が少ない
と感じる。また、保育園の
4,5歳と幼稚園の4,5歳の就学
への準備に差があると感じて
いる。実際に保育園から上
がってきた子どもが小学校の
規律になれるのに半年以上幼
稚園の子どもに比べると遅れ
るという声も聞く。幼保との
意見交換の場などで、情報を
共有する機会も必要と考え
る。

幼保・小・中までの長期間に
わたる連携について、中学校
校区レベルでの連携が見える
ようになるとよいと思いま
す。

交流活動を中心とした「連
携」から、接続期カリキュラ
ムの作成といった教育の体系
的・組織的な「接続」への推
進を期待したい。中学校区で
の教員研修の機会も活用しな
がら、互いの保育・教育を見
合う研修なども連携・接続に
おいて有効と考える。また、
幼小の人事交流等なども接続
を進める上で重要であり、実
施を検討願いたい。

子ども・子育て会議
における意見等



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 10 事業名 特別な支援を要する園児への支援体制の充実 部名 子ども未来部 課名 保育総務課

(予算) 139,040

(決算) 105,527 千円 (決算) 126,405

予算・決算額

(予算) 117,410 千円

平成26年度
実績値

平成30年度 平成31年度

平成27年度より実施

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成29年度

事業内容
幼稚園等に在園する特別な支援を要する幼児に対して、必要な支援を提
供することにより、他の幼児を含めて行き届いた教育を提供するととも
に、特別支援教育の充実を図ります。

指標
特別支援教育知識保有者の

人数の割合（％）

平成27年度 平成28年度

千円千円

48

千円

(目標) 63 (目標) 76

169,595 千円

140,797

(予算)

千円

(予算) 170,337

34

(目標)

(実績)

千円 180,200(予算)

(決算)

平成27年度

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

千円(決算) 154,479 千円

(実績) 35 (実績)

(決算)

(目標) 17 (目標)

(実績) 17 (実績)

平成28年度も引き続き奈良市
子ども発達センターと連携を
取りながら支援員の配置を
行った。また、特別支援教育
支援員として専門的知識の必
要性から研修の場を設けた。

取り組み内容・成果等

平成23年度から26年度に引き
続き平成27年度においても発
達センターでの専門的な評価
を基に配置を行うとともに、
認定こども園等一部幼稚園に
複数配置を行った。

目標値と実績値

32

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

Ｂ

過小規模化している幼稚園を
統廃合し、こども園に再編し
ても特別な支援を継続し、必
要とする幼児に対してさらに
きめ細やかな教育を保障す
る。

30

支援員の配置における基準の
明確化を図り、奈良市子ども
発達センターと連携を取りな
がら支援員の配置を行った。
また、特別支援教育支援員と
して専門的知識の必要性か
ら、知識の習得と共に実践的
な内容を取り入れた研修を実
施した。

各園に、園生活において支援
が必要な園児に対して、奈良
市子ども発達センターと協議
し、支援員の配置を行った。
また、行政内や園、各関係機
関との連携体制、支援体制の
整備を行っている。また、特
別支援教育支援員や保育者と
して各役割に応じた専門的知
識、対応力の必要性から、特
別支援教育に関わる研修を
行った。

各園の支援を要する子どもへ
の理解は、保育者としてそし
て園における特別支援教育に
おいて必須である。様々な
ニーズに応えるため研修内容
の充実を図るとともに、参加
体制等も再度見直していきた
い。関係機関との連携につい
ても、より充実が図れるよう
検討していきたい。

特別支援に関する専門的知識
を持って、特別支援教育支援
員がより適切な教育を提供す
る必要があるが、勤務体制・
雇用形態により研修に参加す
ることが困難になる場合があ
るため、支援員の研修への参
加体制を見直す。

適切な支援、子ども理解のた
め多様な知識と対応力が必要
となるとともに、特別支援教
育に関する理解は社会的にも
広く求められている。個々の
子どもへの理解に加え、様々
な保護者のニーズや社会情勢
を理解し、一人一人に必要な
園における支援や対応ができ
るよう、充実と見直しを一層
図っていきたい。

Ｃ Ｃ Ｂ

発達支援センターの予約も取
りづらいとよく聞きます。本
当に必要な子どもに支援が行
き届いていない気がします。
園で専門家に相談できる機会
を増やすこと等をお願いした
いです。

支援体制の中に、エピペンを
所持している食物アレルギー
の園児や、ケアの必要な喘息
やアトピー等も対象にしてい
ただけると助かります。

特別な支援が必要な子を持つ
親は、どこにも頼れずに孤独
になりがちです。できるかぎ
りすべての園において、支援
員を配置し、支援の必要な子
どもが抜け漏れないようお願
いします。
保育者にも研修等で支援スキ
ルを身につけることは必要だ
と思いますが、保育者にすべ
てを担わせることのないよ
う、「支援員」の確保をお願
いします。

特別支援コーディネーター養
成、及び活用方法の検討が必
要。任命後、原則２年間で担
当を外れるのではなく、継続
してコーディネーターとして
学び続け、資質向上が可能と
なる体制が必要。

・多様なニーズに応えるため
に新しい保育や教育のあり方
を検討するべき。オルタナ
ティブスクールなども保育・
教育の選択肢として検討して
いったり、保育園の先生や学
校の先生の業務効率化で、
IoTの導入を大胆に検討して
いくべき。

・特別支援学級等の充実は多
様な教育・保育ニーズに対応
するために、極めて重要なこ
とであり、早期の充実をお願
いしたい。
・特別支援に関しては現場の
ニーズにこたえられるべく支
援員の配置やそれに関する研
修が受講できるような処遇改
善に積極的に目を向けて頂き
たい。
・支援員の研修として、参加
体制の見直しに加えて、勤務
園に専門家を派遣し、園全体
で研修を行うなどの研修方法
の充実・検討も必要。

子ども・子育て会議
における意見等

・保育所及び幼稚園等と小学
校との連携の推進・特別支援
教育支援員の配置（幼稚
園）・民間保育所等運営費補
助金・保育所等のサービス評
価の実施がC評価である。こ
れらは今求められる具体的な
保育実践に直結する内容であ
る。どの項目も重要課題とし
て位置づけ、今後の具体的実
施に結びつくように努めてい
ただきたい。

・特別支援を要する幼児は増
加傾向にあるが、十分な手立
てがとれていない。これにつ
いても正しい判断のもと加配
をつけることができるなど、
環境を整えられたい。また、
就園前後に実施されている乳
幼児健診での診断やその後の
きめ細かな指導、援助がある
と良いように思う。
・教育支援員の育成は急にで
きるものではないので、必要
人数の確保については着実に
取り進めていただきたい。

担当課評価



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ

平成27年度 平成28年度 平成29年度

Ｂ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ ー ー ー

本市で定めた配置基準により
特別支援教育支援員を配置し
ている。園児一人一人に必要
な支援の方法は異なるため、
増加する特別支援を要する幼
児に対して、よりきめ細かな
対応及び行き届いた教育の提
供ができるよう、人材確保に
努めたい。

平成30年度 平成31年度

支援を要する園児に対して、
まずは園の保育において適切
な支援が行えるよう研修を実
施している。また、園の相談
役として特別支援教育コー
ディネーターの巡回などを
行っている。研修についても
様々なニーズがあることを考
慮してさらなる内容の充実を
図っていきたいと考えてい
る。
エピペンを含む食物アレル
ギー児や個々のケアが必要な
園児については園全体で把握
し対応できる体制を整えてい
る。

人員確保の課題はあるが、支
援員の配置については、奈良
市子ども発達センターと連携
を取りながら行っている。ま
た、支援の必要な園児の集団
の中での育ちを、園として連
携しながら取り組んでいくこ
とも重要であるという点で、
引き続き研修等でスキルや知
識を身につけて行ける体制を
整えたい。
コーディネーターについて
は、経験や学びを現場で活か
し、他の保育者へも広めてい
くという役割もあり、このこ
とは一つの活用法である。今
後も一人でも多くのコーディ
ネーターを養成し、資質向上
を図りながら支援体制を充実
させていく。

支援を要する園児に対して、
奈良市子ども発達センターと
連携を取りながら必要な支援
員の配置を行うとともに、
年々増加傾向にある支援を要
する園児に対応するため、引
き続き人材確保に努めたい。
また、特別支援教育支援員と
しての専門的知識取得のた
め、研修機会（回数）を増や
すとともに、保護者の特別支
援教育に対する関心・ニーズ
に対応できるような研修内容
にしていく等、更なる充実を
図っていく。

意見等に対する対応状況



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 11 事業名 公立保育所等の充実 部名 子ども未来部 課名 保育総務課

(予算) 1,014,379

(決算) 819,760 千円 (決算) 904,002

予算・決算額

(予算) 926,727 千円

平成26年度
実績値

平成30年度 平成31年度

3,006

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成29年度

事業内容
公立保育所等においても、保育環境及び保育サービスの充実を図ること
により、子育てと仕事の両立支援をめざします。

指標 保育所・こども園の
入所児童数（人）

平成27年度 平成28年度

千円千円

3,790

千円

(目標) 4,615 (目標) 4,840

1,235,319 千円

1,106,461

(予算)

千円

(予算) 1,341,739

3,014

(目標)

(実績)

千円 1,411,108(予算)

(決算)

平成27年度

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

千円(決算) 1,235,781 千円

(実績) 3,259 (実績)

(決算)

(目標) 3,420 (目標)

(実績) 3,032 (実績)

待機児童の解消を目指し、保
育園の整備を促進すると共
に、親の就労形態の多様化に
対応した保育サービス(延長
保育・子育て相談等)の充実
を図った。取り組み内容・成果等

多様化する保護者のニーズに
応え、保育環境及び保育サー
ビスの充実を図るため公立保
育所全園において完全給食の
実施を行った。

目標値と実績値

3,420

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

Ｂ

保育所等の園児は１日のほと
んどを園内で過ごすことにな
るため安全で快適な保育環境
を保つことは重要なことであ
ることから老朽化した施設及
び設備の修繕、保守管理を随
時行うことにより安心して生
活が送れるよう保育環境を整
え、少しでも多くの子どもを
預かれるように努める。

2,955

多様化する保護者のニーズに
応えていくよう、延長保育、
子育て相談等の保育サービス
の充実を図った。

待機児童の解消を目指し、保
育教育士の確保に努めた。ま
た、教育・保育の充実及び多
様化する保護者のニーズに応
えられる職員を育成するた
め、保育実践や保育内容、要
領・指針の改訂への理解を深
める研修を実施し、職員の資
質向上に努めた。

待機児童対策に併せ少子化の
動向を踏まえ、保護者の就労
保障や子どもの育ちと子育て
を支えるために、保育教育士
の確保や保育の質の向上が重
要である。保育教育士の確保
においては、研修を実施する
ことで、職員の不安を解消
し、離職を防ぐよう努めると
ともに、研修参加への体制を
見直していく。

今後も保育サービスの充実を
図るため、保育教育士の研修
を実施し、質の向上を図ると
ともに、臨時保育教育士の処
遇改善を行うことで、保育教
育士を確保し、年々増加する
待機児童を解消し、更なる体
制を整えていく。

待機児童対策に併せ少子化の
動向を踏まえ、保護者の就労
保障や子どもの育ちと子育て
を支えるために、保育教育士
の確保や保育の質の向上が重
要である。保育教育士の確保
においては、処遇改善を図る
とともに研修などを行うこと
で定着と労働環境の整備に取
り組んでいく。

Ｂ Ｃ Ｂ

民間保育所の保育士は処遇改
善加算の適用等により、給与
または手当等で処遇改善が行
われているが、公立保育所職
員は、条例による給料表の適
用があるが、公立保育所に勤
める保育士についても、処遇
改善加算を適用できるよう制
度の見直し等について努めて
いただきたい。

平成30年4月の公立保育園10
園の正規職員数(再任用含む)
は170名、非正規は180名、こ
ども園15園の正規職員数(再
任用含む)は１51名、非正規
は182名です。生涯にわたる
人格形成の基礎を培う重要な
時期を担う保育、教育体制と
して、非正規が過半数を占め
ている現状に疑問を持たざる
を得ない。一般的に保育士の
労働環境はブラック化してお
り、介護と並び人が集まりに
くい職種といわれている。改
善されたとはいえ、公立でも
非正規となると、賃金も低
く、土曜出勤や時差勤務な
ど、労働条件的にも良くなく
就労につながりにくい。ま
た、保育士が個人情報が入っ
たＵＳＢメモリーを紛失する
という問題が議会でも取り上
げられており、市の答弁など
からも、担任は園だよりやク
ラスだより、保育計画や指導
計画、記録の提出等、事務作
業が多くあるが園ではほとん
どできず、家に持ち帰り作業
していたとのことであり、保
育士の増員を対策の基本に据
え、処遇改善や労働環境を改
善する中で、保育士の確保に
取り組むことが重要ではない
か。大和郡山市議会では、自
治体の臨時・非常勤職員の地
位・待遇改善を求める意見書
が採択されており、奈良市で
も参考にしてもらいたい。

年々目標と実績の乖離が大き
くなっている。目標達成に足
りないものを分析し、取り進
めてほしい。
保育士の確保や定着は、非常
に難しい課題ではあるが、予
算をフルに活用しながら労働
環境の整備に努めてほしい。

以前、市職員によるUSBメモ
リー紛失の件で明らかになっ
たように、保育士の持ち帰り
残業の常態化など、労基法上
の問題もあることから、保育
士体制の更なる充実を求めま
す。取り組みの方向性として
「保育教育士の確保のために
研修により職員の不安を解消
し離職を防ぐよう努める…」
とありますが、持ち帰り残業
も含めた過酷な勤務実態が問
題の背景にあると考えます。
常勤保育教育士の採用を積極
的に進め、職員の労働条件を
改善させることが、保育教育
士の負担を減らし、離職防止
に繋がる近道ではないでしょ
うか。

保育士の業務の煩雑さにITな
どを利用して、効率化を図る
ことで解決することもあるか
と思うが、現在の職員にそれ
を強いるのは難しいと考え
る。アドバイザーなどを活用
することも検討してはどうか
と考える。

令和元年10月からの幼児教育
の無償化に伴う、保育ニーズ
の変動調査が必要。子どもに
とっての保育の質の向上と共
に、職員にとっても働きやす
い環境であることが大切。離
職の理由の把握は、行われて
いるのでしょうか。現場の保
育教育士の先生方の声を聞
き、ともに対策を考えていく
ことも大切では。

・多様なニーズに応えるため
に新しい保育や教育のあり方
を検討するべき。オルタナ
ティブスクールなども保育・
教育の選択肢として検討して
いったり、保育園の先生や学
校の先生の業務効率化で、
IoTの導入を大胆に検討して
いくべき。

Ｃの評価というのは、奈良市
で子育てしていく上で非常に
不安を感じる評価です。待機
児童を数字上で解消できて
も、この部分での評価がプラ
スにならなければ、意味がな
いように思います。
・課題に書かれている内容か
らの指標としては、入所児童
数よりも保育士数の方が適切
なのかと思います。
・保育士不足の解消において
は、指摘されているように臨
時保育教育士の処遇改善が喫
緊の課題。保育士離職者が復
帰しやすいように、研修制度
（講義・実習）の検討が求め
られる。
・公立、民間を問わず保育所
では非正規雇用が主力となっ
ており、公立では5割、民間
ではバラツキはあるものの高
いところでは7割、9割が非正
規という園もあり、生涯にわ
たる人格形成の基礎を培う重
要な時期を担う保育、教育体
制として疑問を持たざるを得
ない。一般的に保育士の労働
環境はブラック化しており、
介護と並び人が集まりにくい
職種といわれている。公立で
も非正規となると、賃金も低
く、土曜出勤や時差勤務な
ど、労働条件的にも良くなく
就労につながりにくい。奈良
市子どもにやさしいまちづく
り条例の理念でもある「子ど
もの最善の利益を保障する」
観点からも、非正規も含めた
思い切った処遇改善が必要。

子ども・子育て会議
における意見等

・目標には届いていない。全
事業の中で最も予算が割り振
られている事業であり、求め
られることも多いと思うが、
目標に届くよう魅力ある保育
所にしていただきたい。

担当課評価



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ

平成27年度 平成28年度 平成29年度

Ｂ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ ー ー ー

民間保育所の保育士は処遇改
善加算の適用等により、給与
または手当等で処遇改善が行
われているが、公立保育所職
員は、条例による給料表の適
用があるが、公立保育所に勤
める保育士についても、処遇
改善加算を適用できるよう制
度の見直し等について努めて
いただきたい。

平成30年4月の公立保育園10
園の正規職員数(再任用含む)
は170名、非正規は180名、こ
ども園15園の正規職員数(再
任用含む)は１51名、非正規
は182名です。生涯にわたる
人格形成の基礎を培う重要な
時期を担う保育、教育体制と
して、非正規が過半数を占め
ている現状に疑問を持たざる
を得ない。一般的に保育士の
労働環境はブラック化してお
り、介護と並び人が集まりに
くい職種といわれている。改
善されたとはいえ、公立でも
非正規となると、賃金も低
く、土曜出勤や時差勤務な
ど、労働条件的にも良くなく
就労につながりにくい。ま
た、保育士が個人情報が入っ
たＵＳＢメモリーを紛失する
という問題が議会でも取り上
げられており、市の答弁など
からも、担任は園だよりやク
ラスだより、保育計画や指導
計画、記録の提出等、事務作
業が多くあるが園ではほとん
どできず、家に持ち帰り作業
していたとのことであり、保
育士の増員を対策の基本に据
え、処遇改善や労働環境を改
善する中で、保育士の確保に
取り組むことが重要ではない
か。大和郡山市議会では、自
治体の臨時・非常勤職員の地
位・待遇改善を求める意見書
が採択されており、奈良市で
も参考にしてもらいたい。

年々目標と実績の乖離が大き
くなっている。目標達成に足
りないものを分析し、取り進
めてほしい。
保育士の確保や定着は、非常
に難しい課題ではあるが、予
算をフルに活用しながら労働
環境の整備に努めてほしい。

老朽化の進む施設及び設備の
計画的な修繕、保守管理を行
うとともに、保育士等の人材
確保に努め、保育環境及び保
育サービスの充実を図ってい
く。

以前、市職員によるUSBメモ
リー紛失の件で明らかになっ
たように、保育士の持ち帰り
残業の常態化など、労基法上
の問題もあることから、保育
士体制の更なる充実を求めま
す。取り組みの方向性として
「保育教育士の確保のために
研修により職員の不安を解消
し離職を防ぐよう努める…」
とありますが、持ち帰り残業
も含めた過酷な勤務実態が問
題の背景にあると考えます。
常勤保育教育士の採用を積極
的に進め、職員の労働条件を
改善させることが、保育教育
士の負担を減らし、離職防止
に繋がる近道ではないでしょ
うか。

保育士の業務の煩雑さにITな
どを利用して、効率化を図る
ことで解決することもあるか
と思うが、現在の職員にそれ
を強いるのは難しいと考え
る。アドバイザーなどを活用
することも検討してはどうか
と考える。

令和元年10月からの幼児教育
の無償化に伴う、保育ニーズ
の変動調査が必要。子どもに
とっての保育の質の向上と共
に、職員にとっても働きやす
い環境であることが大切。離
職の理由の把握は、行われて
いるのでしょうか。現場の保
育教育士の先生方の声を聞
き、ともに対策を考えていく
ことも大切では。

平成30年度 平成31年度

公立園の臨時保育教育士につ
いては、平成29年4月より処
遇改善として、賃金月額
8,000円のベースアップを
行った。
また、幼児クラスの1人担任
に対しては月額4万円の加算
を行い非正規職員の職務に応
じた賃金改善を図っている。
保育士確保については、就職
フェアや潜在保育士の研修回
数を増やすとともに、新たに
私立園と合同での就職フェア
も実施した。
さらに、研修や担当課からの
園職員に対する指導を通し
て、現在働いている臨時保育
教育士の不安を軽減し、園と
担当課によりフォローできる
体制を整え、働きやすい環境
づくりに努める。
保育士の労働環境の見直しと
しては、事務書類の軽減や、
簡素化できるような工夫を
行った。

各園で働き方改革を目指して
いる。会議の持ち方の見直し
（時短、内容の検討等）をし
ながら効率化を図っている。
また、書類の作成には、子ど
もと離れて事務に当たる時間
を持つ等、園全体で協力体制
をとりながら保育に関わる事
務を進めていく取り組みをし
ている。
職員の資質向上については、
ここ数年、教育・保育内容を
指導できるアドバイザーを育
成するための研修を重ね、人
材の裾野を拡げることに努め
ている。そのことが、本市の
保育内容の向上に直接的につ
ながっていっている。本市の
子ども達に質の高い教育・保
育を提供するために私立園と
の合同研修もしている。職員
の離職については、現場で子
ども達のために力を尽くして
ほしいと願っているが、家族
の都合、自己の健康等の都
合、転職等により離職されて
いるような状況である。
また、離職を防ぐよう、園訪
問や園内研修を通じて、園職
員の不安や悩みを聞き取り、
指導・助言等のサポートをし
ている。

・多様なニーズに応えるため
に新しい保育や教育のあり方
を検討するべき。オルタナ
ティブスクールなども保育・
教育の選択肢として検討して
いったり、保育園の先生や学
校の先生の業務効率化で、
IoTの導入を大胆に検討して
いくべき。

Ｃの評価というのは、奈良市
で子育てしていく上で非常に
不安を感じる評価です。待機
児童を数字上で解消できて
も、この部分での評価がプラ
スにならなければ、意味がな
いように思います。
・課題に書かれている内容か
らの指標としては、入所児童
数よりも保育士数の方が適切
なのかと思います。
・保育士不足の解消において
は、指摘されているように臨
時保育教育士の処遇改善が喫
緊の課題。保育士離職者が復
帰しやすいように、研修制度
（講義・実習）の検討が求め
られる。
・公立、民間を問わず保育所
では非正規雇用が主力となっ
ており、公立では5割、民間
ではバラツキはあるものの高
いところでは7割、9割が非正
規という園もあり、生涯にわ
たる人格形成の基礎を培う重
要な時期を担う保育、教育体
制として疑問を持たざるを得
ない。一般的に保育士の労働
環境はブラック化しており、
介護と並び人が集まりにくい
職種といわれている。公立で
も非正規となると、賃金も低
く、土曜出勤や時差勤務な
ど、労働条件的にも良くなく
就労につながりにくい。奈良
市子どもにやさしいまちづく
り条例の理念でもある「子ど
もの最善の利益を保障する」
観点からも、非正規も含めた
思い切った処遇改善が必要。

臨時保育教育士の処遇改善を
進めるとともに就職フェア等
人材確保に努め、また、保育
教育士の意欲向上につながる
研修内容、保育内容の充実を
図り保育教育士の定着化を
図っていくことにより、待機
児童解消の実現を目指す。
引き続き、老朽化の進む施設
及び設備の計画的な修繕、保
守管理を行い保育環境の充実
を図っていく。

子ども・子育て会議
における意見等

・目標には届いていない。全
事業の中で最も予算が割り振
られている事業であり、求め
られることも多いと思うが、
目標に届くよう魅力ある保育
所にしていただきたい。

意見等に対する対応状況



■基本情報

■事業の取組状況

予算・決算額

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 12 事業名 保育所等における食育の推進 部名 子ども未来部 課名 保育総務課

平成31年度

事業内容

乳幼児期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、食を通じ
た豊かな人間性の育成など、心身の健全育成を図るため、保育所等で
「食育カリキュラム」を作り、実施します。また、「奈良市立保育園・
こども園食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、食物アレルギーの
ある園児に安全な給食を提供します。

指標 ー
平成26年度
実績値

ー

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

奈良市立園「食育カリキュラ
ム」に基づき、各園で各年齢
に応じた食育目標・食育計画
を作成し、食育に取り組んで
いる。また、各園の調理員の
協力も得ながら定期的に「食
育だより」を発行し、乳幼児
の発育に応じた食事提供等に
ついて保護者に対する情報提
供を行った。
食物アレルギー対応について
は、引き続き「食物アレル
ギー対応マニュアル」の見直
しを行い、幼稚園を含めた全
園の安全管理体制を強化し
た。具体的には、医師の管理
指導表の理解の徹底を図ると
ともに、アレルギー調査票の
項目を増やし、個々の園児を
より詳細に調査し、誰もが見
やすく把握しやすい体制づく
りを進めた。
また、該当児の在籍する園に
おいては実際にキットを用い
てエピペンの使い方を指導す
るなど、マニュアルの理解と
実践に努めた。

ー

(決算) ー 千円

(目標)

(決算) ー

ー 千円

ー

ー 千円(予算) (予算)千円

千円(決算) ー 千円 (決算) ー 千円

(目標)

(予算) ーー 千円 (予算) ー 千円(予算)

今後も引き続きアレルギー対応
への理解・実践力の向上に努め
るとともに、食を通じた豊かな
人間性の育成及び心身の健全育
成に取り組む。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

食育計画の「クッキング保育」
は、衛生管理や食物アレルギー
への配慮等、安全確保が必要
で、徹底した安全管理のために
「クッキング保育」計画作成段
階における、各園への助言・指
導を強化する。また近年、重度
化や多様性化している食物アレ
ルギーへの対応は、マニュアル
の個々人に応じた弾力的な運用
と保護者・園の相互理解が課題
である。園の対応例を全園で共
有およびマニュアル化し、また
誤食事故の未然防止に向けて各
園のヒヤリハット例等を会議で
共有し、改善策の考案へ繋げて
いく。

「クッキング保育」計画作成段
階において、衛生管理や食物ア
レルギーへの配慮等を各園に助
言・指導し、より安全に食育に
取り組むことができるよう支援
する。
食物アレルギー対応マニュアル
に基づいた給食の提供には保護
者・園（保育士・調理員）の相
互理解が必要である。マニュア
ルを運用する中での問題点や対
応例等を全園で共有する。
また誤食事故の未然防止に向け
て各園のヒヤリハット例等を会
議で共有し、改善策の考案へ繋
げていく。

各園で、より安全に食育に取り
組むことができるよう「クッキ
ング保育」計画作成段階におい
て、衛生管理や食物アレルギー
への配慮等について助言・指導
していく。
また「食育だより」を通じ、給
食だけでなく家庭における食育
につながるよう、保護者がより
興味を持ち、理解を深められる
内容づくりに努める。
食物アレルギーが重症化・複雑
化するなか、安全な給食の提供
には保護者・園（保育士・調理
員）の双方におけるアレルギー
への理解と連携が必要不可欠で
あり、こども園化に伴い新たに
給食提供が開始される園に対し
ても、丁寧な説明や指導を強化
しているところであり、引き続
き取り組みたい。
また誤食事故の未然防止や緊急
時の迅速・適切な対応に向け
て、各園のヒヤリハット事例や
改善策の共有を行い、より具体
的なマニュアル実践に向けた研
修会の実施などを通じ、より適
切な対応ができる体制整備を
図っていく。

取り組み内容・成果等

奈良市立園「食育カリキュラ
ム」を作成した。これにより
各園で各年齢に応じ食育目標
を設定し食育計画を作成でき
るようになった。また「食物
アレルギー対応マニュアル」
を幼稚園にも適用し行事等の
全ての食事提供に関する安全
管理体制を強化した。

奈良市立園「食育カリキュラ
ム」に基づき、各園で各年齢
に応じた食育目標・食育計画
を作成し、食育に取り組んで
いる。平成27年3月に改正し
た「食物アレルギー対応マ
ニュアル」を周知し、園の安
全管理体制を強化した。

(実績)

奈良市立園「食育カリキュラ
ム」に基づき、各園で各年齢
に応じた食育目標・食育計画
を作成し、食育に取り組んで
いる。また、各園の調理員の
協力も得ながら定期的に「食
育だより」を発行し、乳幼児
の発育に応じた食事提供等に
ついて保護者に対する情報提
供を行った。
食物アレルギー対応について
は、誤食事故の未然防止や緊
急時の迅速・適切な対応に向
けて、各園の誤食事故事例や
改善策の共有を行うととも
に、マニュアルの理解と具体
的な実践に向けた研修会を幼
稚園を含めた全園を対象に実
施し、園現場において、より
適切な対応ができる体制整備
を行った。

千円

ー

(実績) ー (実績) ー (実績) ー

ー

(実績)

目標値と実績値

(目標) ー (目標) ー (目標)

(決算)



■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

食物アレルギーを含め、食育
に関する研修や給食会議を実
施している。また、食物アレ
ルギーをもつ子どもへの対応
として、調理員をはじめとし
た職員に対して、作成したマ
ニュアルの啓発等を行い、誤
食のない環境・体制整備を図
りたい。

食物アレルギー対応について
は、マニュアルの啓発等を引
き続き行うとともに、アレル
ギー調査票の項目を増やす
等、個々の園児をより詳しく
把握できるようにし、誤食事
故の未然防止に努めていく。
また、医師を講師とした研修
や、実際にキットを用いてエ
ピペンの使い方を学ぶ研修な
ど、マニュアルの理解と実践
につながるような機会を設
け、緊急時により迅速に適切
な対応ができるような環境・
体制整備を図りたい。

食物アレルギー児への給食提
供については、誤食リスク低
減のため、完全除去食対応
（非常に困難な場合を除き、
その園で一番アレルゲンを持
つ児にあわせたアレルギー食
を全アレルギー対応児に提供
する）を実施している。
献立表はチェック表の役割を
兼ねており、献立表に示され
たアレルギー食材を、保護
者・調理員・保育教育士がそ
れぞれ確認し突合することで
何重にもチェックをしてい
る。特に加工品は、メーカー
や商品の種類によって含まれ
る成分が異なる場合も多く、
成分が断定できるものだけに
色をつけると、却って見落と
しやミスが出る可能性も考え
られる。意識付けのためにも
職員や保護者が主体的に商品
を確認し、チェックしていく
習慣づくりをする体制を整え
たい。
食数の多い園、アレルギー児
の多い園に対しては調理員の
配置についても考慮している
が、それに加え、アレルギー
食の食器の色を変える、個別
にトレーを準備する等、誰が
見ても分かりやすく区別する
ことで、配膳のミスを防ぐ工
夫をしている。
食物アレルギー対応について
は、今後も継続的な啓発や研
修等を通じてマニュアルの理
解と実践につなげ、誤食事故
の未然防止に努めるととも
に、緊急時にもより迅速に適
切な対応ができるような環
境・体制整備を図りたい。

平成31年度

子ども・子育て会議
における意見等

公立園の給食に使用する食材
について、米は奈良県産米を
使用し、その他の食材につい
てもできる限り国産のものを
使用するように努めており、
食育の観点から、郷土料理や
行事食も取り入れた献立作成
を行っている。
また、私立保育所においても
食育の推進ができる体制を整
備してもらうため、外部から
講師を招き研修を行う際には
公立のみならず、私立保育所
も対象にするとともに、市主
催の研修以外の研修について
も広く情報提供を行ってい
る。
食物アレルギー対応につい
て、食数の多い園やアレル
ギー児の多い園に対しては調
理員の配置についても考慮し
ているが、献立作成の段階か
らもアレルギー対応について
煩雑にならないような工夫を
している。また、アレルギー
食の食器の色を変える、個別
にトレーを準備する等、誰が
見てもわかりやすく区別する
ことで、配膳のミスを防ぐ体
制作りをしている。
食物アレルギー対応において
は、給食に携わる職員の正し
い理解が必須であるため、必
要に応じてマニュアルに改善
を加えるとともに、今後も継
続的な啓発や研修等を通じて
マニュアルの理解と実践につ
なげ、誤食事故の未然防止に
努めるとともに、緊急時にも
より迅速に適切な対応ができ
るような環境・体制整備を図
りたい。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ ー ー ー

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

食物アレルギーを持つ乳幼児
は増加傾向にあり、全国的に
は死亡事故などの重大な事故
も多数報告されている。対策
については保護者との連携強
化やヒヤリハットなどの情報
共有、事故発生時の対応研修
も重要だが、保育士や調理職
員の配置を増やさないと、入
所児童数の増加に伴いアレル
ギー対応児が増加するなか、
十分に目が行き届かないので
はないか。アレルギー対応児
の多い園への保育士、調理職
員の加配など、一定の予算措
置も必要と考える。

公立のみならず、私立保育所
においても食育の推進が出来
るような体制の整備が必要だ
と思います。

地産地消など、奈良の地の食
材を生かした食事の提供等も
食育の一環として検討願いた
い。

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

・食物アレルギーは命にも直
結する大事な課題。対策につ
いては保護者との連携強化は
必要だがマニュアル整備だけ
では十分に対応できない。調
理職員の加配などの一定の予
算措置が必要である。
・食物アレルギーをもつ子ど
もへの対応もマニュアル作成
だけでなく、幼稚園、保育所
等の教員の研修で積極的実施
されたい。

・第三者機関等より複数の
方々の意見を取り入れては如
何と思います。
・調理段階では適切な除去食
や代替食を管理できる栄養士
（あるいは調理員）の存在が
必要ですし、また食事時間中
では混入や誤飲などによるア
ナフィラキシーショックにも
職員が適切に対応出来るよう
な研修等が必要だと思いま
す。子どもの命に関わる問題
でもあり瞬時の判断の遅れが
重大な結果につながる場合
も、マニュアルだけでない十
分な準備が必要かと思いま
す。
・食物アレルギーを持つ乳幼
児は増加傾向にあり、全国的
には死亡事故などの重大な事
故も多数報告されている。対
策については保護者との連携
強化やヒヤリハットになどの
情報共有は大事だが、入所児
童数の増加に伴いアレルギー
対応児が増加するなか、個人
の努力だけでは限界であり、
アレルギー対応児の多い園へ
の調理職員の加配などの一定
の予算措置が必要ではない
か。

食物アレルギー対応ですが、
メニュー表を多色刷りにする
事ができないでしょうか。
卵、小麦、牛乳等、主要なも
のだけでも、色別にできれ
ば、育児現場でのチェックも
しやすいのではと考えます。

食物アレルギーを持つ乳幼児
は増加傾向にあり、全国的に
は死亡事故などの重大な事故
も多数報告されている。対策
については保護者との連携強
化やヒヤリハットなどの情報
共有、事故発生時の対応研修
も重要だが、保育士や調理職
員の配置を増やさないと、入
所児童数の増加に伴いアレル
ギー対応児が増加する中、十
分に目が行き届かないのでは
ないか。アレルギー対応児の
多い園への保育士、調理職員
の加配など、一定の予算措置
も必要と考える。

個別対応には費用もかかると
思いますので、実現に向けた
予算化をお願いしたいです。

意見等に対する対応状況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

平成31年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ Ｃ ー ー

平成27年度 平成28年度

民間での保育士確保が困難な
最大の理由は、運営費の単価
である公定価格の低さにあ
る。奈良市の財政も厳しいな
か、市単による補助だけに頼
るのは限界であり、特に、全
国的にも問題となっている公
定価格の中の幼稚園・認定こ
ども園と保育所の格差につい
て、1号認定区分と同等の加
算（学級編成加算・チーム保
育加配・副園長設置など）
を、2号認定・3号認定にも適
用してもらうよう、国に要望
することも重要ではないか。

年々、保育士の成り手が減少
する中、受け皿だけがどんど
ん拡大していますが、需要に
対する供給が追いついておら
ず、近隣府県との確保競争と
なっています。必要な保育士
の確保に各都道府県が力を注
いでおり、多くの保育人材が
県外へと流出されている状態
でもあることを考えると、今
後は近隣府県同様、新人保育
士の確保だけでなく離職に対
しての対策をしっかりと行っ
ていく必要があると考えま
す。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

平成29年度

意見等に対する対応状況

保育士の処遇改善について
は、職員給与改善に関する補
助単価の増額をし、引き続き
保育内容の充実を目的として
補助を行っていく。

保育士の処遇改善について
は、非正規も含めた常勤職員
の給与改善に関する補助を
行っており、前年度に続き補
助単価を増額することで、引
き続き保育内容の充実を目指
していく。

職員給与改善に関する補助金
の増額に加えて、今年度から
保育士宿舎借り上げ支援事業
費補助金を創設した。保育士
への福利厚生の充実を図るこ
とで、引き続き保育内容の充
実を目指していく。

Ｃ Ｂ Ｂ担当課評価

子ども・子育て会議
における意見等

・保育所及び幼稚園等と小学
校との連携の推進・特別支援
教育支援員の配置（幼稚
園）・民間保育所等運営費補
助金・保育所等のサービス評
価の実施がC評価である。こ
れらは今求められる具体的な
保育実践に直結する内容であ
る。どの項目も重要課題とし
て位置づけ、今後の具体的実
施に結びつくように努めてい
ただきたい。

・国基準の改定が原則ではあ
るが奈良市においても引き上
げを行い保育士確保を優位に
行えるよう支援が必要と考え
る。
・保育士の確保が各計画の基
になるので、処遇の改善につ
いては早急に実施していただ
きたい。

・公立、民間を問わず保育所
では非正規雇用が主力となっ
ており、公立では5割、民間
ではバラツキはあるものの高
いところでは7割、9割が非正
規という園もあり、生涯にわ
たる人格形成の基礎を培う重
要な時期を担う保育、教育体
制として疑問を持たざるを得
ない。一般的に保育士の労働
環境はブラック化しており、
介護と並び人が集まりにくい
職種といわれている。公立で
も非正規となると、賃金も低
く、土曜出勤や時差勤務な
ど、労働条件的にも良くなく
就労につながりにくい。奈良
市子どもにやさしいまちづく
り条例の理念でもある「子ど
もの最善の利益を保障する」
観点からも、非正規も含めた
思い切った処遇改善が必要。

保育士の確保が大変難しい状
況である中、給与改善の他に
も、住宅補助など奈良市が活
用できるものを最大限に活用
し、福利厚生の充実が図られ
る事が必要だと思われます。
他のアルバイト、職種では得
られない、単価増額だけでは
終わらない、雇用形態の大き
な改善が必要ではないでしょ
うか。

民間保育園では保育士の募集
について問題が山積してお
り、給与と労働条件の改善が
できる公定価格・補助の引上
げ、最低基準の引上げが急務
です。市としても事業者の声
を聞き、運用面での改善等、
一定の努力が必要と考える。

補助と同時に経営に関する指
導も必要である。

Ｂ

昨年度同様、職員給与改善に
関する補助を実施し、近隣都
市の中でも高い水準で保育士
の賃金補助を引き続き行って
いく。また平成30年度から実
施している保育士宿舎借り上
げ支援事業についても年度途
中から要件を緩和したこと
で、さらなる保育士の福利厚
生の充実を目指していく。
なお、施設型給付費の公定価
格の在り方全般については、
中核市長会からの提言などの
機会をとらえて要望を行って
いく。

平成30年度 平成31年度

多様な保育ニーズに対応し、
民間保育所等における保育内
容の充実を図るとともに、保
育士の処遇改善のため、平成
30年度より、保育士宿舎借り
上げ支援事業費補助金を新設
した。

取り組み内容・成果等

保護者からの多様な保育ニー
ズに対応し、民間保育所等に
おける保育内容の充実を実現
した。

保育士の処遇改善のため、職
員給与改善に関する補助単価
の増額を行った。様々な保育
ニーズに対応できるよう民間
保育所等における保育内容の
充実を図った。

(実績) 6,003

目標値と実績値

(目標) 6,332 (目標)

6,030

子育て世帯の様々な保育ニー
ズに対応できるよう、民間保
育所等における保育内容の充
実を図るとともに、保育士等
の処遇改善のため、職員給与
改善に関する補助単価の増額
を行った。

(目標) 6,217

6,039 (実績)

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

子どもの最善の利益と保育士
等の処遇改善を目的として、
保育の質を高めることに資す
るよう、引き続き補助を行っ
ていく。

各園の職員配置等保育体制の
さらなる充実と、より質の高
い保育の実践を図るため、引
き続き補助を行っていく。

民間保育所等における保育の
質のさらなる向上と各園の職
員配置等保育体制のさらなる
充実を目的として、引き続き
補助を行っていく。

保育内容の充実と各園の保育
士の処遇改善を目的として、
引き続き補助を行っていく。

(実績) 6,133(実績)

6,112(目標)(目標) 6,364 6,295

(実績)

千円

(予算)

(決算)千円 (決算) 407,953 千円 442,605

千円(予算) 510,736 千円 (予算) 531,296 (予算)

予算・決算額

(決算)

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 13 事業名 民間保育所等運営費補助金 部名 保育所・幼稚園課

5,882

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

事業内容

404,487

平成26年度
実績値

505,329 千円千円 (予算) 523,313

課名

524,099 千円

平成29年度

指標 入所児童数（人）

平成31年度平成27年度 平成28年度

運営費補助金の交付により、保育サービスの内容の充実を図り、多様化
する保育ニーズに応えることで、子育てと仕事の両立支援をめざしま
す。

子ども未来部

平成30年度

(決算) 千円(決算) 424,703 千円



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

予算・決算額

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 14 事業名 保育所等のサービス評価の実施 部名 子ども未来部 課名
保育総務課

保育所・幼稚園課

平成31年度

事業内容
保育所等に第三者評価を導入し、保育サービスの質の向上を目的とし
て、これまでに提供してきた保育内容や保育の質を、保護者や子どもの
視点から見直し改善します。

指標 第三者評価を受審する
施設数（園）

平成26年度
実績値

0

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(公立)自己評価、学校関係者
評価を行い、その評価を参考
にして保育内容や力量を高め
るための研究等を重ね、職員
の意識改革に努め、園運営の
改善、充実を図った。
(私立)平成29年度も私立保育
所等の第三者評価受審に対す
る予算を保育所運営委託費等
として計上している。

7

(決算) 0 千円

(目標)

(決算) 0

6,000 千円

0

4,950 千円(予算) (予算)千円

千円(決算) 0 千円 (決算) 0 千円

(目標)

(予算) 5,7000 千円 (予算) 5,250 千円(予算)

子ども・子育て会議
における意見等

担当課評価 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

ー

・保育所及び幼稚園等と小学
校との連携の推進・特別支援
教育支援員の配置（幼稚
園）・民間保育所等運営費補
助金・保育所等のサービス評
価の実施がC評価である。こ
れらは今求められる具体的な
保育実践に直結する内容であ
る。どの項目も重要課題とし
て位置づけ、今後の具体的実
施に結びつくように努めてい
ただきたい。

・私立保育所等の第三者評価
受審については、民間保育所
等運営費補助を行うのであれ
ば、５年ではなく３年に一度
ぐらいが良いのではないか。
・第三者評価の結果について
は公表を通じて、レベルアッ
プを図っていただきたい。
・保育内容や保育の質の向上
を、保護者や子どもの視点か
ら見直す際に、長時間保育や
早期教育的な保育内容など、
保護者ニーズと子どものニー
ズが必ずしも合致しない場合
がある。子どもの最善の利益
の視点からの評価が求められ
る。

・昨年、今年とメディアでも
話題になったいくつかの保育
園や幼稚園での運営問題は、
行政からのチェック体制の不
備（人手や予算がないた
め？）も指摘されていまし
た。行政で認定した園につい
ては少なくとも書面だけでな
く抜き打ちでチェックできる
体制を作っていただくことを
望みます。

Ｃの評価というのは、奈良市
で子育てしていく上で非常に
不安を感じる評価です。待機
児童を数字上で解消できて
も、この部分での評価がプラ
スにならなければ、意味がな
いように思います。
・第三者機関等より複数の
方々の意見を取り入れては如
何と思います。
・第三者評価制度については
実績がなかったが、働きかけ
だけで実施につなげることが
できるのか。
・第三者評価を受審した施設
数が０であった原因は何か、
課題を明確にした上での具体
的な対策が必要。

第三者評価受審の存在がある
事自体、一般に知られていま
せん。
JASマークの様に、このマー
クがあったら安心だと判断で
きる様な、社会的信用性のあ
る評価が存在している事を、
まずは一般に認識される事が
必要だと思います。
また、 評価される事で、保
育所にとって、利益や安定的
な運営につながる事が無けれ
ば、サービス評価の実施はあ
まり意味を持たないのではな
いでしょうか。

第三者評価を受審する施設数
が指標となっているが、平成
27年度以降、実績も予算執行
も行われていないことから、
本気度が感じられない。
計画的に受審してもらうため
のロードマップや、実施に向
けたマニュアル等を整備する
などし、各園が受審に向けて
動き出せるような働きかけを
おこなうべき。

実績がゼロとなっているが、
問題点を明確にし第三者評価
を通してチェック体制の充実
を図ってほしい。

(公立)こども園・幼稚園とと
もに保育園においても前年度
に実施した園評価の結果を活
かし、今後の教育・保育の充
実を図る。また、評価結果を
各園のホームページに掲載す
ることで園内外に発信してい
く。
(私立)平成30年度についても
私立保育所等の第三者評価受
審を実施した園は無かった。
私立保育所等の第三者評価受
審は努力義務であるが、受審
することが望ましいので、受
審の働きかけ方について検討
を進める。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

(公立)市立保育園において
は、幼保再編に伴いこども園
に移行後、随時学校評議員制
度を導入する予定であり、現
行においても、その方向性を
視野に入れ、園運営の充実・
改善に努めている。さらに、
今後の方針として、第三者評
価の導入についても具体的展
望を掲げ、推進していく。
(私立)平成28年度以降、私立
保育所等の第三者評価受審に
対する予算を計上し、5年に1
度程度受審するよう働きかけ
ていく。

(公立)引き続き、市立保育園
においては、幼保再編に伴い
こども園に移行後、随時学校
評議員制度を導入する予定で
あり、現行においても、その
方向性を視野に入れ、園運営
の充実・改善に努めている。
さらに、今後の方針として、
第三者評価の導入についても
具体的展望を掲げ、推進して
いく。
(私立)平成28年度については
私立保育所等の第三者評価受
審を実施した園は無かったた
め、5年に1度程度受審するよ
う働きかけていく。

(公立)幼保再編、こども園化
を進める中で、園の様子を園
内外に発信していくことが大
切であると考える。今後、第
三者評価も考えつつ、園評価
の充実に努めていく。
(私立)平成29年度についても
私立保育所等の第三者評価受
審を実施した園は無かった。
私立保育所等の第三者評価受
審は努力義務であるが、受審
することが望ましいので、受
審の働きかけ方について検討
を進める。

取り組み内容・成果等

(公立)全園において自己評価
の推進が定着している。市立
こども園・幼稚園では学校関
係者評価の充実により、園運
営の充実・改善が図られてい
る。
(私立)平成27年度は私立保育
所等の第三者評価受審に対す
る予算はない。

(公立)自己評価をもとに地
域、保護者、園児のニーズを
受け止めながら、各園での研
修、会議を重ね課題理解に努
める。
このことにより、園運営の充
実・改善が図られた。
(私立)平成28年度より私立保
育所等の第三者評価受審に対
する予算を保育所運営委託費
等として計上している。

(実績)

(公立)平成30年度より、保護
者の園評価について、こども
園・幼稚園に加え、保育園全
園で実施した。また、園評価
及び自己評価・学校関係者評
価の結果等を考察評価し、課
題解決に向け取り組むととも
に、保育内容の充実・改善及
び保育の質の向上等、園運営
に繋げ活かしている。
(私立)平成30年度も私立保育
所等の第三者評価受審に対す
る予算を保育所運営委託費等
として計上している。

千円

7

(実績) 0 (実績) 0 (実績) 0

7

(実績)

目標値と実績値

(目標) 0 (目標) 7 (目標)

(決算)



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

（公立）保育内容、保育サー
ビス等の向上につながるよう
こども園化にあわせて順次、
学校評議員制度の導入を図
り、より開かれた園づくりを
推進していく。
・ご指摘のように保護者と子
どものニーズが異なる場合も
ある。だからこそ園の役割と
して、保護者に子ども理解を
図り、親と子の関係を築くた
めの架け橋となることが必要
である。このことを十分に配
慮した園運営を啓発してい
く。
（私立）子ども・子育て支援
制度における公定価格の定め
において第三者評価の受審は
５年に１度程度の想定であ
り、その期間内で１回限りの
加算とされている。平成28年
度以降、全ての私立保育所等
について、第三者評価受審に
係る予算を確保していく。

（公立）委員からのご意見を
真摯に受けとめ、保育所にお
ける評議員制度の導入に向け
て有効性を検証し、実施に向
けて取り組みを図る。
（私立）認可した私立園に対
しては、適切な教育・保育が
提供されているのかを年１回
全ての園において監査を実施
し、改善を要する事項につい
ては指導を行っている。
また、平成29年度以降、私立
保育所等について第三者評価
受審に係る予算を確保してい
るが、受審した施設が０に留
まっている。私立保育所等へ
第三者評価受審の働きかけの
在り方について検討を進め
る。

（公立）園内での評価、保護
者評価、保育内容等をホーム
ページ等で公表する等により
周知している。また、その評
価より教育・保育を振り返
り、より良い教育・保育サー
ビスの提供・質の向上を図っ
ていくよう取り組んでいる。
（私立）認可した私立園に対
しては、適切な教育・保育が
提供されているのかを年１回
全ての園において監査を実施
し、改善を要する事項につい
ては指導を行っている。
また、第三者評価を受審した
施設が０に留まっていること
から、第三者評価について県
等より情報を収集し、私立保
育所等へ情報提供を進める。

平成31年度

子ども・子育て会議
における意見等

ー

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ ー ー ー

ー

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ

・保育所及び幼稚園等と小学
校との連携の推進・特別支援
教育支援員の配置（幼稚
園）・民間保育所等運営費補
助金・保育所等のサービス評
価の実施がC評価である。こ
れらは今求められる具体的な
保育実践に直結する内容であ
る。どの項目も重要課題とし
て位置づけ、今後の具体的実
施に結びつくように努めてい
ただきたい。

・私立保育所等の第三者評価
受審については、民間保育所
等運営費補助を行うのであれ
ば、５年ではなく３年に一度
ぐらいが良いのではないか。
・第三者評価の結果について
は公表を通じて、レベルアッ
プを図っていただきたい。
・保育内容や保育の質の向上
を、保護者や子どもの視点か
ら見直す際に、長時間保育や
早期教育的な保育内容など、
保護者ニーズと子どものニー
ズが必ずしも合致しない場合
がある。子どもの最善の利益
の視点からの評価が求められ
る。

・昨年、今年とメディアでも
話題になったいくつかの保育
園や幼稚園での運営問題は、
行政からのチェック体制の不
備（人手や予算がないた
め？）も指摘されていまし
た。行政で認定した園につい
ては少なくとも書面だけでな
く抜き打ちでチェックできる
体制を作っていただくことを
望みます。

Ｃの評価というのは、奈良市
で子育てしていく上で非常に
不安を感じる評価です。待機
児童を数字上で解消できて
も、この部分での評価がプラ
スにならなければ、意味がな
いように思います。
・第三者機関等より複数の
方々の意見を取り入れては如
何と思います。
・第三者評価制度については
実績がなかったが、働きかけ
だけで実施につなげることが
できるのか。
・第三者評価を受審した施設
数が０であった原因は何か、
課題を明確にした上での具体
的な対策が必要。

第三者評価受審の存在がある
事自体、一般に知られていま
せん。
JASマークの様に、このマー
クがあったら安心だと判断で
きる様な、社会的信用性のあ
る評価が存在している事を、
まずは一般に認識される事が
必要だと思います。
また、 評価される事で、保
育所にとって、利益や安定的
な運営につながる事が無けれ
ば、サービス評価の実施はあ
まり意味を持たないのではな
いでしょうか。

第三者評価を受審する施設数
が指標となっているが、平成
27年度以降、実績も予算執行
も行われていないことから、
本気度が感じられない。
計画的に受審してもらうため
のロードマップや、実施に向
けたマニュアル等を整備する
などし、各園が受審に向けて
動き出せるような働きかけを
おこなうべき。

実績がゼロとなっているが、
問題点を明確にし第三者評価
を通してチェック体制の充実
を図ってほしい。

意見等に対する対応状況



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

平成31年度

継続して実施することによ
り、保護者の就園上の経済的
負担の軽減や奈良市の幼稚園
教育の充実及び振興発展を図
る。

平成31年度平成29年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

継続して実施することによ
り、保護者の就園上の経済的
負担の軽減や奈良市の幼稚園
教育の充実及び振興発展を図
る。

Ｃ Ｃ Ｃ

平成30年度

幼児教育への需要に対応して
いくため、私立幼稚園の教育
条件の維持及び向上を支援し
ていく。

―

Ｂ

継続的支援により、保護者の
財政的負担の軽減を図ってい
ただきたいが、額としては、
公立幼稚園に比べると低いと
感じる。同じ奈良市の幼児で
あり、需要も多いこと、また
これまで公立園に先立って奈
良市の幼児教育を担ってきた
実績を考慮され、更なる充実
を図っていただきたい。

預かり保育の充実がとても重
要です。また私立幼稚園なら
ではの教育を維持できるよう
支援をお願いしたいです。

本市の財政状況も考慮しつ
つ、私立幼稚園の発展及び本
市在住の園児の教育に対して
財源が活用できるよう努めて
いくこととする。
幼児教育の需要増加に対応す
るため、今後も継続的に支援
することで、私立幼稚園にお
ける教育条件の維持及び向上
を図っていく。

市単独補助事業は一層の費用
対効果が求められ、事業の整
理統合や縮減が図られる厳し
い状況にある中、可能な限り
現状の予算を維持し、財源を
有効に活用しながら、教育条
件の維持及び向上を支援して
いく。

運営費補助金については、質
の高い保育を目指すため、教
員割基礎額の更なる増額をお
願いします。

担当課評価

平成27年度 平成28年度

ＢＢ

子ども・子育て会議
における意見等

・私立幼稚園が担う公的役割
も増していると思われるの
で、できる限りの保障が必要
だと思う。
・私立幼稚園は、保育園、こ
ども園が充実することで、存
在意義が問われている。長
年、地域の中で、子供達を見
守って地域を作ってきた役割
を考えると、補助金以外に情
報発信などで、支援していく
必要を感じる。

―

意見等に対する対応状況

平成29年度 平成30年度

目標値と実績値

(目標) 1,630 (目標)

(実績)

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

平成27年度 平成28年度

取り組み内容・成果等

(実績) 1,623

継続して実施することによ
り、保護者の就園上の経済的
負担の軽減や奈良市の幼稚園
教育の充実発展を図る。

継続して実施することによ
り、保護者の就園上の経済的
負担の軽減や奈良市の幼稚園
教育の充実発展を図る。

市内私立幼稚園15園全園に運
営費補助金を交付した。人件
費及び管理運営に関する費用
を補助することにより、私立
幼稚園の教育条件の維持及び
向上を図った。

私立幼稚園の幼児に係る就園
上の経済的負担の軽減を図る
とともに、私立幼稚園の教育
条件の維持及び向上に資する
ため、市内私立幼稚園15園全
園に、運営費補助金を交付し
た。

(実績) 1,626

(目標)

(実績) 1,672

私立幼稚園が市の幼稚園教育
の推進に果たす重要な役割に
鑑み、各園における教育条件
の充実や向上、経営の健全性
を高めるとともに、保護者の
経済的負担の軽減を図るた
め、市内私立幼稚園15園全園
に対して、運営費補助金を交
付した。

市内私立幼稚園13園に運営費
補助金を交付した。人件費及
び管理運営に関する費用を補
助することにより、各園にお
ける教育条件の維持及び経営
の健全性を高めるとともに、
保護者の経済的負担の軽減を
図った。

(実績)

千円23,000(予算)

1,559

(目標) 1,630

(決算)

(目標) 1,630

(決算) 24,552

千円24,800 千円 (予算)

千円

1,630 1,630

事業内容
運営費補助金の交付により、私立幼稚園の教育条件の維持向上と園児に
かかる経済的負担の軽減を図り、幼稚園の経営の健全性を高めることで
私立幼稚園の健全な発展を図ります。

指標 在園児童数（人）

(予算) 23,20024,800

予算・決算額

(予算) 24,800 千円 (予算)

千円(決算) 24,441 千円 (決算) 24,341

千円

千円 (決算) 22,492 千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 15 事業名 私立幼稚園運営費補助金

平成30年度 平成31年度平成27年度 平成28年度

部名 子ども未来部 課名 保育所・幼稚園課

平成26年度
実績値

1,618

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成29年度



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 16 事業名 人権教育推進のための副教材の配付 部名 教育部 課名 学校教育課

平成31年度

(予算) 0 千円 (予算) 0 0 千円

ー

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(決算) 0 千円 (決算) (決算)0 千円

千円 (予算)

ー

(決算) 0 千円

予算・決算額

(目標) ー

事業内容
学校における人権教育の推進を図るため、副教材として人権教育テキス
ト「なかまとともに」を小・中・高等学校に配付し、活用を図っていま
す。

指標 ー
平成26年度
実績値

ー

(実績) ー (実績) ー (実績) ー

(目標) ー

(実績)

(予算)0 千円 (予算) 0

(目標)

(決算) 0 千円

目標値と実績値

(目標) ー (目標)

(実績) ー

千円

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

配布初年度であったため、さ
らなる活用を目指す必要があ
る。効果的な活用時期や方法
を研修会等で呼びかけること
で、活用校をさらに増やし、
事業のさらなる推進を図る。

今後も、多くの教育現場での
活用を目指す必要がある。効
果的な活用時期や方法を研修
会等で呼びかけることで、活
用校をさらに増やし、事業の
さらなる推進を図る。

昨年同様、多くの教育現場で
の活用を目指す必要がある。
効果的な活用時期や方法を研
修会等で呼びかけることで、
活用校をさらに増やし、事業
のさらなる推進を図る。

昨年同様、多くの教育現場で
の活用を目指す必要がある。
効果的な活用時期や方法を研
修会等で呼びかけることで、
活用校をさらに増やし、事業
のさらなる推進を図る。

取り組み内容・成果等

副教材「なかまとともに」を
配付し、積極的な活用を呼び
かけた。平成２６年３月完成
した教材ではあるが、平成２
８年度の人権教育推進計画の
年間計画にすでに位置づけて
いる校もあり、活用が進んで
いる。

副教材「なかまとともに」を
配付し、様々な機会を通じて
活用を呼びかけた。平成２６
年３月完成した教材ではある
が、平成２９年度の人権教育
推進計画の年間計画でも多く
の学校で活用が予定されてい
る。

副教材「なかまとともに」を
配付し、様々な機会を通じて
活用を呼びかけた。平成２６
年３月完成した教材ではある
が、平成３０年度の人権教育
推進計画の年間計画でも多く
の学校で活用が予定されてい
る。

副教材「なかまとともに」を
配付し、各研修会や指導主事
が学校を訪問した際など様々
な機会を通じて活用を呼びか
けた。平成２６年３月に完成
した教材ではあるが、平成３
１年度の人権教育推進計画の
年間計画でも多くの学校で活
用が予定されている。

平成31年度

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

平成31年度

ー

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子ども・子育て会議
における意見等

―

・奈良市独自の郷土に愛着が
持てるような教育を実施でき
るように今後も目指して頂き
たい。
・子ども達に本当に響いてい
るのか、子ども達自身に聞
き、こまめに検証していただ
ければと思います。
・人権の中でも、子どもの権
利学習＋子どもにやさしいま
ちづくり条例を啓発する内容
を盛り込んでほしい。

道徳科が教科として導入され
ている現在のカリキュラムの
中で「なかまとともに」をど
う活用しているのか。現実的
な事業内容なのかも含め、現
場の実態などもはっきりして
いない中での評価であるよう
に思う。

－意見等に対する対応状況 ―

・本市独自の世界遺産学習を
通して、伝統と文化を尊重す
る気持ちを育成しています。
・特に道徳の授業において、
自分ならどう考え行動するの
かを子供たち同士で議論した
り、多様な視点から意見を出
し合う中で自分ができること
を考えたりするような転換が
図られます。

人権教育は、学校の教育活動
全体で行うものであるため、
道徳科の授業を含め、特別活
動や、朝の会、帰りの会など
様々な時間で「なかまととも
に」を活用している。今後
も、各校へ「なかまととも
に」の積極的な活用を推進し
ていく。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業内容
中学校区を単位として、地域と学校が連携・協働し、地域全体で子ども
を育てる体制をつくります。

指標 会計担当者設置校区数（校区）
平成26年度
実績値

12

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

持続可能な組織としての方策
が会計処理等事務を地域の
方々が受け持つことという指
標は適切と思えない。
課題は変わらず地域で決める
学校予算事業や地域教育協議
会の活動が地域や保護者に浸
透していないことであり、
コーディネーター等の後継者
不足である。地域との協働と
いう点について、そのあり方
をもう一度検討すべきと考え
られる。
事業No.21のコミュニティス
クールについても同様だが、
協働を謳い幅広い参加協力を
募っていく為には、「学校の
ため」「子どもたちのため」
というだけでは限界に来てい
るように感じられる。学校や
子どもたちにとって必要とい
うだけではなく、地域にとっ
ても意味のある事業とは何か
を再検討する必要性がある。

・指標が「会計担当者設置校
区数(校区)」と設定されてい
ますが、この指標の設定が良
いのでしょうか？指標として
は、学校で提供されるプログ
ラム数とか、プログラム参加
者数（特に地域住民の参加者
数）の方が活動内容を測れる
のではないか。
・地域で決める学校予算とい
う事業名であるが、実態は予
算は学校が決め、実施してい
る。年間行事（プログラム）
は、地域でも検討されるの
で、地域で予算計画を作成す
るような取り組みを推進され
れば、会計担当者設置校区数
も増加すると考えます。

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 17 事業名 地域で決める学校予算事業 部名 教育部 課名 地域教育課

68,835 千円

千円(決算) 85,861

87,260 千円

千円95,299 千円 (決算) 87,768(決算) (決算)

89,161

(決算)

千円 (予算) 88,903 千円 (予算)

87,863千円 千円

(予算)

予算・決算額

(予算) 98,000 千円 (予算)

目標値と実績値

(目標) 12 (目標) 19

年6回実施したコーディネー
ター研修において会計処理の
基礎的な内容の研修を1回実
施し、また事業説明会や年度
途中の会計検査時等において
呼びかけや相談対応を行った
結果、地域教育協議会（21校
区）の会計処理を行う会計担
当者数は増加した。

(目標)

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

地域と学校が連携・協働して
事業を推進するため、地域の
人材を積極的に活用してい
き、教職員の負担を減らし、
地域と教職員の相互理解を図
る。コーディネーターの育成
を目的とした研修等の開催を
行い、小中一貫教育の観点か
ら中学校区でめざす子ども像
を共有し、その子ども像に向
けて学校支援活動の充実を図
ることや学校評価を行うこと
により、事業の持続的な発展
を目指す。

平成29年度も引き続き、会計
研修の実施や呼びかけを行っ
ていく。また同時に、中学校
区でめざす子ども像を共有し
た上で学校支援活動の充実を
図ること、合同研修の実施、
活動の評価を地域教育協議会
と学校園が共に行うこと等、
協議会と学校園の相互理解を
深める仕組みづくりを進め、
より円滑な連携・協働活動を
目指す。

平成30年度も引き続き、持続
可能な組織として活動を継続
していくために会計処理等事
務を地域の方々で受け持つこ
との重要性について、会計研
修や会計検査時に呼びかけを
行っていく。同時に、行政と
して各地域教育協議会の活動
の評価を行う際、事務も含む
組織のあり方についてを評価
の観点に盛り込む等工夫が必
要である。また、コーディ
ネーターの育成を強化するた
めに、研修の実施回数を増や
していく。

(目標) 17

(実績) 11 (実績) 12 (実績)14

13 (目標) 15

(実績)

子ども・子育て会議
における意見等

・地域と学校の連携全般にい
えることだが、地域に開かれ
た学校として、地域と学校を
結ぶ連携コーディネーターに
期待したい。

・会計担当者設置は実務的に
重要なポイントだとは思いま
すが、地域で決める学校予算
事業を形骸化させない為に
は、学校・地域・保護者がど
れだけこの事業の内容や意義
を理解しているのかが重要か
と思っています。
・中学校区の連携において、
会計研修を行っている時点
で、学校、教員、地域に負担
のかかる事業であるように感
じる。
・学校の特色をより出しやす
いプログラムにすべきではな
いでしょうか。
・評価Cということなので、
具体的な方策が見えてこない
気がする。
・地域教育協議会では、子ど
も参加をより大切にしてほし
い。また、地域が学校を支援
するだけではなく、児童・生
徒が地域の課題を一緒に考え
ていき、子ども会議と連携す
る工夫を図ってほしい。その
ためには、地域教育協議会の
平準化が必要だと考える。
・No.9「保育所及び幼稚園等
と小学校との連携の推進」の
連携強化とも重ねて、中学校
区単位での連携を進める仕組
みづくりを期待する。市内の
中学校区の中で、連携がうま
く進んでいる事例から学ぶな
ど、好事例を広げる仕組みな
ども考えられる。

コーディネーターの育成も重
要だと思うが、コーディネー
ターが配置されることによっ
て、具体的にどうなるのかが
わかりづらい。
地域で決める学校予算という
ものが、具体的にどのような
ものなのかを、地域住民がイ
メージできているものなので
しょうか。

中学校区単位は規模が大きい
ので、具体的な事業内容が伝
わってこないです。例えば小
学校区を単位とするなど、よ
り身近に感じられるようには
できないでしょうか。

持続可能な組織としての方策
が、会計処理等事務を地域の
方々が受け持つことであると
いうのは目標の捉え方として
適切と思えない。地域で決め
る学校予算事業や地域教育協
議会の活動がどのようなもの
であるのか、地域や保護者に
は浸透しておらず、既存の団
体からコーディネーター等の
人員を出して運営している状
況である限り、後継者不足が
続き形骸化や先細りの事業と
なるように思う。事業を通じ
てこの組織自体で担い手を作
り出していける活動を考えな
くてはいけない時期にあると
考えます。

地域で決める学校予算事業
（地域教育協議会）は、地域
での取組に温度差があり一律
には語れないが、「交流の集
い」などを通して地域の理解
も増加してきたと思う。平成
３１年より全校で、コミュニ
ティースクール（学校運営協
議会）制度が新設されようと
していますが、予算措置がさ
れている地域教育協議会が中
心軸となって学校運営協議会
を進めていくことによって、
地域の関わりも明確になって
くると思う。

この事業では「会計担当者設
置校区数」が適切な評価指標
であるのか疑問を感じる。

平成31年度

平成31年度も引き続き、持続
可能な組織として活動を継続
していくために会計処理等事
務を地域の方々で受け持つこ
との重要性について、会計研
修や会計検査時に呼びかけを
行っていく。同時に、事務も
含む組織のあり方について、
個別の相談対応を丁寧に行っ
ていく。また、コーディネー
ターの育成を強化するため
に、研修の充実を図る。

(実績) 12

平成27年度 平成28年度 平成29年度

Ｃ

平成30年度

取り組み内容・成果等

教職員の負担を減らし持続発
展に向けた取組を行うため、
今後全地域教育協議会（21校
区）に会計処理を行う会計担
当者を置く。各年度の目標値
は単年度の数値とする。

年4回実施したコーディネー
ター研修において会計処理の
基礎的な内容の研修を1回実
施し、また事業説明会等にお
いて呼びかけを行ってきたも
のの、地域教育協議会（21校
区）の会計処理を行う会計担
当者数はほぼ現状維持となっ
た。

年4回実施したコーディネー
ター研修において会計処理の
基礎的な内容の研修を1回実
施し、また事業説明会等にお
いて呼びかけを行ってきたも
のの、地域教育協議会（21校
区）の会計処理を行う会計担
当者数は現状維持となった。

担当課評価 Ｂ Ｃ Ｃ



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

持続可能な組織としての方策
が会計処理等事務を地域の
方々が受け持つことという指
標は適切と思えない。
課題は変わらず地域で決める
学校予算事業や地域教育協議
会の活動が地域や保護者に浸
透していないことであり、
コーディネーター等の後継者
不足である。地域との協働と
いう点について、そのあり方
をもう一度検討すべきと考え
られる。
事業No.21のコミュニティス
クールについても同様だが、
協働を謳い幅広い参加協力を
募っていく為には、「学校の
ため」「子どもたちのため」
というだけでは限界に来てい
るように感じられる。学校や
子どもたちにとって必要とい
うだけではなく、地域にとっ
ても意味のある事業とは何か
を再検討する必要性がある。

・指標が「会計担当者設置校
区数(校区)」と設定されてい
ますが、この指標の設定が良
いのでしょうか？指標として
は、学校で提供されるプログ
ラム数とか、プログラム参加
者数（特に地域住民の参加者
数）の方が活動内容を測れる
のではないか。
・地域で決める学校予算とい
う事業名であるが、実態は予
算は学校が決め、実施してい
る。年間行事（プログラム）
は、地域でも検討されるの
で、地域で予算計画を作成す
るような取り組みを推進され
れば、会計担当者設置校区数
も増加すると考えます。

子ども・子育て会議
における意見等

・地域と学校の連携全般にい
えることだが、地域に開かれ
た学校として、地域と学校を
結ぶ連携コーディネーターに
期待したい。

・会計担当者設置は実務的に
重要なポイントだとは思いま
すが、地域で決める学校予算
事業を形骸化させない為に
は、学校・地域・保護者がど
れだけこの事業の内容や意義
を理解しているのかが重要か
と思っています。
・中学校区の連携において、
会計研修を行っている時点
で、学校、教員、地域に負担
のかかる事業であるように感
じる。
・学校の特色をより出しやす
いプログラムにすべきではな
いでしょうか。
・評価Cということなので、
具体的な方策が見えてこない
気がする。
・地域教育協議会では、子ど
も参加をより大切にしてほし
い。また、地域が学校を支援
するだけではなく、児童・生
徒が地域の課題を一緒に考え
ていき、子ども会議と連携す
る工夫を図ってほしい。その
ためには、地域教育協議会の
平準化が必要だと考える。
・No.9「保育所及び幼稚園等
と小学校との連携の推進」の
連携強化とも重ねて、中学校
区単位での連携を進める仕組
みづくりを期待する。市内の
中学校区の中で、連携がうま
く進んでいる事例から学ぶな
ど、好事例を広げる仕組みな
ども考えられる。

コーディネーターの育成も重
要だと思うが、コーディネー
ターが配置されることによっ
て、具体的にどうなるのかが
わかりづらい。
地域で決める学校予算という
ものが、具体的にどのような
ものなのかを、地域住民がイ
メージできているものなので
しょうか。

中学校区単位は規模が大きい
ので、具体的な事業内容が伝
わってこないです。例えば小
学校区を単位とするなど、よ
り身近に感じられるようには
できないでしょうか。

持続可能な組織としての方策
が、会計処理等事務を地域の
方々が受け持つことであると
いうのは目標の捉え方として
適切と思えない。地域で決め
る学校予算事業や地域教育協
議会の活動がどのようなもの
であるのか、地域や保護者に
は浸透しておらず、既存の団
体からコーディネーター等の
人員を出して運営している状
況である限り、後継者不足が
続き形骸化や先細りの事業と
なるように思う。事業を通じ
てこの組織自体で担い手を作
り出していける活動を考えな
くてはいけない時期にあると
考えます。

地域で決める学校予算事業
（地域教育協議会）は、地域
での取組に温度差があり一律
には語れないが、「交流の集
い」などを通して地域の理解
も増加してきたと思う。平成
３１年より全校で、コミュニ
ティースクール（学校運営協
議会）制度が新設されようと
していますが、予算措置がさ
れている地域教育協議会が中
心軸となって学校運営協議会
を進めていくことによって、
地域の関わりも明確になって
くると思う。

この事業では「会計担当者設
置校区数」が適切な評価指標
であるのか疑問を感じる。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

意見等に対する対応状況

地域と学校を繋ぐ地域コー
ディネーターは本事業の要で
あり、引き続き、本事業に参
加する地域人材の発掘、育成
を進めたい。また、地域と学
校の情報共有、相互理解が進
む仕組み作りを推進したい。

・事業の内容や意義を学校・
地域・保護者等に理解してい
ただくことは重要だと考えて
いる。そのために、事業の趣
旨を実現させる予算執行につ
いて、地域の方々で考え実行
できるようになることは、自
立的な地域の組織として学校
とともに地域全体で子どもを
育てる体制づくりの基盤にな
ると考える。
・国庫補助金を活用している
委託事業であり、委託金の使
途が明確に定められている。
会計研修は、委託事業として
の適正な支出について理解を
深めていただくために、国の
方針を踏まえた事業趣旨の確
認、任意団体として必要にな
る納税等の事務の確認を行う
等、地域教育協議会の事務の
平準化を図る場として実施し
ている。
・地域教育協議会と子ども会
議が連携し、児童・生徒が参
画しながら、情報共有を図
る。そうした情報を、地域・
学校の特性を踏まえた多様な
プログラムの充実に繋げてい
く仕組みづくりを推進してい
く。
・中学校区単位での連携・協
力体制の促進について、学校
園訪問時の聞き取り等を踏ま
えて、各地域教育協議会全体
で話し合うきっかけを投げか
ける、研修会のテーマとして
取り上げる等、工夫を図りた
い。

・コーディネーターは学校・
地域間の調整や、支援人材の
情報収集・募集・連絡調整、
会計事務等の役割を担う。学
校と地域をつなぐことで、地
域コミュニティの活性化や学
びの拡充・学校支援になる。

・事業の内容や意義を地域住
民に理解していただくことは
重要だと考えている。そのた
め、活動の周知のためにSNS
や広報誌等による広報活動を
行っているが、更なる工夫が
必要だと考えている。

・こども園・幼稚園から中学
校卒業までを連続した教育課
程として捉え、長いスパンで
の子どもたちの成長を地域で
支えることを目指しているた
め、中学校区単位の規模とし
ている。より身近な取組とな
るよう各学校園運営委員会で
の取組も発信していくよう工
夫を目指す。

・担い手を作り出していくた
めの研修や事業周知の工夫を
進めなければならない時期で
あると考えている。その上
で、各地域教育協議会が自律
的な組織として運営・企画・
実施を行い今後の持続発展を
目指すには、各協議会内での
事務処理ができるようになる
ことも実務的に重要な項目の
１つである。

・協議会関係者が学校運営協
議会に入り、学校の方針や
ニーズを知ることで、地域で
決める学校予算事業の視野が
さらに広がり、学校との連携
協働活動がさらに深まると考
える。

「地域で決める学校予算事業
（地域学校協働活動）」と
「コミュニティ・スクール」
は、子どもたちの教育という
共通の目標に向けて協働する
ことによる「学校を核とした
地域づくり」を狙ったもの
で、政府の掲げる「地方創
生」の一環に位置付けられて
いる。奈良市でも、「学校」
や「子どもたち」の教育活動
の充実を進める事業であると
同時に、地域コミュニティー
の活性化を図り、次世代の地
域の担い手を育成することに
繋がると認識し事業を実施し
ている。

「地域で決める学校予算事
業」は、それぞれの地域の実
情に合わせて多様なつながり
の中で子どもを守り育てる仕
組みを作ることを目ざしてい
る事業であるため、プログラ
ム数や参加者数を一概に指標
とすることは難しいと考えて
いる。各地域教育協議会が自
律的で盤石な組織として運
営・企画・実施を行い今後の
持続発展を目指すには、計画
作成も含めた事務処理を教員
に頼らずともできるようにな
ることも実務的に重要な項目
の１つと考えている。

事業理解を深めること、地
域・学校が相互に理解を深め
ること、伝わる広報手段を考
えることなど研修内容の充実
や事業周知の更なる工夫を進
めている。

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

千円

千円

6,256

千円 (予算)

課名 学校教育課

事業内容

平成29年度 平成30年度 平成31年度

該当なし

千円

平成27年度 平成28年度

世界遺産等の文化遺産や自然環境などを通じて、地域に対する誇りを育
て、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。

指標
地域や社会をよくするために
何をすべきかを考えたことが
ある児童の割合（％）

平成26年度
実績値

14.2

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

5,942 千円

(予算) 6,482 千円 (予算)

(決算)

19

80
(目標) 15

千円

17

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 18 事業名 世界遺産学習推進事業 部名

6,912

(決算)

8,469 千円(予算)6,815 千円 (予算) 6,245

(決算)

教育部

予算・決算額

(目標) 18

目標値と実績値

(目標)

(実績)

(目標)

(実績) 15 (実績) - (実績) 16.1

16 (目標)

(実績) 18.1

6,136(決算) 5,802 千円 (決算)

平成30年度

子ども・子育て会議
における意見等

・世界遺産学習について予算
まで組んでいるのなら、もっ
と子ども目線で楽しいお話と
学習方法をお願いしたい。学
年や歳に応じて目線も変えて
内容を変えてもらえるとよい
と思う。
・自分達の暮らす地域への愛
着やプライドを持つようにな
る取り組みへの工夫が必要に
なると思うが、幼稚園児や保
育園児に年齢を引き下げての
取り組みも合わせて検討する
ことも必要に思う。

・「世界遺産学習」＝「地域
や社会をよくするために何を
すべきかを考えたことがあ
る」は、ひとつの観点だとは
思いますが、単純に結び付か
ないようにも思います。この
項目の目標値として、もっと
適切なものはないでしょう
か。
・「奈良で学んだことを誇ら
しげに語る」と世界遺産学習
がイコールになるとは考えづ
らい。指標である「地域や社
会をよくするために何をすべ
きかを考えたことがある児童
の割合」を高めるために、ど
のようなことが必要なのかの
検証が必要ではないでしょう
か。
・実施したのであれば、目標
値に比べ実績がどうであった
のか評価してほしい。
・インプットだけでなく、子
ども達自身が学んだことをア
ウトプットできる機会を是非
たくさん作ってあげてくださ
い。

身近にある世界遺産を活用す
ることは有意義だと思うが、
世界遺産に触れることが地域
や社会をよくするために何を
すべきかを考えることにつな
がるか疑問。指標については
再考の余地があると思いま
す。

取り組み内容・成果等

平成27年度は2689人の小学5
年生が現地学習に取り組み、
世界遺産に触れ、理解や関心
を深めることができた。また
「第6回世界遺産学習全国サ
ミット」では、飛鳥小の代表
児童が学習の取組を発表する
機会を得た。連絡協議会に
は、30団体が加盟している。

平成28年度は2678人の小学5
年生が現地学習に取り組み、
世界遺産に触れ、理解や関心
を深めることができた。また
「第7回世界遺産学習全国サ
ミット」では、椿井小が学習
の取組を発表する機会を得
た。世界遺産学習展示会を開
催し、児童生徒の学習成果を
発信した。

平成29年度は2644人の小学5
年生が現地学習に取り組み、
世界遺産に触れ、理解や関心
を深めることができた。また
「第８回世界遺産学習全国サ
ミット」では、飛鳥小の代表
児童、富雄南小教員が学習の
取組を発表する機会を得た。
世界遺産学習展示会を開催
し、児童生徒の学習成果を発
信した。

平成30年度に2,747人の小学５
年生が、現地学習により世界遺
産とそれらを大切に守り伝える
人々の思いに触れ、理解や関心
を深めることができた。また
「第9回世界遺産学習全国サ
ミット」では、平城小学校と都
跡小学校の児童代表が世界遺産
学習の取組を発表した。世界遺
産学習展示会を開催し、児童生
徒の学習成果を発信した。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

ＩＣＴや英語等を活用した現
地学習が行えるよう、指導資
料を提供する。また、世界遺
産学習の副読本をデジタル化
し、活用を図る。今後も、世
界遺産学習連絡協議会会員を
増やすとともに、情報交換を
図り、世界遺産学習のさらな
る充実を目指す。

デジタル化した副読本を効果
的に活用し、ねらいに即した
現地学習が行えるよう、指導
資料を提供する。世界遺産学
習の展示会を充実させ、市民
に対して積極的に発信する機
会を設ける。今後も、世界遺
産学習連絡協議会を通じた児
童生徒の学習成果を発信する
機会の充実を目指す。

デジタル化した副読本の効果
的な活用やキャリア教育の視
点をもった取組の実践を促
し、ねらいに即した現地学習
が行えるよう、指導資料を提
供する。世界遺産学習の展示
会を充実させ、市民に対して
積極的に発信する機会を設け
る。今後も、世界遺産学習連
絡協議会を通じた児童生徒の
学習成果を発信する機会の充
実を目指す。

ＩＣＴの活用などにより、現地学習
の事前事後の指導を充実させ、世界
遺産学習のモデルプランを学校へ情
報提供することで、更なる学習の推
進を図る。また、世界遺産学習全国
サミットや世界遺産学習作品展を行
い、県内外の教育関係者や保護者、
市民にも広く活動の成果を発信す
る。今後も、世界遺産学習連絡協議
会を通じて情報交換を図り、世界遺
産学習の更なる充実を目指してい
く。

平成31年度

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

「奈良で学んだことを誇らし
げに語れる子」を育成するた
めに、地域の課題を見出して
その解決に向けた行動化を目
指すにあたって、「世界遺産
学習」がどのように貢献され
ているのかが不明瞭だと感じ
ます。
目標数値について、児童数の
18%（平成30年度）となって
いますが、高いとは言えない
ので、もっと多くの子にアプ
ローチできる方法を検討され
てはいかがでしょうか。

世界遺産を見る為に海外から
の観光客が増える中で、英語
を使ってコミニュケーション
をとる試みが、中学校でもな
されています。今は事業の一
コマですが、これからは、コ
ミニュケーション自体が日常
になりつつあると思います。
英語で説明してみようなど、
型にはまらず、日頃から世界
遺産について知識を身につけ
る事が重要だと思います。

平成27年度 平成28年度 平成29年度



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

世界遺産学習は、世界遺産を
はじめ、それぞれの地域で大
切にされてきた伝統や文化等
も学習の対象としている。そ
れらについての知識を身につ
けるだけではなく、大切に守
り受け継いできた人々の思い
に寄り添うことにより、地域
への誇りを育て、次世代へ引
き継ぐために何ができるかを
考える学習として実践してい
る。様々な機会をとらえ、学
び考えたことを英語やICTを
コミュニケーションツールと
して、情報発信をしていきた
いと考えている。
指標については、「地域や社
会をよくするために何をすべ
きかを考えたことがある児童
の割合」としていたが、より
適切に世界遺産学習について
の評価が行えるよう変更す
る。市立小学校５年生が世界
遺産を現地で学ぶ機会を設定
しており、その後のアンケー
トとして、「現地学習で学習
したことを他の人に教えたい
と思うと回答した児童の割合
(%)」を新しい指標とする。

意見等に対する対応状況

・総合「なら」においても世
界遺産学習を位置付け、各学
校で小１～中３の年間計画を
立て、学年に応じた取組を
行っている。
・こども園や幼稚園において
は、それぞれの園に合わせて
地域を知る活動を行ってい
る。菜の花を育て、油を奉納
するなど特色ある活動を行っ
ている。

・本施策は昔から大切に受け
継がれてきた奈良の文化財や
伝統文化、自然環境の価値を
本物に触れながら「深く知
る」ために、多くの人との関
わりを通して、先人の営みや
願いを学ぶ。単に歴史的事実
を知るだけでなく、維持継承
に携わっている人々の思いを
知ることで、生まれ育った地
域に誇りをもち、今度は自分
が受け継いでいく立場として
どう生き、行動していくかを
考えられる子どもの育成を図
るものである。そのために、
全国学力学習状況調査にある
児童質問紙にある設問を目標
値にした。
・全国学力学習状況調査にあ
る児童質問紙にある設問を指
標としているが、平成28年度
の調査では本設問が取り上げ
られなかったため、実績値を
記入できていない。
・各校で、調べたり考えたり
したことをまとめ、学級、学
年、学校単位で発表してい
る。校外では世界遺産学習全
国サミットinひらいずみや教
育センターの作品展で学習成
果の発信をしている。

地域の良さを見出したり、地
域人材に学ぶ学習を展開した
りすることで「奈良」（地
域）を誇りに思う心を十分に
養う。そこから、新たな価値
を発見することで、地域の課
題を見出し、その解決に向け
た行動化を目的とした学習を
展開していく取組を行ってい
る。
取組を通して奈良とほかの地
域と比べたり、文化遺産など
を通して過去の社会と比較し
たりすることで、現在の社会
を相対的に捉えることがで
き、より良い将来のビジョン
を描く力を身に付けることが
できると考える。
世界遺産学習を通じて地域の
良さや課題を追求しながら、
そこでの学びを行動につなが
ることをめざしている。

平成31年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 19 事業名 学校ICTの推進 部名 教育部 課名
教育総務課
学校教育課

平成31年度

(予算) 千円 (予算) 281,402 千円

66.9%

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(決算) 千円 (決算) (決算)千円

千円 (予算)

75%

(決算) 105,980 千円

予算・決算額

(目標) 77%

事業内容

タブレット端末等のＩＣＴ機器を小学校・中学校に配備し、その活用を
通して基礎学力の定着や学習意欲、コミュニケーション能力や課題解決
力の向上を図ります。（※「フューチャースクール構想実証事業」から
事業内容変更）

指標
学校における教育の情報化の実態等に関する
調査（文部科学省）の4観点全体について
「わりにできる」若しくは「ややできる」と
回答した教員の割合を指標とする。

平成26年度
実績値

80%

(実績) 65.0% (実績) 68.8% (実績) 72.2

(目標)

(実績)

(予算)110,543 千円 (予算) 256,911

(目標)

(決算) 256,472 千円

目標値と実績値

(目標) (目標)

(実績) 71.2

千円

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

新ICT環境において整備し
た、端末、グループウェア、
学校ホームページ、セキュリ
ティ対策について継続的な活
用支援を行いながら、利便性
とセキュリティ対策を両立さ
せ、活発なICT活用を支援し
ていきます。また、平成32年
度のプログラミング教育の全
面実施に向けた準備として、
市内全教員への研修等を実施
する予定です。これらを通じ
て、効果的にICTを活用して
授業できる教員の育成を進め
ていきます。

市内64校各校に対しての研修
は実施しているものの活用水
準について学校間、学校内で
の教員間での差が広がってい
る現状がある。令和2年度か
ら全面実施の学習指導要領に
おいてはICT活用が必要不可
欠であることを周知しなが
ら、ICT活用に面的な広がり
につながる研修として申出に
基づいた学校出前研修を継続
する。プログラミング教育に
ついては別途小学校全校の代
表者を選任し、指導者育成研
修を実施し浸透を進める。

取り組み内容・成果等

児童生徒用タブレット型端
末、教職員用端末、無線Wi-
Fi環境を整備しました。ま
た、新ICT環境の活用に向け
て、中学校区別研修を通じ、
市内全教職員に活用研修を実
施し、市内各校のICT活用推
進計画の策定を支援しまし
た。

ICT環境刷新を受けて、学校
管理職、ICT担当者に向けて
セキュリティ及び活用の研修
と学校出前研修を数十回にわ
たり実施し浸透をすすめてい
る。一定の苦手意識の払拭は
進んでいるが、教員全体への
面的な浸透に課題がある。

平成31年度

担当課評価 Ｂ Ｂ

平成31年度

学校の先生の苦手意識からな
かなかICTが進まず、支援を
必要としている子どもたちが
利用できない状況がある。支
援が必要な子どもや親は、ど
のようにICTを活用すること
で、苦手を克服するかの手段
を知っている場合が多いの
で、現場では、当事者と話し
合い、積極的に保護者や子ど
もから教師が学ぶという雰囲
気づくりが必要と考える。

若手以外の教員に対するICT
環境の苦手意識の払しょくに
しっかり取り組んでくださ
い。
また、教員だけでなく、保護
者の苦手意識の払しょくにも
アプローチすることが、子ど
もたちのICT教育の推進には
不可欠だと考えます。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子ども・子育て会議
における意見等

環境の整備には初期の投資は
必要となるものの、効果的な
活用を通じて学力及び学習意
欲の向上に向け、取り組んで
いただきたい。また全教職員
の研修も当初の負担は大きい
がスムーズに授業で活用でき
るよう積極的に実施してほし
い。
一方、きちんと鉛筆で字を書
く、自然に触れるなどの実体
験を増やし、環境面ではエア
コン設置等子どもの安全面を
最優先に取り組んで欲しい。

支援や配慮が必要な児童生徒
の保護者の申出により家庭と
同様のICT機器が利用できる
ように学校へ周知をしたとこ
ろである。積極的にICT機器
を利用し児童生徒が慣れ親し
み活用しやすくなる事例を示
しながら研修や資料提供、情
報提供を進めている。また、
教員の経験年数にかかわらず
様々な分析をされたデータを
活用し事例を示すことで、教
員にとっての苦手意識を取り
払いたい。

意見等に対する対応状況

平成29年度末稼動の各システ
ムや導入ソフトウェアの研修
会を学校現場の意向を確認し
ながら、複数回実施。また、
学校からの要望に応じた出前
研修を実施し、活用の浸透を
すすめた。
夏休み期間中には市内小中全
教員にプログラミング教育研
修を実施した。引き続き学校
現場での活用を促していく。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ Ｂ

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 20 事業名 地域に開かれた魅力ある学校・教育の推進（学校の自己評価） 部名 教育部 課名 学校教育課

平成31年度

(予算) 0 千円 (予算) 0 0 千円

83

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(決算) 0 千円 (決算) (決算)0 千円

千円 (予算)

90

(決算) 0 千円

予算・決算額

(目標) 93

事業内容
各学校がその教育活動や学校運営の状況について自己評価を行い、成果
や課題を明らかにして改善を進めるとともに、それを保護者や地域社会
に公開することで、開かれた学校づくりを進めます。

指標
普段の教育活動や学校行事を参
観する機会を設けている学校・
園の割合（％）

平成26年度
実績値

95

(実績) 84 (実績) 87 (実績) 87

(目標) 85

(実績)

(予算)0 千円 (予算) 0

(目標)

(決算) 0 千円

目標値と実績値

(目標) 87 (目標)

(実績) 90

千円

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

アンケート形式の学校評価が
定着しているが、評価項目や
評価指数の設定が課題となっ
ている。また今後、評価の客
観性を高め、結果を学校、保
護者、地域と共有する中で、
一体となって開かれた学校づ
くりを進めていくことが課題
である。

学校評価の実施は、改善点の
明確化や教職員の意欲喚起に
効果がみられるが、一方で評
価結果の活用に課題を感じて
いる学校がある。学校評価の
結果を参加者全員で共有し、
担当者を中心に課題の改善に
取り組んでいくことが必要で
ある。

学校評価の実施は、改善点の
明確化や教職員の意欲喚起に
効果がみられるが、自己評価
と関係者評価が相互に効果を
発揮できていない現状もあ
る。関係者評価者と学校の教
職員が直接意見を交換する機
会を設けることが必要であ
る。

学校評価の実施は、改善点の
明確化や教職員の意欲喚起に
効果がみられるが、自己評価
と関係者評価が相互に効果を
発揮できていない現状もあ
る。関係者評価者と学校の教
職員が直接意見を交換する機
会を設けることが必要であ
る。

取り組み内容・成果等

88％の学校が全教職員参加の
もとに学校評価を進め、課題
を明確にし、共有している。
また評価者に学校の自己評価
の結果と課題に対する改善策
を示している。

全教職員参加のもとで学校評
価を進め、課題を明確にし、
共有している学校の割合が
89％になった。また、評価結
果に基づく改善方策の検討を
全職員参加の体制で行ってい
る学校の割合が80％を超えて
いる。

全教職員参加のもとで学校評
価を進めている学校の割合が
94％になった。また、評価結
果に基づく改善方策を85％の
学校が全教職員参加の体制で
行っている。

平成30年度は、全教職員参加
のもとで学校評価を進めてい
る学校の割合は88％であっ
た。また、評価結果に基づく
改善方策を76％の学校が全教
職員参加の体制で行ってい
る。

平成31年度

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

平成31年度

学校評価制度がなくなってい
ると思います。この事業は今
後も続けていくのですか？学
校では、教職員用・生徒用・
保護者用等のアンケートを実
施されていると思います。
コミュニティースクールが全
校で実施されれば必要はなく
なると考えます。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子ども・子育て会議
における意見等

・学校評価がアンケート形式で
行われているが、学校の情報が
保護者や地域に十分提供されて
いないところがあるので、学校
からの多様な情報の提供方法の
検討が必要である。
・魅力ある学校・教育の推進は
今後も期待したい。校長はじめ
管理職のリーダーシップのもと
チームとしての学校経営と地域
に根ざした学校になるべく事業
が展開されることを期待する。
・評価項目や評価指数の設定を
早急に行い、情報の公開を積極
的に行っていただきたい。

・仕組みづくりは目標を上回り
評価できるが、今後は評議員か
らの活発な意見がいただけるよ
う取り組んでもらいたい。
・ＰＴＡや地域の住民など自分
の校区ではない学校も申し込み
制などによって見学できる機会
があれば良いと思う。子ども達
も、自分の学校以外の学校を見
学し、案内も児童にさせるな
ど、相対的な評価ができ、いろ
いろ学べることがあるのではと
思います。

学校評価とその分析について
は各学校で取り組んでおられ
るようですが、次年度に向け
た的確な課題設定やそれに対
する検証といったことが十分
に行われるためには引継ぎ体
制等の問題があるように感じ
る。
異動の多い教員の間でこうし
たことを行っていくために
は、時間をそこに割けるだけ
の負担軽減も必要と考えられ
る。

学校評価制度は、学校教育法
及び学校教育法施行規則によ
り、実施・公表及び設置者で
ある市教育委員会への報告が
義務化されているものであ
る。学校評議委員制度は廃止
されるが、学校運営協議会
（コミュニティスクール）が
設置されて以降も、自己評価
は継続し、結果分析や課題改
善に向けた取組の計画立案は
行っていくことになる。

意見等に対する対応状況

全ての市立学校において学校
の自己評価とともに学校関係
者評価を行い、HPや学校便り
を通じて結果を公表してい
る。市教委に提出された結果
をとりまとめた奈良市内の学
校評価の状況も公開してい
る。地域に開かれた魅力ある
学校づくりをさらに促進でき
るよう、PDCAサイクルを活用
していく。

・評議員から意見をいただく
ことは学校運営の組織的・継
続的な改善や教職員の意識改
革に不可欠なものであると考
えている。
・自分の校区ではない学校の
取組を知ることは、校区の学
校の活性化にもつながると考
えるが、見学は厳しい。学校
HP等によって他校の取組を知
ることも可能であると考え
る。

教職員をはじめ、児童生徒・
その保護者、及び地域からも
意見を聴取し、取組の検証と
次の計画立案に生かしてい
る。その引継ぎ体制に関する
方策の一つとして学校運営協
議会（コミュニティ・スクー
ル）の設置がある。地域の
方々の協力のもと学校運営協
議会が機能することで、教職
員の異動があっても中学校区
ビジョンや学校ビジョンが引
き継がれると考える。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 21 事業名 コミュニティ・スクールの導入 部名 教育部 課名 地域教育課

2,225 千円千円 (予算) 千円 (予算)

事業内容

保護者や地域住民などから構成される学校運営協議会を設け、学校運営
の基本方針を承認したり、教育活動などについて意見を述べるといった
取組を行うことで、学校運営の一層の改善を図ります。
（※「学校評議員制度の推進」から事業内容変更）

指標 コミュニティ・スクールとなっ
ている学校数

平成26年度
実績値

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

(決算)千円

千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

(予算)

千円(決算) 1,052(決算) 千円 (決算) 千円 千円(決算) 1,541

予算・決算額

(目標) (目標)

子ども・子育て会議
における意見等

学校ビジョン等を学校と共有
している地域、保護者はごく
一部の人に限られており、コ
ミュニティスクールとは何
か、また地域の学校がコミュ
ニティスクールであるかどう
か、ということさえも認知度
は低いと思われる。
地域教育協議会の活動と同様
に、その目的や意義を知らせ
ていく必要があると考えられ
る。

平成３１年完全実施に向けて
取り組みをされていますが、
地域側での理解がまだ進んで
いないように思います。学校
長と地域の団体とのコミュニ
ケーションの場の設定が必
要。地域では、地域自治協議
会づくりに向けて地域内組織
の連携や協働に向けた取組を
しているのでその関係性を
使って「地域とともにある学
校づくり」の具体的な取組事
例等を例示しながら進めると
地域は受けやすいと思いま
す。

(目標) 32

(実績) (実績) (実績) 13

13

(実績) 31

Ｂ Ｂ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

・今後この「指標」コミュニ
ティ・スクールとなっている
学校数は、変更されると思い
ますが、何を指標にされます
か？
・平成３１年度から奈良市全
校で実施されますが、制度内
容についてや、運営委員会メ
ンバーの選定や運営方法等に
ついて学校現場では混迷され
ています。先進校の取り組み
などの事例紹介制度を作るこ
とが大切ではないかと考えま
す。
・１小学校１中学校のコミュ
ニティースクールと１中学
校、複数小学校のコミュニ
ティースクールでは取り組み
も違ってきます。１小学校１
中学校と１中学校、複数小学
校別の連絡会が必要と考えま
す。

担当課評価

(目標)

2,226 千円 (予算) 1,931

64

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

・地域住民等と目標やビジョ
ンを共有し，地域と一体と
なって子どもたちを育む「地
域とともにある学校」への転
換
・地域の様々な機関や団体等
がネットワーク化を図りなが
ら，学校，家庭及び地域が相
互に協力し，地域全体で学び
を展開していく「子どもも大
人も学び合い育ち合う　教育
体制」の構築

取り組み内容・成果等

平成２３年に都南中学校、富
雄北小学校に学校運営協議会
制度が導入されて以降，少し
ずつ広がっており、平成２９
年６月時点では、１３校に設
置され、地域住民や保護者等
が力を合わせて学校の運営に
取り組む動きが進展してい
る。

(予算)

(実績)

地方教育行政法や社会教育法
を踏まえ、学校運営協議会と
地域教育協議会（地域学校協
働活動）の一体的推進をより
促進するためにそれぞれの役
割を学校、地域共に理解する
ことが必要である。特に本市
の場合は、学校運営協議会が
どのような働きを持つべきな
のかを明確にし、これまでの
学校と地域の連携をより進化
させ、持続発展可能な仕組み
を構築していくことをめざ
す。

平成３０年度末時点で３１校
（２４協議体）の設置をし
た。また、未設置校、及び校
区についても平成３１年度中
の設置に向けた準備がほぼ
整った。また、学校運営協議
会について地域や学校を対象
にした研修を行い、取組につ
いての周知と理解の浸透を図
ることができた。

目標値と実績値

(目標)



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

平成31年度の完全実施に向け
て、コミュニティ・スクール
がどのようなものか、また、
どのように組織づくりをして
いけばよいのかなど、例えば
地域教育協議会のコーディ
ネーター会議等で説明する機
会を得る。また、学校長が各
種団体と円滑なコミュニケー
ションをとりながらそれぞれ
の地域の特色を生かした持続
可能な組織運営ができるよう
助言を重ねていく。

新しい指標については、学校
運営協議会が形骸化すること
なく熟議を重ねながら本来の
機能を果たしていくことをめ
ざせるものを慎重に検討して
いる。
学校運営協議会制度や進め方
等については、電話、窓口、
訪問により相談対応、事例紹
介をしているが、今後、各学
校間での連絡をとりやすいよ
うに定期的な研修会や相談会
等の開催を検討したい。

意見等に対する対応状況

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ Ｂ

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

ー (目標) (目標) ーー

166,659(決算)

185,000

部名 教育部 課名

(予算)

(決算)

少人数学級を実施し、よりきめ細かな指導を行うことにより、子どもの
教育の充実を図ります。

千円 (予算)

該当なし

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

千円 千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 22 事業名 小学校での少人数学級の実施

(決算)

154,000(予算)240,608 千円

教職員課
学校教育課

千円 千円(予算) 250,912

事業内容

指標 ―
平成26年度
実績値

－

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

ー

(決算) 222,501 千円

(目標)

予算・決算額

千円

(実績) ー (実績) ー (実績) ー

(決算) 348,839 千円

(予算) 350,805

目標値と実績値

(目標) ー (目標)

225,208 千円

平成27年度

(実績) ー (実績)

取り組み内容・成果等

奈良市立小学校において、国
の学級編制基準（１年生３５
人、２年生から６年生は４０
人）を上回る学級編制を市単
独事業で実施している。
　平成２７年度は小学校全学
年で継続実施し、１・２年生
は３０人、３・４・５・６年
生は３５人の２段階で少人数
学級編制を実施した。

平成２８年度は小学校１・２年
生は１学級３０人、３年生から
４年生３５人を上限とする少人
数学級編制を実施した。
なお、５・６年生については、
中学校への接続を考慮し、４０
人学級編制とした。

平成２９年度は小学校１・２年
生は１学級３０人、３年生から
４年生３５人を上限とする少人
数学級編制を実施した。
なお、５・６年生については、
中学校への接続を考慮し、４０
人学級編制とした。

平成３０年度は小学校１・２年
生は、３０人学級編制を実施し
た。３年生以上は、学習指導要
領の改訂に伴い、低学年よりも
人数の多い集団で学ぶことで、
グループ活動や子ども同士の学
び合いが活発になり、多様な考
えにふれ、学びを広げることが
必要となることから、４０人学
級編制とした。

平成31年度

・1クラス40人の教室運営に無
理があるように思う。せめて、
補助の先生を付けるなどの対策
が必要だと思う。
・ＯＪＴが重要であると考えて
いるので、積極的に適切な支援
をしていただきたい。

・少人数学級の実施において、
クラスサイズを小さくすること
だけでなく個別対応を重視して
いくという市の方向性は分かり
ますが、〇〇人以下といった明
確な目標もなくなり、良くなっ
ているのか否かは身近なところ
の体感的なものになっていま
す。評価する上で「目に見えに
くくなっている」とも感じられ
ます。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

市単独事業であるため、予算
の確保が課題である。また配
置する市費講師の教員として
の資質の向上も課題である。
今後は、経験豊富な講師の任
用等を行いながら、毎年、市
単独事業である少人数学級編
制基準の見直しも含め、他の
施策とあわせ、より教育的な
効果がえられるよう検討して
いく。

クラスサイズを小さくするこ
とだけでは解決が難しい、個
別対応が必要な課題への対応
が求められる。講師は、臨時
的任用であるため、継続性や
研修の機会が教諭に比べて少
ない等、資質の向上が課題で
ある。今後、引き続き県の少
人数加配の活用を図り効果的
な運用を行い、経験豊富な講
師の任用に努め、講師の質の
向上を図る。

学習指導要領の改訂に伴い、
今後は、話し合い活動や協働
作業という新学習指導要領に
おける「主体的対話的で深い
学び」の実践に向けて、少人
数学級編制基準の見直しも含
め施策転換を検討する。ま
た、県の少人数加配を活用し
ながら効果的な運用を図る。

義務教育入門期の小学校１・２
年生については、基本的な生活
習慣や学習規律の定着に重点を
置き、一人一人の子どもに対し
て丁寧な指導ができるよう、３
０人学級編制を継続する。ま
た、クラスサイズを小さくする
だけでは解決が難しい課題に対
しては、特別支援教育支援員の
増員等で学校の実情に合わせて
柔軟な対応を図る。

Ｂ Ｂ

3年生以上は多様な考えにふ
れ、学びを広げることが必要
という理由から35人から40人
としているが、「グループ活
動や子ども同士の学び合い」
は35人学級でも十分に行うこ
とができる。いじめ対応一つ
をとっても、いじめの定義が
変わり非常に多くの対応に現
場の教員は追われている現状
であり、きめ細かな指導が行
える状況にはない。
「教員が授業など児童生徒へ
の指導に専念できるような負
担軽減」こそが、質の高い公
教育の実現につながることで
あり、「少人数学級の実施」
を事業としているのならば、
小学校3～6年生における35名
以下学級を復活させるべきと
考える。

小学校5,6年の少人数学級の
実施はなく、40人の生徒を先
生一人で見ることになってい
る。先生の質にもよるが、一
人ひとりの生徒に向き合うこ
とが不可能で、できない子ど
もはおいていかれている現状
がある。40人前後のクラスに
は副担任制を必須とし、おい
ていかれる子どもを副担任が
フォローする体制が必要であ
る。

きめ細やかな教育を実現する
ために、少人数であればそれ
だけ教員の目が届きやすくな
るため有効だと考えますが、
国方針に準拠せず独自で取り
組みをされるならば、クラス
への複数担任を積極的に進め
られることも検討されてよい
と思います。

担当課評価 Ｂ Ｂ

小学校での少人数学級の実施
という点で、奈良市はこの数
年間で後退を続けている。
個別対応が必要等の課題は別
の問題として評価すべきであ
り、予算額が年々減少し3～6
年生が35人から40人と少人数
学級ではなくなっている現状
を正しく評価するべきだと考
えます。
奈良市教育大綱においても
「教員が授業など児童生徒へ
の指導に専念できるような負
担軽減」こそが質の高い公教
育の実現に結び付くとされて
おり、これを受けた奈良市教
育振興基本計画でも小学校3
～6年生における35名以下学
級を継続し「少人数学級」の
よさ を生かした教育を推進
するとしている以上、逆行す
る市の方針変更に大変失望し
ております。

子ども・子育て会議
における意見等

平成28年度 平成29年度 平成30年度



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

ー

平成27年度

Ａ

本年度の少人数学級編制につ
いては、義務教育入門期の小
学校1,2年生において、30人
学級編制を継続しています。
3～6年生については、奈良県
教育委員会が配置する加配教
員を活用し、少人数学級編制
として学級を分割したり、教
科において少人数学習を実施
したり、学校の実状に応じた
対応をしております。
また、通常の学級に在籍して
いる、学習や学校生活面での
特別な支援を必要とする児童
生徒への対応のように、少人
数学級編制だけでは解決でき
ない課題に対しては、特別支
援教育支援員の配置時間数を
増加させて、教員が安定した
学級経営が図れる体制を整え
ております。
少人数学級編制については、
市単独で実施している施策で
あるので、今後全学年で実施
するのは非常に難しいです
が、人材面だけでなく多面的
に、学校を支援し、教員の負
担軽減を図り、子どもと向き
合える時間を増やせるよう
に、総合的な判断のもとより
効果的な施策となるよう取り
組んでいきます。

意見等に対する対応状況

本市では、１学級あたりの上
限児童数を1･2年生30人、
3.4.5.6年生は、35人とする
少人数学級編制を実施して、
児童一人ひとりにきめ細かな
指導を行うとともに、若手教
員には、OJTはもとより、さ
らに校長OBを派遣し、授業観
察等を通して、教員としての
資質の向上のための指導体制
を構築している。

平成25年度に小学校全学年で
実施し目標を達成している。
その後は限られた予算の中で
効果的な学級編制に移行して
いる。成果として、全国学
力・学習状況調査の結果、児
童の生活習慣や学習習慣の改
善が見られた。今後、新学習
要領への対応や教育課題に対
して、より効果的な学級編制
を検討していく。

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

ー ー ー

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ

平成31年度平成28年度 平成29年度 平成30年度

2020年度から実施される新学
習指導要領では、子どもの主
体性を引き出し、他者とやり
とりしながら学習を進め、学
びを深めていくことが重視さ
れており、特に理科・社会
科・総合的な学習の時間があ
る小学校3年生以上は、低学
年よりも人数の多い集団で学
ぶ環境をつくることで、グ
ループ活動や子ども同士の学
び合いが活発になり、多様な
考えにふれながら学びを広げ
ていくことが必要となること
から、国の基準である40人学
級編制とします。なお、義務
教育入門期の小学校1・2年生
については、基本的な生活習
慣や学習規律の定着に重点を
置き、一人一人の子どもに対
して丁寧な指導ができるよ
う、30人学級編制を継続しま
す。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

・ 教職員研修の推進は質的
保障の根幹である。幼児教育
センターの配置や新採用者に
対するアドバイザー配置など
は、幼稚園・保育所・こども
園・小学校、公立と民間が一
致して実施していくことが今
後の課題である。子どもにや
さしいまちづくり条例がある
ので、それを生かした研修な
どがあるとよいと思う。
・若手教員が増加したため、
経験豊富な講師の任用や校内
での人材育成（OJT）の体制
作りは急務である。

・教育の充実が求められるな
か、デジタル化に偏ることな
くそれぞれの事業が進められ
ることを望みます。
・子ども達のICT化だけでな
く、先生たちの業務の効率化
も行い、先生が子どもとじっ
くり関わる時間をとれるよう
な仕組みを作れたらいいと思
う。昔に比べて学習に躓きの
ある子どもへの配慮は進んで
きていると思う。特別支援学
級への通級など、障害手帳が
なくても入れるようになった
のは、ありがたい。
・具体的な事案として、③質
の高い教育・保育の一体的提
供と内容の充実(No.8～
No.15)の事業とそれぞれ有機
的に連携して頂きたいと思い
ます。

・教職員研修の推進は質的保
障の根幹である。特に就学前
の研修の充実は保育所・こど
も園を含めて求められる。幼
児教育センターの配置や新採
用者に対するアドバイザー配
置などは、幼稚園・保育所・
こども園・小学校、公立民間
が一致して実施していくこと
が今後の課題である。子ども
にやさしいまちづくり条例が
せっかく奈良市としてあるの
で、それを生かした研修など
があるとよいと思う。
・研修を受けた人の満足度を
目標に設定するのと合わせ
て、「研修に参加したかった
けど、できなかった」「研修
に参加したくなかった」とい
うような研修に参加しなかっ
た人達の声を聞いた上での目
標を設定するのはいかがで
しょうか。より意義のある研
修内容を検討できるのはない
かと思います。
・子どもも教員も疲れている
ような気がします。多忙化、
孤立化を防ぐためにも、若い
教員が意見をいいやすい環
境、教員が助け合える環境を
整えてください。その上で、
子どものいのちが大切にされ
る教育が引き続きなされるこ
とを願っています。

子ども・子育て会議
における意見等

教職員研修の充実は、子ども
たちの成長に必要不可欠で
す。一人一人の個性を大切に
できる教員を育成するための
研修をしっかり受講させるこ
とが必要です。

学校の教え方はまだ、昔と変
わらない一方通行的な授業の
イメージ。社会では、自ら意
見を言い、行動できる人が求
められるので、そんな研修も
いれるべき。

中学校区別の研修では、保育
所・幼稚園・こども園、小学
校、中学校の先生方が合同で
行う研修を充実させ、地域の
子どもたちの育ちや学びを、
乳幼児期から中学校までつな
ぎ、質の高い保育・教育が実
現することを期待したい。幼
児教育から小学校、中学校教
育へとつなぐカリキュラムの
作成も検討願いたい。

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ

92.292.0

(実績)

(目標)

(実績) 92.7

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

取り組み内容・成果等

「集合型研修」は、講座内容
を精選して実施するととも
に、若手教員を対象にした
「教員個別訪問研修」や「中
学校区別訪問研修」を新たに
実施した。「授業づくりの改
善や意欲の向上につながっ
た。」等の意見を多数聞いて
いる。

「中学校区別訪問研修」を全
中学校区で実施し、小中一貫
教育の充実を図った。「教員
個別訪問研」は、小学校に加
え中学校の教員に対して拡大
実施した。アンケート調査か
ら、教員のモチベーションの
向上はもとより、ＩＣＴを活
用した授業改善が進んだこと
が分かった。

Ｂ

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

「教員個別訪問研修」では、
年齢等に応じて、one-to-one
で実施したが、今後、経験年
数に応じて研修を実施すると
ともに、校内での人材育成
（OJT）の体制作りについて
の適切な支援を行う必要があ
る。

来年度から法定研修として導
入される、「中堅教諭等資質
向上研修」の適切な実施に向
けた準備が必要である。ま
た、各校における人材育成の
システム構築に向け、「教員
個別訪問研修」「集合型研
修」においてOJTなどの手法
を取り入れた支援を引き続き
行う必要がある。

「中堅教諭等資質向上研修」
は、受講対象者を4年目から
11年目の中堅教諭に大幅拡大
し、新たな研修体系で実施し
たため、教員の幅広いニーズ
に十分対応できなかった。そ
のため、実績値が目標値に届
かなったと考えられる。今
後、県教育委員会とも連携・
調整しながら、受講内容や受
講方法について改善の必要が
ある。

「中堅教諭等資質向上研修」
は、県教育委員会との連携・
調整の中で実施内容を受講者
のニーズに沿えるよう変更し
て実施した。管理職だけでな
く受講者対象の説明会を実施
することで、大きな混乱なく
実施できた。今後も受講手順
の周知徹底に努めるとともに
講座内容や研修形態の工夫を
引き続き行っていく必要があ
る。

目標値と実績値

(目標) 91.4 (目標) 91.6

93.8 (実績) 90.8

(目標) 91.8 (目標)

「集合型研修」では、法定研修
である「10年経験者研修」を
「中堅教諭等資質向上研修」と
して対象教員を拡大し、中堅教
員の資質能力の向上を図った。
「教員個別訪問研修」では、若
手教員を中心に各教員のニーズ
に応じた研修を実施した。事後
のアンケート結果から効果的な
研修内容であった。

「集合型研修」では、昨年度か
ら実施している「中堅教諭等資
質向上研修」（法定研修）にお
いて、今日的な課題に対応した
講座を設定するとともに、グ
ループワークやディスカッショ
ンなどを取り入れるなど研修形
態を工夫して実施した。「教員
個別訪問研修」では、昨年度同
様事後のアンケート結果から効
果的な研修内容であったと認識
している。

千円

19,774 千円(予算)

(実績) 92.6 (実績)

14,750 千円20,406(決算) 千円

予算・決算額

(予算) 16,904 千円 (予算) 千円

(決算)

千円 (予算) 23,50720,929 (予算) 24,372

(決算) 23,479

千円

(決算) 19,825 千円 千円(決算)

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 23 事業名 教職員研修の推進 部名

平成28年度 平成29年度 平成30年度

研修満足度（％）
平成26年度
実績値

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

指標

平成31年度

事業内容

91.2

教育部 課名 教育支援・相談課

該当なし

奈良市教育センターを拠点とした研修と教員一人一人の指導力に応じた
研修及び児童生徒の発達と学びの連続性をふまえた中学校区別の研修を
実施し、教員の意識改革と指導力向上を目指します。

平成27年度



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

Ａ Ａ

―

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

― ― ―

Ａ Ａ
子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

 本市では、平成27年度から
小中一貫教育を実施してい
る。各中学校区において、小
中学校はもちろん、こども園
（幼稚園・保育園）や各種地
域団体とも連携を図りなが
ら、子どものたちの育ちや学
びの連続性を意識した合同の
研修を実施している。
「幼児教育から小学校、中学
校教育へとつなぐカリキュラ
ムの作成」については、所管
の学校教育課や子ども政策課
へ情報共有する。

・ 教職員研修の推進は質的
保障の根幹である。幼児教育
センターの配置や新採用者に
対するアドバイザー配置など
は、幼稚園・保育所・こども
園・小学校、公立と民間が一
致して実施していくことが今
後の課題である。子どもにや
さしいまちづくり条例がある
ので、それを生かした研修な
どがあるとよいと思う。
・若手教員が増加したため、
経験豊富な講師の任用や校内
での人材育成（OJT）の体制
作りは急務である。

・教育の充実が求められるな
か、デジタル化に偏ることな
くそれぞれの事業が進められ
ることを望みます。
・子ども達のICT化だけでな
く、先生たちの業務の効率化
も行い、先生が子どもとじっ
くり関わる時間をとれるよう
な仕組みを作れたらいいと思
う。昔に比べて学習に躓きの
ある子どもへの配慮は進んで
きていると思う。特別支援学
級への通級など、障害手帳が
なくても入れるようになった
のは、ありがたい。
・具体的な事案として、③質
の高い教育・保育の一体的提
供と内容の充実(No.8～
No.15)の事業とそれぞれ有機
的に連携して頂きたいと思い
ます。

・教職員研修の推進は質的保
障の根幹である。特に就学前
の研修の充実は保育所・こど
も園を含めて求められる。幼
児教育センターの配置や新採
用者に対するアドバイザー配
置などは、幼稚園・保育所・
こども園・小学校、公立民間
が一致して実施していくこと
が今後の課題である。子ども
にやさしいまちづくり条例が
せっかく奈良市としてあるの
で、それを生かした研修など
があるとよいと思う。
・研修を受けた人の満足度を
目標に設定するのと合わせ
て、「研修に参加したかった
けど、できなかった」「研修
に参加したくなかった」とい
うような研修に参加しなかっ
た人達の声を聞いた上での目
標を設定するのはいかがで
しょうか。より意義のある研
修内容を検討できるのはない
かと思います。
・子どもも教員も疲れている
ような気がします。多忙化、
孤立化を防ぐためにも、若い
教員が意見をいいやすい環
境、教員が助け合える環境を
整えてください。その上で、
子どものいのちが大切にされ
る教育が引き続きなされるこ
とを願っています。

子ども・子育て会議
における意見等

意見等に対する対応状況

教職員研修は、子どもたち一
人一人にきめ細かな指導がで
きるよう指導力や資質の向上
を目的に実施しており、実践
事例に基づく内容や参加教員
のグループワークを中心にし
た内容も多く取り入れてい
る。特に若手教員それぞれの
特質や抱える課題等に合わせ
て教員の資質向上を図ること
ができるよう指導主事が直接
学校に訪問する教員個別訪問
研修も実施している。
また、教員の主体的な研修の
支援として、クラウドを活用
したモバイルラーニングも整
備を進めている。

　質の高い公教育が維持でき
るよう「学び続ける教員」と
して、「初任者研修」「中堅
教諭等資質向上研修」「エキ
スバート研修」を設定してお
り、教員は経験年数や担当内
容に応じて研修を受講してい
る。
　教員個々の課題や目的に応
じて指導力を向上できるよう
「教員個別訪問研修」を実施
し、児童生徒が主体的に学ぶ
授業となるよう対象教員に対
して直接指導している。ま
た、「スキルアップ研修」を
実施し、児童生徒一人一人が
主体的・対話的で深い学びが
できるよう、指導方法の改善
に努めている。

学校園を取り巻く社会状況及
び本市の特性等を考慮し、関
係機関との連携・調整を図り
ながら研修を実施し、教職員
の資質能力の向上を図ってい
く。
また、若手教員の増加に伴
い、これまで学校を支えてき
た経験豊かな教員の実践的知
識や指導技術を次世代に引き
継ぐとともに、若手教員を育
てるための組織体制づくりの
支援も行っていく。

教職員研修の充実は、子ども
たちの成長に必要不可欠で
す。一人一人の個性を大切に
できる教員を育成するための
研修をしっかり受講させるこ
とが必要です。

学校の教え方はまだ、昔と変
わらない一方通行的な授業の
イメージ。社会では、自ら意
見を言い、行動できる人が求
められるので、そんな研修も
いれるべき。

中学校区別の研修では、保育
所・幼稚園・こども園、小学
校、中学校の先生方が合同で
行う研修を充実させ、地域の
子どもたちの育ちや学びを、
乳幼児期から中学校までつな
ぎ、質の高い保育・教育が実
現することを期待したい。幼
児教育から小学校、中学校教
育へとつなぐカリキュラムの
作成も検討願いたい。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 24 事業名
中学校給食実施事業

（平成29年度事業完了）
部名 教育部 課名 保健給食課

平成31年度

(予算) 148,378 千円 (予算) 266,377 千円

中学校１２校
（学校給食提供校）

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(決算) 164,949 千円 (決算) (決算)253,317 千円

千円 (予算)

21

(決算) 333,129 千円

予算・決算額

(目標)

事業内容
健康で安心、安全な食を提供するため、小学校に加え、中学校でも給食
を実施します。

指標 中学校給食実施校数（校）
平成26年度
実績値

(実績) 16 (実績) 20 (実績) 21

(目標) 16

(実績)

(予算)377,355 千円 (予算)

(目標)

(決算) 千円

目標値と実績値

(目標) 21 (目標)

(実績)

千円

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

平成２８年度には、最終のⅣ
期の５校（若草・平城東・三
笠・登美ヶ丘・都南）の給食
室を建設し、竣工した順に給
食を随時提供していく予定で
す。

平成２９年度には、Ⅳ期の１
校（都南）を４月に開始して
中学校全校の給食開始となり
ます。

取り組み内容・成果等

学校給食未実施校の中学校に
ついて、平成２３年１０月の
「奈良市中学校給食導入検討
委員会」、平成２４年２月の
「奈良市立中学校給食実施計
画策定会議」の報告に基づ
き、平成２５年度にモデル校
２校、平成２６年度に第Ⅱ期
４校、平成２７年度にはⅢ期
の５校（平城・飛鳥・京西・
登美ヶ丘北・二名）の給食を
開始いたしました。

学校給食未実施校の中学校に
ついて、平成２３年１０月の
「奈良市中学校給食導入検討
委員会」、平成２４年２月の
「奈良市立中学校給食実施計
画策定会議」の報告に基づ
き、平成２５年度にモデル校
２校、平成２６年度にⅡ期４
校、平成２７年度にはⅢ期の
５校、の給食を開始いたし、
平成２８年度には、Ⅳ期の４
校（若草・平城東・登美ヶ
丘・三笠）の４校を開始しま
した。

学校給食未実施校の中学校に
ついて、平成２３年１０月の
「奈良市中学校給食導入検討
委員会」、平成２４年２月の
「奈良市立中学校給食実施計
画策定会議」の報告に基づ
き、平成２９年度の都南中学
校の開始により整備が完了い
たしました。

平成31年度

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｃ Ｂ Ｃ

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ｂ

平成29年度 平成30年度 平成31年度

子ども・子育て会議
における意見等

・給食の内容、費用について
の問題が無いのか、（給食費
の回収率も含めて）明確にし
ていくことが必要である。
・保護者の現状を鑑みるにと
ても必要な事業である。粛々
と進めていただければ有り難
い。

・中学校全校の給食開始は、
保護者の負担の軽減につなが
るので非常に評価できる。ま
た、保護者の費用負担も軽減
できるよう取り組んでいただ
きたい。

中学校全校の給食開始は、保
護者の負担の軽減につながる
ので非常に評価できる。一方
で、選択制になっていると、
場合によっては貧困等が浮き
彫りになる可能性もあるた
め、給食費負担の軽減と、完
全給食化の実現を目指しても
らいたい。

保護者の負担が軽減されるの
でありがたいです。しかし、
アレルギー食への対応はまだ
まだ不十分なので、柔軟に対
応していただきたいと思いま
す。

意見等に対する対応状況

・給食の内容については、栄
養のバランスを考えながら子
どもの嗜好を把握し、地産地
消に取り組んでいく。また、
給食費の回収率は９８％
（小・中）だが、学校の協力
を求め１００％を目指し取り
組む。
・未実施校の給食については
予定を前倒しにして、できる
だけ早く給食実施に向けて取
り組む。

・給食未実施の中学校に安心
安全な給食を提供するための
事業でありこれによりこども
にやさしいまちづくりを目指
しております。給食費の負担
軽減につきましては学校給食
法第１１条に設置者及び保護
者の負担が規定されていると
ころでもあり、今のところ無
償化の予定はございません。

・昨年と同様に今のところ無
償化の予定はございません。
・アレルギー食への対応につ
きましては、学校給食を安全
に喫食してもらうため、文部
科学省作成の「学校給食にお
ける食物アレルギー対応指
針」に基づき、平成２８年度
１２月に「学校給食における
食物アレルギー対応指針」を
作成しました。奈良市立小中
学校では、平成２９年度よ
り、この指針に沿った対応に
移行しているところです。

平成27年度 平成28年度



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

子ども・子育て会議
における意見等

・ 放課後児童健全育成事
業、児童館の事業の更なる充
実を願う。子ども食堂など帰
宅後一人で過ごす子どもが多
い校区では、子ども食堂の実
施を助成するなどの対応があ
ればと思う。放課後の過ごし
方が子どもの人との関係性の
育ちにつながる。評価は単な
る事業実施だけではなく、子
どもの笑顔や人との関係性、
登校率などに相関していけた
らと思う。また、児童館と連
携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親
子を対象とした交流、子育て
についての相談、情報提供、
その他の援助を行う子育て広
場の実施、地域における子育
て支援の充実につながる利活
用の促進が課題である。
・子どもにやさしいまちづく
り条例を研修の項目に入れて
いただきたい。貧困家庭に対
する学習支援、文化的豊かさ
を享受するための機会の保
障、遊びの権利の保障を考慮
したプログラムを検討してい
ただきたい。

・現状のバンビーホームで
は、何より「保育の質」が最
も大きな課題となっているよ
うに感じる。

・バンビーホームは、施設の
広さの課題があると思う。
ハード面に関してももっと目
を向けて検討する必要があ
る。

・支援を要する子どもに個別
に対応していく必要性も生ま
れてくるかと思うので、柔軟
な対応に期待したい。
・保護者が就労していなくて
も利用する事はできないもの
か。

・子どもにやさしいまちづくり
条例を研修の項目に入れたらど
うか。貧困家庭に対する学習支
援、文化的豊かさを享受するた
めの機会の保障、遊びの権利の
保障を考慮したプログラムを検
討する必要がある。深刻な課題
といえる。帰宅後一人で過ごす
子どもが多い校区では、子ども
食堂の実施を助成するなどの対
応が求められる。ただ、子ども
だけではなく、擬似的な出会い
の場として高齢者や地域の様々
な方が集えるようなことも必要
である。子どもの格差は放課後
の過ごし方に顕著に表れると考
えられる。
・これから夫婦ともに就労して
いる家族は増えていく中で、地
域で子どもを育てる仕組みは大
事だと思う。小学生になると子
どもの親の姿が見えにくくな
り、何かあっても気軽に話がで
きる環境でないのが気がかりで
ある。親が先生や支援者とだけ
でも繋がり合える仕組みをどの
ように構築するかが課題だと思
う。
・保育所において、延長保育等
に頼っていた保護者が、子ども
たちの放課後の預け先に苦労す
る話は非常に多く聞きます。
保育所・幼稚園から小・中学校
までの連携を密にするために
も、子どもたちの放課後につい
て、より充実したサービスの提
供が求められます。
・子どもの居場所・特別支援が
必要な児童に対する支援に至る
まで、是非各学校の図書室を活
用して欲しい。どの児童も公平
に通える図書室は絶好の場所だ
と思います。さらに、教師の授
業支援や子どもの読書推進、関
連機関との連携など図書室運営

できる学校司書の配置を切望し
ます。加えて、子ども達自身に
放課後や学校・教室以外の居場
所の希望を聞く努力をしていた
だけたらと思います。子どもた
ちの希望と大人の考えている居
場所がマッチしているかを是非
検証してください。
・広報活動に関わっては、他の
事業においても、その強化が求
められている。事業ごとの強化
だけではなく、市全体として、
事業を関連付けながら、総合的
に広報を強化していく視点も必
要だと考える。
・放課後児童健全育成事業、児
童館の事業の更なる充実を願
う。子ども食堂など帰宅後一人
で過ごす子どもが多い校区で
は、子ども食堂の実施を助成す
るなどの対応があればと思う。
放課後の過ごし方が子どもの人
との関係性の育ちにつながる。
評価は単なる事業実施だけでは
なく、子どもの笑顔や人との関
係性、登校率などに相関してい
けたらと思う。また、児童館と
連携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親子
を対象とした交流、子育てにつ
いての相談、情報提供、その他
の援助を行う子育て広場の実
施、地域における子育て支援の
充実につながる利活用の促進が
課題である。

・バンビーホームも保育所同様
に隠れ待機児童の問題はあると
思います。研修会等の充実を
図って頂いているとは思います
が、まだまだ「バンビーホーム
を利用したいが出来ない」と
いった家庭もあるように思いま
す。より一層の保育の質の向上
が求められていると思います。
・多様な働き方による学童保育
の潜在的なニーズを含めて把握
していくことが必要だと考えま
す。
・保育所・幼稚園から小学校へ
の連携と共に、学童保育への連
携も大切なことの一つだと感じ
ています。今以上にしっかりと
した連携を取れる仕組みを作る
ことも必要だと思います。
・目標を上回っており評価でき
る。更なる事業内容の充実に期
待したい。
・共働き世帯や一人親家庭の増
加に伴い、バンビーホームが過
密状態であることを心配してい
ます。放課後の時間を安心して
過ごせるように、人員配置と快
適なスペースの確保を図ってく
ださい。また、放課後の格差と
いわれる中で、バンビに通う子
どもたちの遊びの権利保障、学
習権保証を図ってください。さ
らに、他府県では帰宅後ひとり
ぼっちで食事している子どもの
増加に対応して、学童保育で子
ども食堂を行っている学校もあ
ります。困窮家庭のニーズに対
応してほしいと思います。児童
デーサービスが充実してきたこ
とにより、障害をもつ子どもの
居場所が確保されましたが、一
方で、分断化、孤立化が進んで
います。個別支援に集中するあ
まり、いっしょに助け合うとい
う文化が失われつつあるように
危惧しています。いぜん中高校
世代の放課後の居場所が充実し
ていません。中高校世代の居場
所について検討してください。
・個別の評価だけではなく、放
課後の子どもたちの居場所作り
の視点から総合的に捉え、検討
することも必要では。

実績も着実に増えており、高
く評価できる。
夏休みの昼食提供事業に加
え、通常時の食堂の開設な
ど、さらに充実したものにし
ていただきたい。
子どもの居場所としての機能
も充実させるため、児童館等
との連携も強化していただき
たいと思います。

支援員を職員会議や研修など
にも取り組めるような雇用形
態にし、質の向上をすること
が大切だと思います。

(実績) 3,292

予算・決算額

(予算)

主任制度、支援員研修、巡回
指導等により支援員の資質を
高め、児童が放課後等を安
全・安心に過ごせる環境を提
供した。また、学習プログラ
ム事業のモデル実施箇所数も
９ホームに拡充し、バンビー
ホームの機能強化を図った。
夏休み等に昼食提供事業を実
施し、保護者の就労支援を
図った。

担当課評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

研修会のさらなる充実を図り
保育の質を向上させるととも
に、主任支援員制度や巡回指
導により、管理体制を強化し
ていく。また、国や県の補助
金を利用しながら、放課後児
童支援員の資格取得を賃金に
反映させるなど、支援員確保
による保育体制の強化や質の
担保を図っていく。
さらに、学校・関係機関・放
課後子ども教室などとの連携
の強化や、特別な支援が必要
な児童に対する支援の推進を
図り、多様な保護者ニーズを
把握しながら事業内容を充実
していく。夏休み等の昼食提
供事業に関しても電子申請シ
ステムを導入し、保護者の利
便性と就労支援を図る。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

研修会のさらなる充実を図り
保育の質を向上させるととも
に、主任指導員制度や巡回指
導により、管理体制を強化し
ていく。また、放課後児童支
援員に係る都道府県認定資格
研修を計画的に受講させる。
さらに、学校・関係機関・放
課後子ども教室などとの連携
の強化や、特別な支援が必要
な児童に対する支援の推進を
図り、多様な保護者ニーズを
把握しながら事業内容を充実
していく。

研修会のさらなる充実を図り
保育の質を向上させるととも
に、主任指導員制度や巡回指
導により、管理体制を強化し
ていく。また、放課後児童支
援員に係る都道府県認定資格
研修を計画的に受講させる。
さらに、学校・関係機関・放
課後子ども教室などとの連携
の強化や、特別な支援が必要
な児童に対する支援の推進を
図り、多様な保護者ニーズを
把握しながら事業内容を充実
していく。

研修会のさらなる充実を図り
保育の質を向上させるととも
に、主任指導員制度や巡回指
導により、管理体制を強化し
ていく。また、放課後児童支
援員に係る都道府県認定資格
研修を計画的に受講させる。
さらに、学校・関係機関・放
課後子ども教室などとの連携
の強化や、特別な支援が必要
な児童に対する支援の推進を
図り、多様な保護者ニーズを
把握しながら事業内容を充実
していく。夏休み等に昼食提
供事業を実施し、保護者の就
労支援を図る。

取り組み内容・成果等

市内４６ホームにおいて、１
９時までの延長保育を完全実
施し、保護者のニーズを取り
入れながら児童の受け入れを
図った。

主任制度、指導員研修、巡回
指導等により指導員の資質を
高め、児童が放課後等を安
全・安心に過ごせる環境を提
供した。また、延長保育や学
習プログラム事業を実施し、
バンビーホームの機能強化を
図った。

主任制度、指導員研修、巡回
指導等により指導員の資質を
高め、児童が放課後等を安
全・安心に過ごせる環境を提
供した。また、学習プログラ
ム事業のモデル実施箇所数も
７ホームに拡充し、バンビー
ホームの機能強化を図った。

(予算)

(実績)

(目標) 3,274

(決算) 642,879

目標値と実績値

(目標) 2,939 (目標) 3,019 (目標)

千円

(目標) 3,198

(実績) 2,860 (実績) 3,058 (実績) 3,195

3,100

千円

859,471 千円

千円(決算) 702,222(決算) 581,265 千円 (決算) 619,207 千円

608,400 千円 (予算) 629,320

(決算)

千円 (予算) 661,760 千円 (予算) 808,340 千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業内容
保護者が就労などで昼間家庭にいない世帯の小学生を預かり、放課後児
童健全育成事業施設内において、集団生活を体験させながら、健全育成
を図ります。

指標 入所児童数（人）
平成26年度
実績値

2,859

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 (3)放課後児童健全育成事業

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 25 事業名 放課後児童健全育成事業 部名 教育部 課名 地域教育課



子ども・子育て会議
における意見等

・ 放課後児童健全育成事
業、児童館の事業の更なる充
実を願う。子ども食堂など帰
宅後一人で過ごす子どもが多
い校区では、子ども食堂の実
施を助成するなどの対応があ
ればと思う。放課後の過ごし
方が子どもの人との関係性の
育ちにつながる。評価は単な
る事業実施だけではなく、子
どもの笑顔や人との関係性、
登校率などに相関していけた
らと思う。また、児童館と連
携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親
子を対象とした交流、子育て
についての相談、情報提供、
その他の援助を行う子育て広
場の実施、地域における子育
て支援の充実につながる利活
用の促進が課題である。
・子どもにやさしいまちづく
り条例を研修の項目に入れて
いただきたい。貧困家庭に対
する学習支援、文化的豊かさ
を享受するための機会の保
障、遊びの権利の保障を考慮
したプログラムを検討してい
ただきたい。

・現状のバンビーホームで
は、何より「保育の質」が最
も大きな課題となっているよ
うに感じる。

・バンビーホームは、施設の
広さの課題があると思う。
ハード面に関してももっと目
を向けて検討する必要があ
る。

・支援を要する子どもに個別
に対応していく必要性も生ま
れてくるかと思うので、柔軟
な対応に期待したい。
・保護者が就労していなくて
も利用する事はできないもの
か。

・子どもにやさしいまちづくり
条例を研修の項目に入れたらど
うか。貧困家庭に対する学習支
援、文化的豊かさを享受するた
めの機会の保障、遊びの権利の
保障を考慮したプログラムを検
討する必要がある。深刻な課題
といえる。帰宅後一人で過ごす
子どもが多い校区では、子ども
食堂の実施を助成するなどの対
応が求められる。ただ、子ども
だけではなく、擬似的な出会い
の場として高齢者や地域の様々
な方が集えるようなことも必要
である。子どもの格差は放課後
の過ごし方に顕著に表れると考
えられる。
・これから夫婦ともに就労して
いる家族は増えていく中で、地
域で子どもを育てる仕組みは大
事だと思う。小学生になると子
どもの親の姿が見えにくくな
り、何かあっても気軽に話がで
きる環境でないのが気がかりで
ある。親が先生や支援者とだけ
でも繋がり合える仕組みをどの
ように構築するかが課題だと思
う。
・保育所において、延長保育等
に頼っていた保護者が、子ども
たちの放課後の預け先に苦労す
る話は非常に多く聞きます。
保育所・幼稚園から小・中学校
までの連携を密にするために
も、子どもたちの放課後につい
て、より充実したサービスの提
供が求められます。
・子どもの居場所・特別支援が
必要な児童に対する支援に至る
まで、是非各学校の図書室を活
用して欲しい。どの児童も公平
に通える図書室は絶好の場所だ
と思います。さらに、教師の授
業支援や子どもの読書推進、関
連機関との連携など図書室運営

できる学校司書の配置を切望し
ます。加えて、子ども達自身に
放課後や学校・教室以外の居場
所の希望を聞く努力をしていた
だけたらと思います。子どもた
ちの希望と大人の考えている居
場所がマッチしているかを是非
検証してください。
・広報活動に関わっては、他の
事業においても、その強化が求
められている。事業ごとの強化
だけではなく、市全体として、
事業を関連付けながら、総合的
に広報を強化していく視点も必
要だと考える。
・放課後児童健全育成事業、児
童館の事業の更なる充実を願
う。子ども食堂など帰宅後一人
で過ごす子どもが多い校区で
は、子ども食堂の実施を助成す
るなどの対応があればと思う。
放課後の過ごし方が子どもの人
との関係性の育ちにつながる。
評価は単なる事業実施だけでは
なく、子どもの笑顔や人との関
係性、登校率などに相関してい
けたらと思う。また、児童館と
連携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親子
を対象とした交流、子育てにつ
いての相談、情報提供、その他
の援助を行う子育て広場の実
施、地域における子育て支援の
充実につながる利活用の促進が
課題である。

・バンビーホームも保育所同様
に隠れ待機児童の問題はあると
思います。研修会等の充実を
図って頂いているとは思います
が、まだまだ「バンビーホーム
を利用したいが出来ない」と
いった家庭もあるように思いま
す。より一層の保育の質の向上
が求められていると思います。
・多様な働き方による学童保育
の潜在的なニーズを含めて把握
していくことが必要だと考えま
す。
・保育所・幼稚園から小学校へ
の連携と共に、学童保育への連
携も大切なことの一つだと感じ
ています。今以上にしっかりと
した連携を取れる仕組みを作る
ことも必要だと思います。
・目標を上回っており評価でき
る。更なる事業内容の充実に期
待したい。
・共働き世帯や一人親家庭の増
加に伴い、バンビーホームが過
密状態であることを心配してい
ます。放課後の時間を安心して
過ごせるように、人員配置と快
適なスペースの確保を図ってく
ださい。また、放課後の格差と
いわれる中で、バンビに通う子
どもたちの遊びの権利保障、学
習権保証を図ってください。さ
らに、他府県では帰宅後ひとり
ぼっちで食事している子どもの
増加に対応して、学童保育で子
ども食堂を行っている学校もあ
ります。困窮家庭のニーズに対
応してほしいと思います。児童
デーサービスが充実してきたこ
とにより、障害をもつ子どもの
居場所が確保されましたが、一
方で、分断化、孤立化が進んで
います。個別支援に集中するあ
まり、いっしょに助け合うとい
う文化が失われつつあるように
危惧しています。いぜん中高校
世代の放課後の居場所が充実し
ていません。中高校世代の居場
所について検討してください。
・個別の評価だけではなく、放
課後の子どもたちの居場所作り
の視点から総合的に捉え、検討
することも必要では。

実績も着実に増えており、高
く評価できる。
夏休みの昼食提供事業に加
え、通常時の食堂の開設な
ど、さらに充実したものにし
ていただきたい。
子どもの居場所としての機能
も充実させるため、児童館等
との連携も強化していただき
たいと思います。

支援員を職員会議や研修など
にも取り組めるような雇用形
態にし、質の向上をすること
が大切だと思います。

意見等に対する対応状況

・バンビーホームの施設に関
しては、狭隘度・老朽度を考
慮しながら年次的に整備を進
めていく。また、保育の質の
向上のため、支援を要する児
童に対する研修等を行ってい
るが、今後さらに研修内容の
充実を目指したい。
・バンビーホームの入所要件
については、保護者の就労の
他に、保護者の病気・通学・
介護等により放課後保育に欠
ける場合も含まれている。

・バンビーホームの保育の質
をさらに向上させるため研修
内容を充実させていく。ま
た、児童がバンビーホームに
おいて有意義に過ごせるよう
引き続き各バンビーホームに
おいて指導ビジョン及び年間
計画を作成していく。
・主任を中心に保育園、小学
校等との連携強化を図り、児
童や保護者を適切に支援して
いく。
・児童がバンビーホームにお
いて多様な体験ができるよう
学習プログラム事業を引き続
きモデル実施していく。

・バンビーホームを利用する
児童の増加に伴い、施設整備
を加速化させ児童が安全・安
心で快適に過ごせる環境の整
備を推進していく。

従前より放課後子ども教室と
連携を図っているが、居場所
として機能も充実させるため
に、更に連携を強化していき
たい。

平日は児童の降所時間までに
余裕をもった勤務時間を設定
するなど職員間のミーティン
グを行える雇用形態の設定に
努めております。



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

意見等に対する対応状況

・バンビーホームの施設に関
しては、狭隘度・老朽度を考
慮しながら年次的に整備を進
めていく。また、保育の質の
向上のため、支援を要する児
童に対する研修等を行ってい
るが、今後さらに研修内容の
充実を目指したい。
・バンビーホームの入所要件
については、保護者の就労の
他に、保護者の病気・通学・
介護等により放課後保育に欠
ける場合も含まれている。

・バンビーホームの保育の質
をさらに向上させるため研修
内容を充実させていく。ま
た、児童がバンビーホームに
おいて有意義に過ごせるよう
引き続き各バンビーホームに
おいて指導ビジョン及び年間
計画を作成していく。
・主任を中心に保育園、小学
校等との連携強化を図り、児
童や保護者を適切に支援して
いく。
・児童がバンビーホームにお
いて多様な体験ができるよう
学習プログラム事業を引き続
きモデル実施していく。

・バンビーホームを利用する
児童の増加に伴い、施設整備
を加速化させ児童が安全・安
心で快適に過ごせる環境の整
備を推進していく。

従前より放課後子ども教室と
連携を図っているが、居場所
として機能も充実させるため
に、更に連携を強化していき
たい。

平日は児童の降所時間までに
余裕をもった勤務時間を設定
するなど職員間のミーティン
グを行える雇用形態の設定に
努めております。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業内容

放課後等に小学校等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点
(居場所)を設け、地域の方々の参画を得てスポーツ等交流活動を実施す
ることにより、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる
環境づくりを行います。

指標
放課後子ども教室の
年間実施日数（日）

平成26年度
実績値

31

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

ー

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 26 事業名 放課後子ども教室推進事業 部名 教育部 課名 地域教育課

20,202 千円

千円(決算) 20,345

20,828 千円

千円24,134 千円 (決算) 20,745(決算) (決算)

（繰越分96,577）

117,322

(決算)

千円 (予算) 20,899 千円 (予算)

20,647千円 千円

(予算)

予算・決算額

(予算) 24,773 千円 (予算)

目標値と実績値

(目標) 32 (目標) 35

事業時数の増加もあり、放課
後子ども教室の年間実施日数
（日）は減少した。また教室
実施が月1回未満の校区が平
成29年度は8校区であったと
ころ、平成30年度は9校区に
なった。

(目標)

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

放課後子ども教室の開催日数
の増加やプログラム内容の充
実、バンビーホームとの連携
強化に取り組んでいく。

引き続き、教室への訪問によ
る現状の把握、各校区週1回
程度の教室実施の呼びかけ、
人材育成のための研修実施、
バンビーホームとの連携強化
等、教室実施日数の増加とプ
ログラム内容の充実を目指す
仕組みづくりを進める。ま
た、本事業に関わる地域人材
の裾野を広げるために、広報
活動の強化を図る。

引き続き、教室への訪問によ
る現状の把握、各校区週1回
程度の教室実施の呼びかけを
行う。特に、教室の実施が月
１回未満の校区について、特
に丁寧な聞き取り調査を行う
必要がある。また、人材育成
のための研修実施、バンビー
ホームとの連携強化等、教室
実施日数の増加とプログラム
内容の充実を目指す仕組みづ
くりを進める。また、本事業
に関わる地域人材の裾野を広
げるために、広報活動の強化
を図る。

(目標) 34

(実績) 32 (実績) 31 (実績)31

33 (目標) 34

(実績)

子ども・子育て会議
における意見等

・ 放課後子ども教室の保険
は、現状で奈良市PTA連合会
安全会の保険を適用すること
になっているが、本来PTA活
動中の事故等に使われる保険
を放課後子ども教室に使うこ
とは不適切であり、また各校
園のPTA会長が放課後子ども
教室の運営に責任を持つとい
う体制にもなっていない。不
測の事故は起こるものである
し、今後事業を大きくしてい
く上でもこの部分の改善は
図っていただきたい。
・No.25：放課後児童健全育
成事業の中に抱え込む形には
ならないかと思う。
・近年、子ども達が安全に遊
ぶ場所が少ないことから、放
課後の小学校の活用は保護者
としては安心できる。子ども
の関心をひけるプログラムの
充実を期待する。
・地域との連携を高めるため
に事業内容の明確な提示と、
協働事業を明確にして支援メ
ニューの提示をしていただき
たい。

・評価は単なる事業実施だけ
ではなく、子どもの笑顔や人
との関係性、登校率などに相
関していけたらと思う。ま
た、児童館と連携した取り組
みや地域の子育て支援拠点と
して、子育て親子を対象とし
た交流、子育てについての相
談、情報提供、その他の援助
を行う子育て広場の実施、地
域における子育て支援の充実
につながる利活用の促進が課
題である。
・これから夫婦ともに就労し
ている家族は増えていく中
で、地域で子どもを育てる仕
組みは大事だと思う。小学生
になると子どもの親の姿が見
えにくくなり、何かあっても
気軽に話ができる環境でない
のが気がかりである。親が先
生や支援者とだけでも繋がり
合える仕組みをどのように構
築するかが課題だと思う。
・子どもの居場所・特別支援
が必要な児童に対する支援に
至るまで、是非各学校の図書
室を活用して欲しい。どの児
童も公平に通える図書室は絶
好の場所だと思います。さら
に、教師の授業支援や子ども
の読書推進、関連機関との連
携など図書室運営できる学校
司書の配置を切望します。加
えて、子ども達自身に放課後
や学校・教室以外の居場所の
希望を聞く努力をしていただ
けたらと思います。子どもた
ちの希望と大人の考えている
居場所がマッチしているかを
是非検証してください。

・広報活動に関わっては、他
の事業においても、その強化
が求められている。事業ごと
の強化だけではなく、市全体
として、事業を関連付けなが
ら、総合的に広報を強化して
いく視点も必要だと考える。

・放課後の子どもの居場所づ
くりという点でとても意味の
ある事業ですが、保険の問題
の解決を図って頂きたいと
思っております。現状のPTA
安全会の保険を適用している
という不整合を解決するに
は、各放課後子ども教室毎に
別途保険への加入が必要とな
りますが、年会費のようなも
のを徴収しなければならなく
なりますし、そうなれば「誰
もが」という居場所とはなら
ない問題もあります。不測の
事故によりこの事業の存続が
問われることもあるかとも思
いますので、放課後子ども教
室に参加する子どもたちへの
保険を予算化して頂きたいと
思います。
・Ｃ評価とされた課題がみえ
にくい。具体的にどこを改善
すれば、目標が達成されるの
か。バンビーホームと連携し
ながら質量ともに向上が必要
と言うことか。
・個別の評価だけではなく、
放課後の子どもたちの居場所
作りの視点から総合的に捉
え、検討することも必要で
は。

子どもの居場所作りとして
も、放課後の子ども教室は推
進して欲しいところですが、
地域差が強く出ている事業で
はないでしょうか。
奈良市の小学生ができるだ
け、同じ様な活動を行える様
に、スポーツだけではなく、
図書室の環境改善を大幅に進
め、放課後を自由にすごせる
場所の確保に努めて欲しいと
思います。

参加している子ども達はとて
も喜んでいます。希望者のみ
の教室なので、参加費を集め
予算を減らしてもよいのでは
ないでしょうか。

校区ごとに事情は様々ではあ
るが、 放課後子ども教室に
保護者が関わることは良いの
だが、保護者が関わらざるを
えない状況となっていること
は課題の一つだと考えられ
る。
また、昨年度も指摘させて頂
いたが奈良市PTA連合会の安
全会保険を適用させている問
題については早急に改善して
頂きたいと考えている。

平成31年度

引き続き、教室への訪問による
現状の把握、各校区週1回程度
の教室実施の呼びかけを行う。
特に、教室の実施が月１回未満
の校区について、特に丁寧な聞
き取り調査を行う必要がある。
ただ、学校の授業時数増加に伴
い、活動時間の確保が難しく
なっているため、学校との連携
を一層強化し、プログラム内容
の充実と教室実施日数の維持を
目指す。また、本事業に関わる
地域人材の裾野を広げるため
に、広報活動の強化を図る。

(実績) 31

平成27年度 平成28年度 平成29年度

Ｃ

平成30年度

取り組み内容・成果等

週1回程度事業を実施する仕
組みづくりを目指し、今後５
か年で１校あたり年間35日実
施できるよう目指す。

放課後子ども教室の年間実施
日数（日）は減少したが、教
室実施が月1回未満の校区が
平成27年度は10校区であった
ところ、平成28年度は9校区
になった。

放課後子ども教室の年間実施
日数（日）は減少したが、教
室実施が月1回未満の校区が
平成28年度は9校区であった
ところ、平成29年度は8校区
になった。

担当課評価 Ｂ Ｃ Ｃ



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

ー
子ども・子育て会議
における意見等

・ 放課後子ども教室の保険
は、現状で奈良市PTA連合会
安全会の保険を適用すること
になっているが、本来PTA活
動中の事故等に使われる保険
を放課後子ども教室に使うこ
とは不適切であり、また各校
園のPTA会長が放課後子ども
教室の運営に責任を持つとい
う体制にもなっていない。不
測の事故は起こるものである
し、今後事業を大きくしてい
く上でもこの部分の改善は
図っていただきたい。
・No.25：放課後児童健全育
成事業の中に抱え込む形には
ならないかと思う。
・近年、子ども達が安全に遊
ぶ場所が少ないことから、放
課後の小学校の活用は保護者
としては安心できる。子ども
の関心をひけるプログラムの
充実を期待する。
・地域との連携を高めるため
に事業内容の明確な提示と、
協働事業を明確にして支援メ
ニューの提示をしていただき
たい。

・評価は単なる事業実施だけ
ではなく、子どもの笑顔や人
との関係性、登校率などに相
関していけたらと思う。ま
た、児童館と連携した取り組
みや地域の子育て支援拠点と
して、子育て親子を対象とし
た交流、子育てについての相
談、情報提供、その他の援助
を行う子育て広場の実施、地
域における子育て支援の充実
につながる利活用の促進が課
題である。
・これから夫婦ともに就労し
ている家族は増えていく中
で、地域で子どもを育てる仕
組みは大事だと思う。小学生
になると子どもの親の姿が見
えにくくなり、何かあっても
気軽に話ができる環境でない
のが気がかりである。親が先
生や支援者とだけでも繋がり
合える仕組みをどのように構
築するかが課題だと思う。
・子どもの居場所・特別支援
が必要な児童に対する支援に
至るまで、是非各学校の図書
室を活用して欲しい。どの児
童も公平に通える図書室は絶
好の場所だと思います。さら
に、教師の授業支援や子ども
の読書推進、関連機関との連
携など図書室運営できる学校
司書の配置を切望します。加
えて、子ども達自身に放課後
や学校・教室以外の居場所の
希望を聞く努力をしていただ
けたらと思います。子どもた
ちの希望と大人の考えている
居場所がマッチしているかを
是非検証してください。

・広報活動に関わっては、他
の事業においても、その強化
が求められている。事業ごと
の強化だけではなく、市全体
として、事業を関連付けなが
ら、総合的に広報を強化して
いく視点も必要だと考える。

・放課後の子どもの居場所づ
くりという点でとても意味の
ある事業ですが、保険の問題
の解決を図って頂きたいと
思っております。現状のPTA
安全会の保険を適用している
という不整合を解決するに
は、各放課後子ども教室毎に
別途保険への加入が必要とな
りますが、年会費のようなも
のを徴収しなければならなく
なりますし、そうなれば「誰
もが」という居場所とはなら
ない問題もあります。不測の
事故によりこの事業の存続が
問われることもあるかとも思
いますので、放課後子ども教
室に参加する子どもたちへの
保険を予算化して頂きたいと
思います。
・Ｃ評価とされた課題がみえ
にくい。具体的にどこを改善
すれば、目標が達成されるの
か。バンビーホームと連携し
ながら質量ともに向上が必要
と言うことか。
・個別の評価だけではなく、
放課後の子どもたちの居場所
作りの視点から総合的に捉
え、検討することも必要で
は。

子どもの居場所作りとして
も、放課後の子ども教室は推
進して欲しいところですが、
地域差が強く出ている事業で
はないでしょうか。
奈良市の小学生ができるだ
け、同じ様な活動を行える様
に、スポーツだけではなく、
図書室の環境改善を大幅に進
め、放課後を自由にすごせる
場所の確保に努めて欲しいと
思います。

参加している子ども達はとて
も喜んでいます。希望者のみ
の教室なので、参加費を集め
予算を減らしてもよいのでは
ないでしょうか。

校区ごとに事情は様々ではあ
るが、 放課後子ども教室に
保護者が関わることは良いの
だが、保護者が関わらざるを
えない状況となっていること
は課題の一つだと考えられ
る。
また、昨年度も指摘させて頂
いたが奈良市PTA連合会の安
全会保険を適用させている問
題については早急に改善して
頂きたいと考えている。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

意見等に対する対応状況

・委託先である各小学校運営
委員会に保険の加入状況を確
認した。その結果を受け、奈
良市PTA連合会安全会の保険
の利用はPTAとの共催事業の
みとするよう働きかけること
を検討しており、保険の加入
についてご留意いただくよう
周知していきたい。
・地域の全ての子どもたちを
対象とし自由に参加できる放
課後子ども教室と、児童福祉
法に基づき実施している放課
後児童健全育成事業は対象や
運営方法が大きく異なり、抱
え込む形は難しいと考える。
ただし、両事業について、国
が示す放課後子ども総合プラ
ンの一体型として運営をして
おり、今後、地域の方々と指
導員との更なる連携を目指し
たい。
・子どもたちの安心・安全な
居場所を設け、地域の中での
様々な学びや体験ができる環
境づくりを一層推進していく
ため、いただいたご意見を参
考に、取組内容について市民
への周知を図りたい。

・地域全体で子どもを守り育
てるために、家庭教育支援や
児童福祉の分野との連携・協
力を進める必要性があると考
える。
・放課後子ども教室の実施場
所として、既に学校図書室を
活用しているところもある。
学校図書室での活動を含め、
子ども達が多様な体験に触れ
られる機会を提供する事業と
していきたい。
・より多くの地域の方々に本
事業を知っていただくため
に、委託先である各小学校運
営員会とともにＳＮＳ等も活
用しながら周知を図りたい。
・本事業は国の方針のもと、
国庫補助金を活用して実施し
ているが、その対象外経費の
中に子どもの保険料や材料費
等実費相当分も含まれている
ことから、主に委託金を活動
実施に携わる人材や放課後子
ども教室としての共有物品の
ために使っていただくことと
している。
・評価について、市内全ての
市立小学校区で実施している
が、実施日数等に大きな差異
があり、目標値に到達しな
かったのみならず、前年度よ
りも実績値が低下しているこ
とからＣとしている。

・放課後子ども教室はそれぞ
れの地域の特性や実態に合わ
せて活動しているため、内容
等に地域差がある。そのた
め、放課後子ども教室の種類
や内容等の情報を共有してい
く。学校図書室については、
本来整備を行うべき学校との
相談の上、各教室で活用方法
を工夫するよう努める。

・事業の趣旨としては、全て
の子どもたちにとっての安
全・安心な居場所づくりであ
るため、現在は調理実習等の
材料費や子どもの保険料と
いった実費についてのみ徴収
することにしている。

・この事業の趣旨は学校・家
庭・地域の三者が連携・協力
して、子どもたちが地域社会
の中で心豊かで健やかに育ま
れる環境づくりを推進するこ
とである。そのため、保護者
の協力も必要不可欠である。

・平成30年7月に各小学校運
営委員会に保険の加入状況を
確認した。平成28年度と比較
すると、PTA保険を適用して
いる運営員会は半分以下に
なった。今後も引き続き、
PTA連合会安全会の保険の利
用はPTAとの共催事業のみと
し、他の保険への加入を検討
してもらうよう周知していき
たい。

ー

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

千円千円 (予算) 15,381

(決算) 22,411 千円 (決算)

予算・決算額

(予算) 22,627 千円 (予算) 20,087 千円 (予算) 20,140 千円 (予算) 18,679

千円19,624 千円 (決算)

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 27 事業名 教育センター学習事業 部名 教育支援・相談課

教育センターのキッズ学びのフロアの設備を活用した体験教室等を開催
することで、子どもたちの豊かな学びを保障し、創造性や探究心を育て
ます。

平成27年度

事業内容

指標 年間来館者数（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度

教育部 課名

平成26年度
実績値

平成31年度

14,188

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

19,094 千円 (決算)

(実績) 16,070 (実績) (実績)15,739 (実績) 15,747 (実績)

(目標) 15,29014,630

千円

(目標) 14,960

17,430 (決算)

「わくわくセンター学習」
は、平成30年度は、55校園か
ら3,178名の参加であった。
「キッズホリデークラブ」の
事業は、平成30年度は、
11,904名の参加があり、満足
度はほぼ100％であった。

取り組み内容・成果等

「わくわくセンター学習」
は、平成27年度は、75校園か
ら3,985名の参加であった。
「キッズホリデークラブ」の
事業は、平成27年度には、
12,127名の参加があり、満足
度はほぼ100％であった。

「わくわくセンター学習」
は、平成28年度は、70校園か
ら3,583名の参加であった。
「キッズホリデークラブ」の
事業は、平成28年度には、
12,156名の参加があり、満足
度はほぼ100％であった。

平成31年度

目標値と実績値

(目標) 14,000 (目標) 14,310

「わくわくセンター学習」
は、平成29年度は、64校園か
ら3,599名の参加であった。
「キッズホリデークラブ」の
事業は、平成29年度は、
12,148名の参加があり、満足
度はほぼ100％であった。

(目標)

平成30年度

学習指導要領の改訂により、
昨年度に引き続き、児童生徒
が主体的に活動できる講座の
開発を進める。また、プログ
ラミング教育も学習指導要領
に記載されていることから、
ロボット等も活用しながらプ
ログラミング的思考が育成で
きるよう講座内容の充実を
図っていく必要がある。

来年度からは「わくわくセン
ター学習」と「キッズホリ
デークラブ」を統合し、「セ
ンター学習」として実施す
る。センター学習では、学習
指導要領の改訂に合わせてプ
ログラミング的思考を育成で
きる「ロボット教室」や、未
就学児の参加が多い講座で
は、親子で体験・製作できる
実験や工作の講座の充実を図
る。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

「わくわくセンター学習」
は、学習指導要領に応じた発
展的なプログラムの教材開発
を進める必要がある。
「キッズホリデークラブ」
は、市民に向けて、様々なメ
ディアを通して広報活動を行
い、質の高いプログラムの提
供を図る。

「わくわくセンター学習」
は、学校園では学習指導要領
の改訂に合わせ、児童生徒が
主体的に活動できるプログラ
ムや伝統や文化に関する教材
開発を進めていく。
「キッズホリデークラブ」
は、プログラミング教育を対
象年齢や内容ごとにシリーズ
化し、より市民のニーズに応
じた質の高い内容として推し
進める。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

15,082

担当課評価

子ども・子育て会議
における意見等

キッズホリデークラブの活動
は、とても人気があり、内容
も充実していると思います。
ただ、気軽に食事を取れる場
所が欠けています。 幼い兄
弟も一緒に食事ができる無料
の解放スペースが必要だと思
います。
レストランのスペースは、小
さく、アレルギー対応等、低
年齢の子どもには特に重要な
課題です。乳幼児健診なども
行われるスペースでもあり、
今後、子ども連れの家族にや
さしいスペースの確保に努め
ていただきたいと願います。

「ワクワクセンター学習」は
好評なので、全市の小中学校
が参加できるようにした方が
良い。ただ、学校から会場ま
での交通手段が問題になると
思いますが、「みどり号」の
活用などを考える。
「キッズホリデークラブ」の
多彩なプログラムが提供され
ているが、家族連れが多いよ
うに見える。低学年の参加だ
けでなく高学年用プログラム
やIT関係プログラム等の増加
が必要。

指標が年間来館者数となって
いるが、適切な評価指標であ
るのか疑問に思う。

ー

・ 「わくわくセンター学
習」や「キッズホリデークラ
ブ」について、小学校高学年
や中高生用のプログラムも必
要ではないか。

・これから夫婦ともに就労し
ている家族は増えていく中
で、地域で子どもを育てる仕
組みは大事だと思う。小学生
になると子どもの親の姿が見
えにくくなり、何かあっても
気軽に話ができる環境でない
のが気がかりである。親が先
生や支援者とだけでも繋がり
合える仕組みをどのように構
築するかが課題だと思う。
・広報活動に関わっては、他
の事業においても、その強化
が求められている。事業ごと
の強化だけではなく、市全体
として、事業を関連付けなが
ら、総合的に広報を強化して
いく視点も必要だと考える。

Ｂ ＢＢ Ｂ



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度平成27年度

意見等に対する対応状況

「わくわくセンター学習」
「キッズホリデークラブ」と
も、小学校高学年や中高生用
のプログラムを用意してい
る。
また、全体の参加人数から比
較すれば少数ではあるが中高
生の参加も得ている。

「キッズホリデークラブ」で
は、親子で学ぶ機会として、
科学実験やロボット教室等を
開催しており、子どもたちが
主体的に学びながら保護者と
共に学ぶことができるよう工
夫している。
　また、教育センターでの取
組を広く市内の子どもたちが
活用できるよう、市内学校園
へのチラシ配布と共に、SNS
等も活用し、イベント情報に
ついて随時広報している。

　市内学校園の児童生徒や親
子が実験や工作などを行うこ
とができる学習スペースとし
て、教員の研修施設である教
育センター9階の施設を
「キッズ学びのフロア」とし
て活用している。
　「キッズホリデークラブ」
については、参加者の多くは
園児及び低学年児童であるこ
とから、親子体験型の簡単な
科学実験やプログラミング講
座を設定している。また、科
学実験や天文教室は高学年児
童にも十分対応できる内容で
あり、特にロボットを活用し
たプログラミング教室では、
基本的な操作ができる園児児
童を対象とした講座や高学年
の児童を対象とした講座を設
定している。
　「わくわくセンター学習」
については、課業日に希望の
あった市内の学校園を対象に
受け入れている。特に小学校
4年生においては、理科で天
体に関わる学習が始まること
から教育センターのプラネタ
リウムを活用した学習ができ
るようバスを配車し、全市立
学校4年生が来所している。
　施設活用度合いの観点か
ら、来館者数を指標としてお
り、各講座の参加者数と合わ
せ、来館者に任意で内容に関
するアンケート調査も行って
いる。
　

－

Ａ

Ａ担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

子ども・子育て会議
における意見等

・利用の申し込みが、利用日
１４日前までの月・火・木・
金・土曜日の午後１時～５時
で、電話等での受付をしてい
ないために、申し込みしにく
いとの声がある。名称が変
わって広報も必要であるが、
電話やFAX、ネットでの申し
込みも可能にするなど、受付
の形も工夫した方が良いので
はないかと思う。
・自然環境に触れる機会が少
ない中で、奈良市の貴重な施
設なので、多様な体験プログ
ラムの提供が必要である。
・施設整備を行い、より利用
しやすい施設に充実させてい
けるよう期待したい。小学
校、中学校等の学校単位の利
用ができ、環境教育の一端を
担えることに期待したい。

・近場で野外活動が可能な施
設であり、潜在的な需要は大
きいと思います。利用申込み
が、利用日14日前までの月・
火・木・金・土曜日の午後1
時～5時に限られ、電話等で
の受付もしていないので、申
込みがやりにくいとの声があ
ります。電話やFAX、ネット
での申込みも可能にするなど
の工夫があっても良いのでは
ないかとも思います。
・利用者から幅広く意見を聴
収し、魅力的なプログラムを
作ってほしい。

平成31年度

両施設は、指定管理者制度で
運営されているが、不登校生
対策施設として教育委員会が
積極的に活用するプログラム
が必要ではないか。また、市
内にある黒髪山キャンプ
フィールドでは、魅力あるプ
ログラムづくりや、指定管理
者の都合だけでなく、若者
（青年）だけでも利用できる
ような検討が必要ではないか
と思います。

指標が年間来館者数となって
いるが、疑問に思う。どちら
かというと施設で行っている
プログラム数とかがいいので
はないか。

ー

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

担当課評価 Ｂ Ｂ

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

利用者数は横ばい状態にあ
り、利用者が固定化している
傾向にある。
今後は広報のあり方について
創意工夫し、青少年育成・環
境教育の場としての利用促進
を目指すとともに、安全で快
適に利用していただくための
施設整備を行っていく。

黒髪山キャンプフィールドの
利用者は増加したものの、青
少年野外活動センターの利用
者は減少しており、利用者も
固定化している傾向にある。
今後はさらなる広報活動に努
めるとともに、魅力的なプロ
グラムを実施し、新規の利用
者の獲得に向け、事業を展開
していく。また、学校以外で
の子どもの居場所が求められ
ていることや自然体験の機会
の減少が懸念される中、青少
年の健全育成の教育・体験活
動の場としての利用促進に努
めていく。

利用者の満足度を高めるため
ニーズの高い事業や地域にあ
る自然などを活かした幅広い
魅力的な事業を実施するとと
もに、さらなる広報活動の拡
充を行い、青少年の健全育成
のための教育・体験活動の場
として利用促進に努める。ま
た、家庭では出来ない体験や
学校とは別の仲間との繋がり
の中で、社会性や協調性等の
社会でたくましく生きていく
力を身に付ける機会となるよ
う、事業を展開する。

黒髪山キャンプフィールド、
青少年野外活動センターとも
に昨年度に比べて利用者が減
少しており、利用者も固定化
している傾向にある。新規利
用者の獲得と利用者の満足度
を高めるため、ニーズの高い
事業や地域にある自然などを
活かした幅広い魅力的な事業
を実施するとともに、更なる
広報活動の拡充を行い、青少
年の健全育成のための教育・
体験活動の場として利用促進
に努める。

Ｂ Ｂ

取り組み内容・成果等

青少年野外体験施設である黒
髪山キャンプフィールドと青
少年野外活動センターの平成
27年度の利用者数は12,577人
であった。また、継続的な施
設整備により、安全で快適な
施設提供に努めることで、野
外活動等を通じた青少年の健
全育成が図れた。

青少年野外体験施設である黒
髪山キャンプフィールドと青
少年野外活動センターの平成
28年度の利用者数は12,279人
であった。このうち、黒髪山
キャンプフィールドの利用者
数は、ホームページやチラシ
等による広報活動による成果
もあり、平成27年度に比べ、
395人増加した。

黒髪山キャンプフィールドと
青少年野外活動センターにお
いて、キャンプ活動や野外体
験活動等の学習機会を提供し
た。両施設の総利用者数は
12,497人であった。青少年野
外活動センターでは、親子の
ふれあいと農業体験を組合せ
た魅力的な事業展開などによ
り利用者が増加した。

青少年野外体験施設である黒
髪山キャンプフィールドと青
少年野外活動センターの平成
30年度の利用者数は11,888人
であった。黒髪山キャンプ
フィールドでは利用者アン
ケートにて毎回好評を得てお
り、満足度が高い施設となっ
ている。野外活動センターで
は親子農業体験や自然体験教
室など様々な事業展開で学習
機会を提供した。

(予算)

12,040 (目標)

(実績) 11,888

千円

(目標) 12,000 (目標) 12,080 (目標) 12,120 (目標)

(実績)

(決算) 29,546 千円

12,160

(実績) 12,577 (実績) 12,279 (実績) 12,497

(決算)27,412 千円 (決算)

平成26年度
実績値

平成30年度平成27年度 平成28年度

(決算) 28,323 千円 (決算)

平成31年度

(予算) 28,118 千円 (予算) 27,413 30,793 千円29,710千円 (予算)27,213 千円 (予算)

目標値と実績値

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

平成29年度

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 28 事業名 青少年野外体験施設の運営管理 部名 教育部 課名 地域教育課

該当なし

自然環境の中での野外活動やレクリエーション活動を通じて、青少年の
心身の健全な育成を図ります。

千円

11,998

27,212 千円

予算・決算額

事業内容

指標 市営青少年野外体験施設の
利用者数（人）



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

意見等に対する対応状況

・利用申込の方法について
は、不便を感じている市民の
方もいることから、今後改善
策を検討していきたい。
・黒髪山キャンプフィールド
については、利用者が減少し
ていることから、今後利用者
の増加を目指して、魅力ある
体験プログラムの開発、広報
の拡充等利用促進を図る取組
を検討していきたい。
・平成27年度から、青少年野
外活動センターが当課の所管
となり、青少年育成・環境教
育の場として、黒髪山キャン
プフィールドとの一体的な利
用促進を目指していきたい。

・黒髪山キャンプフィールド
の利用申込の方法について
は、その改善策を施設の指定
管理者と協議し、検討中であ
る。しかし、インターネット
での申込を可能とすると、使
用料が無料であることもあ
り、無責任な申込が増加する
等の懸案事項もあることか
ら、慎重に検討したいと考え
ている。
・利用者からのアンケート結
果等を参考にし、利用者が増
加するよう、魅力的なプログ
ラムの提供に努めていきた
い。

・不登校生の対策施設として
の利用は、所管課においても
青少年の野外体験施設として
認知はされているものの利用
までには至っていないという
現状であるが、施設利用時に
は協力をしていく。なお、現
状で両施設ともに青年だけの
利用も可能である。
・指標については、現在、第
４次総合計画（後期基本計
画）と併せているが、ご意見
にあるように、人口減少に伴
い利用者数を指標にすること
についての妥当性や、指標の
見直しについても検討する必
要があると考えている。

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

平成31年度平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ー

Ｂ Ｂ

Ａ

Ｂ Ｂ

Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

利用実績が年々減少している
のが気にかかる。
児童館は地域の子育て拠点と
しての役割が強く求められて
いるため、広報活動を通して
利用者の拡大に努めていただ
きたい。

児童館の利用人数が減少して
いることが気になります。

児童館の案内を検索すると、
不親切なイメージのものが表
示されています。
初めて行く人は、場所も含め
て検索すると思いますので、
まずはそこから直した方が良
いのではないでしょうか？

子ども・子育て会議
における意見等

・ 放課後児童健全育成事
業、児童館の事業の更なる充
実を願う。子ども食堂など帰
宅後一人で過ごす子どもが多
い校区では、子ども食堂の実
施を助成するなどの対応があ
ればと思う。放課後の過ごし
方が子どもの人との関係性の
育ちにつながる。評価は単な
る事業実施だけではなく、子
どもの笑顔や人との関係性、
登校率などに相関していけた
らと思う。また、児童館と連
携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親
子を対象とした交流、子育て
についての相談、情報提供、
その他の援助を行う子育て広
場の実施、地域における子育
て支援の充実につながる利活
用の促進が課題である。

・利用を促進するため、誘客
が図れるイベント等を実施し
てはどうか。
・子育て支援、相談の場が広
がり、充実してきている。利
用者が、支援、相談の場の全
体像を把握し、ニーズに応じ
て選択できるような情報提示
が求められるのではないか。
・児童館一律ではなく、各々
の児童館の特色（職員や利用
者、立地条件）を生かした運
営が、魅力ある児童館につな
がっていくのではないかと思
う。

・放課後児童健全育成事業、児
童館の事業の更なる充実を願
う。子ども食堂など帰宅後一人
で過ごす子どもが多い校区で
は、子ども食堂の実施を助成す
るなどの対応があればと思う。
放課後の過ごし方が子どもの人
との関係性の育ちにつながる。
評価は単なる事業実施だけでは
なく、子どもの笑顔や人との関
係性、登校率などに相関してい
けたらと思う。また、児童館と
連携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親子
を対象とした交流、子育てにつ
いての相談、情報提供、その他
の援助を行う子育て広場の実
施、地域における子育て支援の
充実につながる利活用の促進が
課題である。
・児童館の事業等を広く普及
し、広報することは、放課後事
業にも繋がる。C-評価で終わる
ことなく、連携が求められるの
ではないか。
・これから夫婦ともに就労して
いる家族は増えていく中で、地
域で子どもを育てる仕組みは大
事だと思う。小学生になると子
どもの親の姿が見えにくくな
り、何かあっても気軽に話がで
きる環境でないのが気がかりで
ある。親が先生や支援者とだけ
でも繋がり合える仕組みをどの
ように構築するかが課題だと思
う。
・就園前の子どもと保護者を対
象としている地域子育て支援拠
点事業の充実も大切です。一方
で、児童館は児童、中高生の居
場所としての機能を充実する取
組にも力を入れていただきたい
です。

・児童館の数が限られ、少子化
の中では、利用者を子どもの健
全育成と若者が集って来れるプ
ログラムが必要ではないか
・Ｃ評価に関わって「引き続
き」これまで同様の取組を進め
ることで改善されるのか疑問。
いずれも広報活動の強化が改善
策として挙げられているが、具
体的な方策の提示が望まれる。

今後も引き続き、地域の子育
て支援拠点として、子育て親
子を対象とした交流、子育て
についての相談、情報提供、
その他の援助を行う子育て広
場を実施し、地域における子
育て支援の充実を目指す。さ
らに、児童館の事業等を広く
広報することにより、館の利
活用の促進を図る。

実施したアンケートでは、既
存の利用者の満足度は概ね高
いという結果であった。今後
も引き続き、地域の子育て支
援拠点事業の連携型として子
育て広場を実施し、地域にお
ける子育て支援に貢献する。
また、児童館の事業等を広く
広報することにより、新規の
利用者の獲得を図る。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

30,376

平成31年度

取り組み内容・成果等

児童館(４館）において、午
前中の時間帯を活用して、就
学前の児童と保護者の交流、
子育てについての相談、情報
提供や講座等を行う地域子育
て支援拠点を開設している。

児童館での各種活動や、地域
子育て支援拠点事業等を通じ
て　「子どもの居場所づく
り」や「児童の健全育成」を
促進した。

地域子育て支援拠点や児童館
のイベント活動ではSNS等を
活用した広報活動を実施し
た。児童館の運営にあたって
は地域や近隣の保育所、小、
中学校等と連携し「児童の健
全育成」に努めた。また、児
童館の利用者にアンケートを
行い、満足度調査を実施し
た。

地域子育て支援拠点や児童館
のイベント活動ではSNS等を
活用した広報活動を実施し
た。児童館の運営にあたって
は地域や近隣の保育所、小、
中学校等と連携し「児童の健
全育成」に努めた。

今後も引き続き、地域の子育
て支援拠点として、子育て親
子を対象とした交流、子育て
についての相談、情報提供、
その他の援助を行う子育て広
場を実施し、地域における子
育て支援の充実を目指す。さ
らに、児童館の事業等を広く
広報することにより、館の利
活用の促進を図る。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

今後も引き続き、地域の子育
て支援拠点として、子育て親
子を対象とした交流、子育て
についての相談、情報提供、
その他の援助を行う子育て広
場を実施し、地域における子
育て支援の充実を目指す。さ
らに、児童館の事業等を広く
広報することにより、館の利
活用の促進を図る。

担当課評価 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

平成30年度

43,543 千円(決算)

(実績)

38,500

(実績)34,395 (実績)

目標値と実績値

(目標) 39,700 (目標)

31,266

(目標)

(実績) 36,425 (実績)

37,628

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 (7)地域子育て支援拠点事業

平成29年度

46,248

(決算) 43,732 千円

46,114

平成26年度
実績値

平成31年度

(目標)

(予算)千円 (予算)

39,10039,700

46,253

千円

38,000

(決算)

45,455 千円

(目標)

千円

千円

事業内容

指標 児童館(4館)の利用者数（人）児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点としての
事業を行い、より開かれた児童館をめざします。また、安全面を第一に
施設の老朽化具合など、優先順位をつけて計画的に整備を進めます。

平成27年度 平成28年度

(決算)

(予算)

52,650

平成30年度

予算・決算額
千円

千円 (予算)

(決算)

(予算) 50,73855,663

千円

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 29 事業名 児童館事業の充実 部名 子ども未来部 課名 子ども育成課



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

Ａ Ａ Ａ

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ

利用実績が年々減少している
のが気にかかる。
児童館は地域の子育て拠点と
しての役割が強く求められて
いるため、広報活動を通して
利用者の拡大に努めていただ
きたい。

児童館の利用人数が減少して
いることが気になります。

児童館の案内を検索すると、
不親切なイメージのものが表
示されています。
初めて行く人は、場所も含め
て検索すると思いますので、
まずはそこから直した方が良
いのではないでしょうか？

Ａ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

Ａ

子ども・子育て会議
における意見等

意見等に対する対応状況

・地域の中での子どもの居場
所、遊びの拠点として、安定
した日常生活を支援するとと
もに、児童個々にきめ細やか
な相談・援助を行った。
・各々の児童館の近隣にある
地域子育て支援センター等と
連携・協働して、支援セン
ターのノウハウを活かした講
座や、地域交流会などを開催
した。
・各々の児童館では地域の実
情に応じた取組を行っている
が、今後、児童館の取組を市
ホームページ等で公開し、利
用促進につなげていきたい。

・放課後の安全安心な子ども
の居場所として、適切な遊び
や生活の場を提供し、児童の
健全育成を図った。なお、利
用者ニーズの把握及び児童館
事業の更なる充実を図るた
め、今後、児童及び保護者へ
のアンケート調査の実施等を
検討していく。
・地域の子育て支援拠点とし
て、子育て親子を対象とした
広場の実施など、地域におけ
る子育て支援の充実を図った
が、今後は、子育て支援セン
ターや子育てナビゲーター等
とともに地域連携の強化及び
相談体制を構築し、利活用の
促進につなげていきたい。
・児童館の取組を市ホーム
ページ等で公開し、利用促進
を図ったが、今後はFacebook
やTwitterなどのＳＮＳを活
用した効果的な広報活動を検
討していく。

・児童館の取組（イベント
等）を市ホームページでの公
開やチラシの設置等で、利用
促進を図った。今後は
FacebookやTwitterなどのＳ
ＮＳを活用した効果的な広報
活動を検討していく。

奈良市ホームページを今後刷
新する予定のため、その際
に、児童館への分かりやすい
案内を掲載する。

・ 放課後児童健全育成事
業、児童館の事業の更なる充
実を願う。子ども食堂など帰
宅後一人で過ごす子どもが多
い校区では、子ども食堂の実
施を助成するなどの対応があ
ればと思う。放課後の過ごし
方が子どもの人との関係性の
育ちにつながる。評価は単な
る事業実施だけではなく、子
どもの笑顔や人との関係性、
登校率などに相関していけた
らと思う。また、児童館と連
携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親
子を対象とした交流、子育て
についての相談、情報提供、
その他の援助を行う子育て広
場の実施、地域における子育
て支援の充実につながる利活
用の促進が課題である。

・利用を促進するため、誘客
が図れるイベント等を実施し
てはどうか。
・子育て支援、相談の場が広
がり、充実してきている。利
用者が、支援、相談の場の全
体像を把握し、ニーズに応じ
て選択できるような情報提示
が求められるのではないか。
・児童館一律ではなく、各々
の児童館の特色（職員や利用
者、立地条件）を生かした運
営が、魅力ある児童館につな
がっていくのではないかと思
う。

・放課後児童健全育成事業、児
童館の事業の更なる充実を願
う。子ども食堂など帰宅後一人
で過ごす子どもが多い校区で
は、子ども食堂の実施を助成す
るなどの対応があればと思う。
放課後の過ごし方が子どもの人
との関係性の育ちにつながる。
評価は単なる事業実施だけでは
なく、子どもの笑顔や人との関
係性、登校率などに相関してい
けたらと思う。また、児童館と
連携した取り組みや地域の子育
て支援拠点として、子育て親子
を対象とした交流、子育てにつ
いての相談、情報提供、その他
の援助を行う子育て広場の実
施、地域における子育て支援の
充実につながる利活用の促進が
課題である。
・児童館の事業等を広く普及
し、広報することは、放課後事
業にも繋がる。C-評価で終わる
ことなく、連携が求められるの
ではないか。
・これから夫婦ともに就労して
いる家族は増えていく中で、地
域で子どもを育てる仕組みは大
事だと思う。小学生になると子
どもの親の姿が見えにくくな
り、何かあっても気軽に話がで
きる環境でないのが気がかりで
ある。親が先生や支援者とだけ
でも繋がり合える仕組みをどの
ように構築するかが課題だと思
う。
・就園前の子どもと保護者を対
象としている地域子育て支援拠
点事業の充実も大切です。一方
で、児童館は児童、中高生の居
場所としての機能を充実する取
組にも力を入れていただきたい
です。

・児童館の数が限られ、少子化
の中では、利用者を子どもの健
全育成と若者が集って来れるプ
ログラムが必要ではないか
・Ｃ評価に関わって「引き続
き」これまで同様の取組を進め
ることで改善されるのか疑問。
いずれも広報活動の強化が改善
策として挙げられているが、具
体的な方策の提示が望まれる。

Ａ Ａ

平成31年度

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

該当なし

指標 参加人数（人）
平成26年度
実績値

(予算) 1,500 千円 (予算)

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

平成31年度

1,800

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 30 事業名 スポーツ体験フェスティバルの開催 部名 市民部 課名 スポーツ振興課

1,500

事業内容

1,500 千円 (予算) 1,700 千円

予算・決算額

平成29年度

(決算) 1,500(決算)

「体育の日」にちなんで、スポーツの裾野を拡大し、「見て、触れて、
体験」することにより、子どもたちがスポーツに親しみ、取り組む足が
かりとなる場を提供します。

千円 (決算) 1,685 千円

(予算)

平成27年度 平成28年度

(決算)

(予算)1,700 千円

2,600

千円

平成30年度

(目標) 2,800

1,700 千円

千円(決算) 1,700 千円

(目標)

Ａ Ａ Ａ

(実績) 3,000 (実績)

取り組み内容・成果等

スタンプラリーによる、様々
な種目のスポーツ体験（２３
カ所）を設け、参加者にスタ
ンプを集めながら、各種目を
体験していただいた。前年、
鴻ノ池運動公園内の施設が工
事中により参加者が少なかっ
たが、全施設を使用し実施し
たところ多数の市民の方に参
加いただけた。

スタンプラリーによる、様々
な種目のスポーツ体験（２３
カ所）を設け、参加者にスタ
ンプを集めながら、各種目を
体験していただいた。また、
フリースタイルサッカーやダ
ブルダッチの新しいスポーツ
の方に出演頂き、多くの市民
の方に楽しんでいただけた。

スタンプラリーによる、様々
な種目のスポーツ体験（２３
カ所）を設け、参加者にスタ
ンプを集めながら、各種目を
体験していただいた。また、
２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向け
て、機運醸成イベント及びホ
ストタウン事業に繋がる取組
みを行った。

2,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

―

・広報活動に関わっては、他
の事業においても、その強化
が求められている。事業ごと
の強化だけではなく、市全体
として、事業を関連付けなが
ら、総合的に広報を強化して
いく視点も必要だと考える。

来場者アンケートを実施して
おり、参加者の属性やスポー
ツに対する取り組みなどを把
握することにより、今後の施
策に繋げたいと考えます。

フェスティバルを通じて、ス
ポーツへの関心を高めること
はとても良いことだと思いま
す。一方で、目標と実績につ
いて、正式な人数把握が必要
ではないかと思います。

初めて見るスポーツ、初めて
触る道具、初めて知るルール
を「見て・触れて・体験し
て」スポーツに興味を持って
もらい、各競技のすそ野を広
げ、スポーツ人口の増進に寄
与する。また奈良市健康ス
ポーツポイント事業の指定事
業として、参加された市民の
方に奈良市ポイントの付与を
行った。

初めて見るスポーツ、初めて
触る道具、初めて知るルール
を「見て・触れて・体験し
て」スポーツに興味を持って
もらい、各競技のすそ野を広
げ、スポーツ人口の増進に寄
与する。また２０２０年東京
オリンピックに向け市民のス
ポーツに対する関心を更に高
める取り組みを行う。

(実績)

平成31年度

スタンプラリーによる、様々
な種目のスポーツ体験（２６
カ所）を設け、参加者にスタ
ンプを集めながら、各種目を
体験していただいた。また、
２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向け
て、ホストタウン事業紹介、
パラリンピック種目体験を設
け機運醸成に繋がる取組みを
行った。

目標値と実績値

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

初めて見るスポーツ、初めて
触る道具、初めて知るルール
を「見て・触れて・体験し
て」スポーツに興味を持って
もらい、各競技のすそ野を広
げ、スポーツ人口の増進に寄
与する。また２０２０年東京
オリンピック・パラリンピッ
クに向けパラリンピック種目
体験を設け、市民のスポーツ
に対する関心を更に高める取
り組みを行う。

(実績) 3,300 2,600

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

初めて見るスポーツ、初めて
触る道具、初めて知るルール
を「見て・触れて・体験し
て」スポーツに興味を持って
もらい、各競技のすそ野を広
げ、スポーツ人口の増進に寄
与する。また、鴻ノ池運動公
園が気軽に訪れられる市民の
憩いの場となるようフェス
ティバル開催時に賑わいの創
設を図る。

2,000 (目標) 2,200 (目標)

(実績)

(目標) 2,400

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

平成27年度

―
子ども・子育て会議
における意見等

意見等に対する対応状況 ―

当事業は、日頃の運動不足解
消や、幼・少年のスポーツに
親しむきっかけ作りとして幅
広い層を対象としており、広
く参加につながるよう関係部
署、関係団体と連携を図り広
報に努めます。

―

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ Ａ

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

担当課評価



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

平成27年度

意見等に対する対応状況 ―

競技力の向上だけでなく、ス
ポーツ好きの子ども達を育成
している事業の内容を、関係
部署、関係団体と連携を図り
更なる広報活動に努めます。

―

スポーツ体験フェスティバル
において、スポーツ少年団が
競技団体と連携を図り、幼・
少年のスポーツに親しむきっ
かけ作りとして各ブースの運
営やＰＲ活動に取組んでいま
す。

担
当
課
評
価

Ａ Ａ Ａ

平成29年度 平成30年度 平成31年度

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ

少子化等により、登録団数・
団員数が減少しているため、
子どもたちが積極的に参加で
きる魅力ある事業の展開を行
い登録数の増加に努め、青少
年の心身の健全な発達と体力
の向上を図る。

少子化等により、登録団数・
団員数が減少しているため、
子どもたちがスポーツを通じ
てこころと身体を育て、積極
的に参加できる魅力ある事業
の展開を行い登録数の増加に
努め、青少年の心身の健全な
発達と体力の向上を図る。

目標値と実績値

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担当課評価

スポーツやレクリエーション
活動を通し青少年の心身の健
全な発達と、子どもたちの体
力向上を図ることを目的に各
種スポーツ大会、体力つくり
大会、スキー教室の実施、近
畿・全国大会等への派遣を
行った。

スポーツやレクリエーション
活動を通し青少年の心身の健
全な発達と、子どもたちの体
力向上を図ることを目的に各
種スポーツ大会、体力つくり
大会、スキー教室の実施、近
畿・全国大会等への派遣を
行った。

平成27年度

子ども・子育て会議
における意見等

―

・広報活動に関わっては、他
の事業においても、その強化
が求められている。事業ごと
の強化だけではなく、市全体
として、事業を関連付けなが
ら、総合的に広報を強化して
いく視点も必要だと考える。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

9.9

8.8 (実績)

取り組み内容・成果等

スポーツやレクリエーション
活動を通し青少年の心身の健
全な発達と、子どもたちの体
力向上を図ることを目的に各
種スポーツ大会、体力つくり
大会、スキー教室の実施、近
畿・全国大会等への派遣を
行った。

Ｂ

平成28年度

少子化や子どもを取り巻く環
境の変化により、登録団数・
団員数が減少しているが、ス
ポーツ活動を通じて、日本ス
ポーツ少年団本部の理念であ
る「次代を担う健全なからだ
とこころを持った青少年の育
成」を図っていく。

少子化等により、登録団数・
団員数が減少しているため、
子どもたちが積極的に参加で
きるよう事業内容の見直し
や、単位団への広報などに努
め、青少年の心身の健全な発
達と体力の向上を図る。

―

ＢＢ Ｂ

スポーツ体験フェスティバル
との連携を図り、目標値を達
成できるよう引き続き取り組
みの推進をお願いします。

Ａ Ａ

Ａ

スポーツやレクリエーション
活動を通し青少年の心身の健
全な発達と、子どもたちの体
力向上を図ることを目的に各
種スポーツ大会、体力つくり
大会、スキー教室の実施、近
畿・全国大会等への派遣を
行った。

(目標)

(実績) 9.１ (実績)

9.5 (目標) 9.7(目標) 9.１ (目標) 9,3 (目標)

(実績)8.5 (実績) 8.8

1,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度

千円 (予算) 1,000

予算・決算額

(予算) 1,150 千円千円 (予算) 1,000

千円 (決算) 1,000(決算) 1,150 千円 (決算)

事業内容

指標 スポーツ少年団加入率（％）
平成26年度
実績値

8.9

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

スポーツ少年団事業として魅力ある本部事業を展開し、団への加入を促
進することにより、子どもたちのスポーツの継続的な活動を促進しま
す。

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 31 事業名 スポーツ少年団の育成 部名

平成30年度

市民部 課名 スポーツ振興課

平成31年度

千円 (決算) 千円

千円(予算) 1,000 千円 (予算) 1,000

(決算) 1,000 千円



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

市民部
観光経済部

課名
文化振興課

奈良町にきわい課

指標

(決算)

12,397

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 32 事業名 子どもを対象とした文化事業の実施 部名

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業内容
子どもたちが優れた芸術や伝統的な芸能等、文化に親しむ機会を設けま
す。

予算・決算額

事業の実施件数（件）及び
参加人数（人）

10,942

平成26年度
実績値

千円 (予算)

33件
47,235人

千円 (予算) 13,324

千円

千円千円 (予算)

55件
53,000人

(目標)
55件

53,000人

(決算) 千円(決算) 8,880

子ども・子育て会議
における意見等

・芸術、文化に親しむ機会を
持つことが青少年にとってど
のような教育的価値があるの
かをアピールできるとよいの
ではないか。私立幼稚園や小
中高等学校にも広報的な活動
を行うこともできるかと思
う。
・バレエ、オペラ、クラッ
シックコンサートなど、子ど
もは観劇ができない規定に問
題を感じる。子どものための
格安の料金設定や、子どもの
ための観劇日を作らなければ
芸術を肌で感じる事はでき
ず、興味も湧かずに先には進
まないのではないか。

(実績)
32件

49,968人

恒例化している事業のマンネリ
化の防止や、集客が目標に至ら
なかった事業の問題点の把握や
改善、またその魅力の伝え方等
課題は多い。地域や関係団体等
との連携を強化して創意工夫を
図り、積極的に取組む必要があ
る。

41件
59,201人

(実績)
37件

34,778人

各文化施設では、少子化が進む
中、それぞれの特徴を活かし、
子どもや親子、子どもと大人な
ど子どもを対象とした、子ども
に喜んでもらえる内容に心がけ
各種事業を実施した。実施に当
たっては、幼稚園、保育園をは
じめ小学校へのチラシ配布や教
育委員会の後援を得るなどより
多くの方々に参加していただけ
るよう広報活動を行った。

各文化施設では、子どもたちを
対象にした各種教室や親子を対
象にした創作活動、フェスティ
バルなど誰もが自由に参加でき
るイベントなど多種多様な事業
を行い、これらの体験を通して
創造性、表現力、豊かな感性の
育成に努めてきた。特に、地域
における各種団体や学校など官
民が連携・協力して取組んだ事
業では、目標を上回る参加者と
なった。

Ｂ Ｂ

平成29年度

千円

(実績)

(予算)

(決算) 10,957千円16,402 千円

担当課評価 Ｂ

(予算) 14,507

(決算) 12,672

15,502 千円

平成27年度 平成28年度

(目標)
55件

53,000人
(目標)

(実績)
45件

48,805人
(実績)

55件
53,000人

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

実施事業や実施団体の定例化
が進んでしまい、新しい観点
からの事業開催に取り組むべ
き段階と考える。地域団体や
他課との積極的な協働や、入
場料の低廉化などを図り、参
加者数の増加に努める。

今後も子どもを対象とした事
業を継続して実施する。楽し
いだけでなく子どもたちの糧
となるもの、参加しやすい時
期、参加料などその事業内容
にも工夫を加え実施する必要
がある。

子どもを対象とした事業を継続
して実施するにあたり、子ども
達が興味を抱き、幼児から若い
世代まで、また大人達と共に幅
広く、気軽に参加し、文化芸術
や人との交流の機会が提供でき
るように、創意工夫を行いより
良い事業、広報活動を行う。

取り組み内容・成果等

集計方法を変更したため、事
業数は減少しているが、前年
までと同様の取り組みを実施
しており、目標を超えた参加
者を確保できた。今後も引き
続き、より多くの子供たちが
参加できるよう事業展開に取
り組む。

目標値と実績値

(目標)
55件

50,000人
(目標)

各文化施設や実行委員会では、
その特徴を活かし、子どもを対
象に継続事業や新たな事業など
各種事業を行った。天候の影響
を受け、参加者数が伸びなかっ
た事業もあったが、リピーター
へと繋がりを見せている事業も
ある。また、広報活動に於いて
も、従来と同様に各種団体、関
係機関等への協力、連携体制を
築きながら取り組んだ。

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

Ａ

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ

Ａ

当事業は、子どもたちが優れ
た芸術や伝統的な芸能等、文
化に親しむきっかけ作りとし
て幅広い層を対象としてお
り、広く参加につながるよう
関係部署、関係団体と連携を
図り広報に努めます。

Ａ

意見等に対する対応状況

・公立私立を問わず、地域の
園や学校に広報活動を行って
いる事業や施設もあるもの
の、まだまだ質、量ともに十
分とは言い難く、より積極的
な広報活動が必要かと思われ
る。
・子どものための料金設定や
観劇日について、今後もそう
いった事業の展開を検討して
いくことに加え、現在実施し
ている事業の広報活動にも力
を入れていきたい。

Ａ Ａ Ａ

平成31年度

ー

Ｂ

平成30年度

・広報活動に関わっては、他
の事業においても、その強化
が求められている。事業ごと
の強化だけではなく、市全体
として、事業を関連付けなが
ら、総合的に広報を強化して
いく視点も必要だと考える。

No,18世界遺産学習との連携
を図れるのではないでしょう
か。
事業件数が減少していること
が気になりますが、人数が増
えているので、取組について
工夫されていると推察しま
す。今後も子どもの人数を増
やしていけるよう取り組んで
ください。

ー

伝統芸能や民話等の古来の文
化芸術を題材とする事業は展
開していますが、世界遺産そ
のものを対象とするというの
は事業を展開する上であまり
ない視点であり興味深く感じ
ます。
より多くの子どもたちが興味
関心を抱けるように、今後も
企画内容や広報手段について
検討を行い、多様な事業の展
開に努めます。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

海外では、平日の夜間、ま
たは土曜日等、博物館のナ
イトミュージアム&無料開放
Dayが開催されています。博
物館が奈良市には色々あ
り、これらの施設をもっと
活用する方法を検討してい
ただきたいです。
土、日曜日、家族が出掛け
る事が難しい場合でも、一
緒に楽しむ事ができる、美
術館、博物館を含めた芸術
文化に触れる機会を増やす
試みをしていただきたいで
す。

Ａ

平成27年度

・芸術、文化に親しむ機会
を持つことが青少年にとっ
てどのような教育的価値が
あるのかをアピールできる
とよいのではないか。私立
幼稚園や小中高等学校にも
広報的な活動を行うことも
できるかと思う。
・バレエ、オペラ、クラッ
シックコンサートなど、子
どもは観劇ができない規定
に問題を感じる。子どもの
ための格安の料金設定や、
子どものための観劇日を作
らなければ芸術を肌で感じ
る事はできず、興味も湧か
ずに先には進まないのでは
ないか。

子ども・子育て会議
における意見等

Ａ

・広報活動に関わっては、
他の事業においても、その
強化が求められている。事
業ごとの強化だけではな
く、市全体として、事業を
関連付けながら、総合的に
広報を強化していく視点も
必要だと考える。

・件数は少ないが、参加人
数については目標を大きく
超えており評価できる。今
後は件数を増やし、参加人
数の増加につなげていただ
きたい。

平成28年度

現行事業に加え、各文化施
設の特徴を活かしながら、
子ども達により多くの文化
芸術に触れていただく機会
を提供できるよう、創意工
夫と他団体等と広く連携を
図り事業の実施に努めま
す。なお、写真美術館や書
道美術館などでは毎年「な
ら燈花会」の開催に合わせ
夜間の開館を行っていま
す。

平成29年度

Ａ Ａ

なら100年会館「こどもお能
教室」、奈良市音声館「出
張わらべうた教室」、奈良
市美術館「親と子のやさし
いアート体験」の各事業
は、学校教育との連携を図
り、子どもたちが芸術文化
に親しむきっかけ作りと
し、広く参加につながるよ
う関係部署、関係団体と連
携を図り広報に努めます。

　今後も件数及び参加人数
の増加に努めます。

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ

意見等に対する対応状況

・公立私立を問わず、地域
の園や学校に広報活動を
行っている事業や施設もあ
るものの、まだまだ質、量
ともに十分とは言い難く、
より積極的な広報活動が必
要かと思われる。
・子どものための料金設定
や観劇日について、今後も
そういった事業の展開を検
討していくことに加え、現
在実施している事業の広報
活動にも力を入れていきた
い。

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供し
ましたか

Ａ

平成31年度

Ａ

ー

今後も、訪問先や内容につ
いて創意工夫を行い、柔軟
なスタンスで、未来を担う
子ども達に奈良で芸術の素
晴らしさを知り、学び、体
験する機会を継続して提供
する。

平成28年度

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ

平成30年度

平成31年度

ー

平成29年度 平成30年度

Ｂ

Ａ

なら100年会館で子どもお能
の出張披露、万葉オペラ・
ラボアウトリーチ事業、奈
良市音声館で紙芝居公演、
わらべうた遊びの指導派
遣、市美術館にて親と子の
やさしいアート体験を実施
しました。
実施数は目標に届きません
でしたが、目標以上の方に
参加していただきました。
今後も、より幅広い方々に
対し、活動を展開していけ
るよう取り組みます。

平成27年度

事業実施により、すぐに効
果が表れるものではなく、
予算の問題や指定管理者制
度の期間の問題等もある中
で、来館が難しい未就園児
などに対して、地道な取り
組みを行ってまいります。
参加者を増やすため、広報
活動を徹底します。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

なら100年会館では、こどもお能
教室や万葉オペラ・ラボアウト
リーチ、なら100年アウトリーチ
事業を市内小学校等へ出向き
行った。また、音声館において
は大型紙芝居やわらべうた教室
を幼稚園・小学校など各所から
の依頼を受け、出張公演等を
行った。また、奈良市美術館で
は、親と子のやさしいアート体
験を行った。他の施設に於いて
も他のイベントに合わせて開館
時間の延長を行い、より多くの
子どもたちに文化・芸術に触れ
る機会の提供を行っているが、
実施件数は目標には届いていな
い。

取り組み内容・成果等

今後もこれまで行ってきた
事業を継続・発展させ、よ
り多くの子ども達に文化・
芸術に触れる機会を提供し
ていく。また、他の施設に
おいても、其々の特徴を活
かした事業の実施に向け検
討を行う。

なら100年会館では、こどもお能
教室による社寺での奉納や出張
披露、小学校や社会福祉施設等
での室内楽演奏会・楽器体験を
実施した。また、奈良市音声館
では、大型紙芝居の幼稚園、小
学校での出張公演、わらべうた
普及事業として幼稚園、保育園
等での「出張わらべうた教室」
を実施した。奈良市美術館では
「親と子のやさしいアート体
験」を実施した。
参加人数は、目標値を超えまし
た。今後も、より幅広い方々に
対し、活動を展開していけるよ
う取り組みます。

なら100年会館では、奈良発祥の
伝統文化「お能」を学び、寺社
等での発表など様々な体験をお
能を通じ経験していただいた。
また、小学校や来館することが
困難な方々のところへ訪れ、室
内演奏会・楽器体験やオペラの
出張公演を行った。音声館で
は、幼稚園・小学校への大型紙
芝居の出張公演や「出張わらべ
うた教室」を行った。奈良市美
術館では、一部予定していた講
座が講師の都合により中止とな
り、参加目標人数の届かなかっ
たが「親と子のやさしいアート
体験」を行った。

今後も、訪問先のニーズに
対応できるよう柔軟に、内
容に工夫をこらし、継続し
てまいります。

目標値と実績値

20件
4,000人

(実績)

(予算) 4,313(予算) 千円 (予算) 3,943 千円

(目標)
20件

4,800人

7件
6,925人

予算・決算額

(予算)

千円8,054

(目標)

4,278

7件
4,040人

(実績)
6件

5,708人

千円 2,373

9,167 千円

(決算) 3,661

4,821 千円

(決算)

千円 (予算)

(決算)(決算) 千円(決算)

(実績)(実績)
7件

5,458人

(目標)(目標)
20件

4,800人
20件

4,800人

2,752 千円

(目標)
20件

4,800人

千円

(実績)

学校教育との連携を図り、子どもたちが芸術文化に親しむ機会を充実
させます。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

事業内容

平成31年度

12件
3,802人

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

指標
事業の実施件数（件）及び

参加人数（人）
平成26年度
実績値

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 33 事業名 アウトリーチ活動の実施 部名 市民部 課名 文化振興課



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

子ども・子育て会議
における意見等

・相談業務においては、子ども
にやさしいまちづくり条例に記
載されているように、子どもが
直接相談できるよう工夫をして
いただきたい。

・相談業務の充実は必要である
が、予防・未然防止に向けた取
り組みも進めていただき、不登
校の生徒の減少を図っていただ
きたい。

意見等に対する対応状況

・校内においては、子どもの身
近にいるスクールカウンセラー
に気軽に相談できる教育相談体
制の整備に努めている。また、
教育センターにおける個別の心
理相談では、言語化しにくい子
どもの発達や心の状態に応じた
適切な支援につないでいる。
・平成27年度作成した「不登校
対策の手引き」を活用し教員の
研修を行うとともに、新たな不
登校をうまないための不登校の
予防・未然防止の取組を推進し
ている。

・平成28年度より不登校支援の
周知の為、広報イベント「カプ
ラでGo!」を開催している。
・教育センターでの相談につい
ては単発で終わるのではなく、
心理支援、発達支援、関係機関
等と連携したり、継続した相談
につなげたりするなどのフォ
ローを行っている。
・平成28年度以降全校に配置し
たスクールカウンセラーの有効
な活用についての教員研修を
行っている。
・各校での教育相談体制充実を
図るため、不登校対応カウンセ
ラーが学校への訪問を行い、学
校の体制づくりを支援してい
る。

・各校のスクールカウンセラー
は心理に伴う専門的知識や経験
を持ち、校内において児童生徒
や保護者が安心して相談ができ
る存在である。そのようなカウ
ンセラーと児童生徒保護者との
信頼関係の構築のための啓発や
周知については、PTAへの講演
や研修を行うなど各校において
工夫している。
・教育相談総合窓口では、相談
ニーズが高まっているが、出来
る限り早く相談を受けていただ
けるよう、体制の効率化を図る
など整備を進めている。今年度
は臨床心理士が増員され、より
相談を受けやすい体制となって
いる。今後も信頼される窓口と
して機能できるよう更なる相談
相談体制の充実に努める。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

取り組み内容・成果等

教育相談体制の充実を図るため
関係各課や専門機関と連携を深
めながら、不登校児童生徒や特
別な支援を必要とする幼児児童
生徒への適切な支援を行う。ス
クールカウンセラーを全市立学
校(中学校は県より）へ配置す
るとともに、教育センターに配
置した不登校対応カウンセラー
が市立小学校を巡回訪問し、不
登校支援体制の構築を推進す
る。

平成27年度 平成28年度

2,937(目標)

目標値と実績値

スクールカウンセラーが、学
校に派遣されていますが、
「時々しか会えない相手に、
本当に相談できるものなの
か？」「本当に親身になって
話を聞いてもらえるのか？」
「自分の希望する時間に相談
できるのか？」と言った初歩
的な所で、活用に繋がってい
ない現実がある様です。私た
ち親も含めて、スクールカウ
ンセラーに対しての信頼感を
構築する機会作りが必要だと
思われます。

教育センターにおける教育相
談総合窓口での対応が、不登
校や特別支援教育の相談ニー
ズの量に追いついていない現
状があると思われる。
信頼できる最初の窓口とし
て、増加する相談に対応でき
る十分な予算配分が望まれ
る。

・とても大切ですので、引き続
き取り組んでいただきたいと思
います。
・スクールカウンセラーが各学
校に配備され、相談できるよう
になったのは本当にありがたく
評価できる。
・窓口拡充や相談業務の、その
後のフォローアップケアも抜け
なきよう取り組んで頂けるよう
お願いします。

・不登校対応など教育相談の体
制の充実は喫緊の課題とも言え
ます。学校からのつなぎやカウ
ンセリングの予約などで時間が
かかるといった面もあるような
ので、より一層の充実をお願い
したいです。また、スクールカ
ウンセラーの在校日数が増え、
子ども自身がもっと簡単に相談
に行ける体制があれば、不登校
となる前に手が打てることもあ
るように思います。
・引き続き、積極的に巡回訪問
等を実施していただきたい。

Ｂ担当課評価 Ｂ

(実績)

(目標)

平成30年度 平成31年度

(目標) 2,9962,879 (目標)

19,823

引き続き、教育相談体制の充実を
図るため関係各課や専門機関と連
携を深めながら、不登校児童生徒
や特別な支援を必要とする幼児児
童生徒への適切な支援を行う。平
成30年度は、全市立学校に配置し
たスクールカウンセラーが各校の
課題に合わせた校内研修を実施し
たり教育センターに配置した不登
校対応カウンセラーが巡回訪問を
行ったりするなど不登校支援体制
の構築を推進し、今後も継続的に
実施する。

－

(目標)

(実績)

3,056

Ｂ

不登校やいじめなど学校生活に
かかわる相談や、障害のある幼
児児童生徒の就学やことばの問
題など、特別支援教育にかかわ
る対応について教育相談を実
施。教育センターに不登校対応
カウンセラーを配置し、昨年度
に引き続き平成29年度は、市立
小学校を訪問し、校内の不登校
支援体制の充実を目指す。

不登校やいじめなど学校生活にか
かわる相談や、障害のある幼児児
童生徒の就学やことばの問題な
ど、特別支援教育にかかわる対応
について教育相談を実施。教育セ
ンターに不登校対応カウンセラー
を配置し、平成30年度は、市立高
校と市立中学校への２回目のを訪
問を実施し、校内の不登校支援体
制の充実を図った。

(実績)

平成29年度

3,057

ー

(実績) 3,117(実績)2,819

教育相談体制の充実を図るため
関係課や子ども発達センター等
の専門機関と連携を深めなが
ら、不登校児童生徒や特別な支
援を必要とする幼児児童生徒へ
の適切な支援を行う。スクール
カウンセラーの配置について
は、全市立学校(中学校は県よ
り）へ配置し、スクールカウン
セリングを有効に活用するとと
もに、不登校の予防・未然防止
に努める。

教育相談体制の充実を図るため
関係各課や専門機関と連携を深
めながら、不登校児童生徒や特
別な支援を必要とする幼児児童
生徒への適切な支援を行う。ス
クールカウンセラーを全市立学
校(中学校は県より）へ配置す
るとともに、教育センターに配
置した不登校対応カウンセラー
が市立全中学校を巡回訪問し、
不登校支援体制の構築を推進す
る。

不登校やいじめなど学校生活に
かかわる相談や、障害のある幼
児児童生徒の就学やことばの問
題など、特別支援教育にかかわ
る対応について教育相談を実
施。今後もニーズは増えると予
想（年約２％）、各校の相談体
制の充実を目指す。

不登校やいじめなど学校生活に
かかわる相談や、障害のある幼
児児童生徒の就学やことばの問
題など、特別支援教育にかかわ
る対応について教育相談を実
施。教育センターに不登校対応
カウンセラーを配置し、市立全
中学校を訪問し、校内の不登校
支援体制の充実を目指す。

3,296

(決算)

Ｂ

教育センターにおける
来所教育相談延べ回数（回）

平成26年度
実績値

千円28,785(決算)

平成27年度

(決算)

(予算) 24,182

千円21,827

予算・決算額

千円 (予算)

(決算) 27,246

千円 (予算)

千円

2,823

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 34 事業名 教育相談業務の充実 教育部

平成28年度

部名

2,768

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成29年度 平成30年度

課名 教育支援・相談課

事業内容
教育センターに教育相談総合窓口を設け、カウンセラーを配置するとと
もに不登校や特別支援教育の相談、スクールカウンセラーの配置等を行
い、教育に関する様々な相談の充実を図ります。

指標

千円

(決算)

21,985 (予算)27,388

千円 千円

平成31年度

28,985千円 (予算) 千円 28,985



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

Ｂ

平成30年度 平成31年度

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ Ｂ Ｂ

平成27年度

Ａ担
当
課
評
価

平成28年度 平成29年度

意見等に対する対応状況

・校内においては、子どもの身
近にいるスクールカウンセラー
に気軽に相談できる教育相談体
制の整備に努めている。また、
教育センターにおける個別の心
理相談では、言語化しにくい子
どもの発達や心の状態に応じた
適切な支援につないでいる。
・平成27年度作成した「不登校
対策の手引き」を活用し教員の
研修を行うとともに、新たな不
登校をうまないための不登校の
予防・未然防止の取組を推進し
ている。

・平成28年度より不登校支援の
周知の為、広報イベント「カプ
ラでGo!」を開催している。
・教育センターでの相談につい
ては単発で終わるのではなく、
心理支援、発達支援、関係機関
等と連携したり、継続した相談
につなげたりするなどのフォ
ローを行っている。
・平成28年度以降全校に配置し
たスクールカウンセラーの有効
な活用についての教員研修を
行っている。
・各校での教育相談体制充実を
図るため、不登校対応カウンセ
ラーが学校への訪問を行い、学
校の体制づくりを支援してい
る。

・各校のスクールカウンセラー
は心理に伴う専門的知識や経験
を持ち、校内において児童生徒
や保護者が安心して相談ができ
る存在である。そのようなカウ
ンセラーと児童生徒保護者との
信頼関係の構築のための啓発や
周知については、PTAへの講演
や研修を行うなど各校において
工夫している。
・教育相談総合窓口では、相談
ニーズが高まっているが、出来
る限り早く相談を受けていただ
けるよう、体制の効率化を図る
など整備を進めている。今年度
は臨床心理士が増員され、より
相談を受けやすい体制となって
いる。今後も信頼される窓口と
して機能できるよう更なる相談
相談体制の充実に努める。

－



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 35 事業名 特別支援教育推進事業 部名 教育部 課名 教育支援・相談課

事業内容
特別支援教育の推進のため、専門の相談員を配置し、特別な支援を必
要とする幼児児童生徒一人一人に応じた相談の充実を図ります。

指標
特別支援教育

来所相談件数（件）
平成26年度
実績値

1,069

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

平成31年度平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

予算・決算額

(予算) 10,439

8,557 千円 千円

10,495

(決算) 10,338 千円

(予算)

10,132 千円 (決算)

9,509千円 (予算) 10,400

(決算)

千円 (予算)

千円(決算)(決算) 9,114

9,580 千円

(実績)

千円 (予算) 千円

教育センターとセンター校
通級指導教室が定期的に情
報交換を行い、相談の情報
を共有するなど連携を密に
し、本市の特別支援教育の
充実とインクルーシブ教育
システムの構築を推進す
る。国は今後通級指導教室
を増設する方向性にあるた
め、本市における通級指導
教室担当者の育成を目的と
した教員研修を計画してい
る。

教育センターとセンター校
通級指導教室、自校通級指
導教室が定期的に情報交換
を行い、情報を共有するな
ど連携を密にし、本市の特
別支援教育の充実とインク
ルーシブ教育システムの構
築を推進する。国は今後通
級指導教室を増設する方向
性にあるため、本市におけ
る通級指導教室担当者の育
成を目的とした教員研修に
ついて継続して実施し、研
修内容の充実を図る。

(実績) 449

就学相談では、本人・保護
者と十分な相談を行い保護
者の意見を尊重して、学校
と共に合意形成を図るよう
努めた。就学前相談におけ
る相談内容が多様化してい
るため、適切な就学相談と
なるよう相談担当者の力量
の向上を目指した研修会を
実施した。

就学相談では、本人・保護
者と十分な相談を行い保護
者の意見を尊重して、学校
と共に合意形成を図るよう
努めた。特別な支援を必要
とする幼児への切れ目ない
支援を行うことができるよ
う、こども園推進課との連
携を強化し、就学前相談の
充実を図る。

1,149(目標) 1,109 (目標) 1,129 (目標)

1,001 (実績)(実績) 565

子ども・子育て会議
における意見等

・特別支援教育推進事業
は、今後の課題としてイン
クルーシブ教育システムの
構築を目指してほしい。教
育センターに教育相談総合
窓口を設け、カウンセラー
を配置するとともに不登校
や特別支援教育の相談、ス
クールカウンセラーの配置
等を行い、教育に関する
様々な相談の充実を目指し
てほしいが、評価基準は数
とはいえない。相談した後
の状況把握などが大切であ
る。
・相談業務においては、子
どもにやさしいまちづくり
条例に記載されているよう
に、子どもが直接相談でき
るよう工夫をしていただき
たい。
・今後も未就学児からの継
続した支援教育を行うため
にも、スムーズな連携がと
れるような事業展開に期待
したい。
・特別支援教育の自己評価
はとても難しいが、その中
でのCという評価はとても勇
気のある評価である。この
評価をもとにぜひ推進して
いただきたい。

取り組み内容・成果等

就学相談では、本人・保護
者と十分な相談を行い保護
者の意見を尊重して、学校
と共に合意形成を図るよう
努めた。就学前相談や園へ
の訪問観察等が年々増加傾
向にあり、子ども未来部と
連携し就学前相談の実施方
法について改善を図る。

876

1,089

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

教育センターと通級指導教
室が定期的に情報交換を行
い、相談の情報を共有する
など連携を密にし、本市の
特別支援教育の充実を図
る。また、通級指導教室担
当者が学校を巡回するな
ど、地域支援のネットワー
ク化を推進するとともに、
国が推進するインクルーシ
ブ教育システムの構築を目
指す。

教育センターと通級指導教
室が定期的に情報交換を行
い、相談の情報を共有する
など連携を密にし、本市の
特別支援教育の充実とイン
クルーシブ教育システムの
構築を推進する。今年度中
学校に通級指導教室が新設
されたことから、通常の学
級に在籍する児童生徒の、
切れ目ない支援が進んでき
ている。

Ｂ
子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ｂ

平成31年度

Ｂ

Ａ

目標値と実績値

(目標) 1,169(目標)

就学相談では、本人・保護
者と十分な相談を行い保護
者の意見を尊重して、学校
と共に合意形成を図るよう
努めた。平成30年度は、学
校園へ出向き子どもの実態
観察を基に相談する訪問相
談が増加したため、特別支
援教育来所相談件数は減少
している。

意見等に対する対応状況

・子どもの就学前から、学
校卒業後にわたる切れ目な
い支援体制の整備と、学校
や関係機関等と連携しなが
らインクルーシブ教育シス
テムの構築を目指してい
く。
・校内においては、子ども
が身近にいるスクールカウ
ンセラーに気軽に相談でき
る教育相談体制の整備に努
めるとともに、教育セン
ターにおける心理相談や、
適応指導教室での不登校支
援等子どもの心の状態に応
じた適切な支援につないで
いる。

平成27年度

担当課評価 Ｃ Ｂ Ｂ

ー

(実績)

平成30年度

・インクルーシブ教育を推
進するための専門性をもっ
た教員の養成を目的とし
て、年間17講座の教員研修
を今年度より新設した。
・特別支援教育に関わる教
育相談を教育センターで実
施した後、フォローアップ
シートの提出を通じて学校
における支援や取り組みの
推進状況の確認を行ってい
る。
・多くの相談に対応するた
め、より的確な相談、助言
を行うことができるよう、2
週間に1度、ケース検討会議
を行っている。

Ａ Ａ担
当
課
評
価

平成28年度 平成29年度 平成30年度

－

ー

Ｂ

ー

平成31年度

・特別支援教育推進事業は
今後の課題としてインク
ルーシブ教育システムの構
築を目指してほしい。教育
センターに教育相談総合窓
口を設け、カウンセラーを
配置するとともに不登校や
特別支援教育の相談、ス
クールカウンセラーの配置
等を行い、教育に関する
様々な相談の充実を目指し
てほしいが、評価基準は数
とはいえない。相談した後
の状況把握などが大切であ
る。
・とても大切ですので、引
き続き取り組んでいただき
たいと思います。
・特別支援教育の相談の垣
根が低くなったと感じてい
る。その分、すぐに相談が
できない状況があるので、
相談窓口を増やすなどの対
策が必要だと思う。
・窓口拡充や相談業務の、
その後のフォローアップケ
アも抜けなきよう取り組ん
で頂けるようお願いしま
す。

・特別支援教育の充実と切
れ目ない支援というところ
が実際に達成できてきてい
るということであると、評
価できるので、今後も引き
続き実施して頂きたい。

Ｂ

平成27年度 平成28年度 平成29年度

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

Ｂ

・相談業務においては、子ど
もにやさしいまちづくり条例
に記載されているように、子
どもが直接相談できるよう工
夫をしていただきたい。

・とても大切ですので、引き
続き取り組んでいただきたい
と思います。
・子ども達が、困難に面した
時、このようなツールがある
ことを全員が漏れなく知って
いるかが重要だと思います。
・子どもにやさしいまちづく
り条例第18条には、子どもが
直接相談できる窓口の充実と
いう項目があります。今年度
の子ども会議でも子どもたち
から相談窓口に関する意見が
出ましたが、それぞれの相談
窓口で子どもからの直接相談
件数はいくらなのか、もし少
ないとしたら理由は何だと考
えているのか、どうすれば相
談しやすいかなどを考えてい
ただきたいと思います。顔の
見える広報を行うこと、電話
しやすいように学校に出かけ
ていくこと、相談だけではな
く、調整や救済にも取り組む
こと、メールやライン相談を
おこなっていることなど子ど
もたちの意見も活かしていた
だきたいと思います。子ども
のSOSをより積極的にキャッ
チできる仕組みづくりにチャ
レンジしていただきますよう
お願いいたします。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

子ども・子育て会議
における意見等

ー

相談内容の内訳として、教育
に関するものは3割程度であ
り、対象外の相談も多くみら
れることから、各種相談窓口
や関係機関との連携や情報共
有を行うとともに、さらなる
広報活動を行い、広く市民へ
の周知に努める。また、相談
員の高齢化や減少が進んでお
り、相談体制を維持できるよ
う引き続き支援していく。

相談内容の内訳は、自身の生
き方や学校生活、家庭生活に
関するものが多く、保護者で
は母親の相談が多い。相談内
容に応じ各種相談窓口や関係
機関との連携や情報共有を行
いながら、さらなる広報活動
を行い、広く市民への周知に
努めていく。また、相談員の
減少や高齢化が進んでいるた
め、新たな相談員の育成への
支援を行っていく。

取り組み内容・成果等

年中無休で相談業務にあた
り、平成27年度は549件の相
談があり、１件あたりの相談
時間は17分であった。相談に
あたっては必要に応じて他機
関への案内も行う等、多種多
様化する悩みの相談に対応す
ることにより、青少年の健全
育成に大きな成果が得られ
た。

Ｂ Ｂ

相談内容の内訳として、自身
の生き方や学校生活、家庭生
活に関するものが多く、保護
者では母親の相談が多い状況
から、相談内容に応じ各種相
談窓口や関係機関との連携や
情報共有を行いながら、さら
なる広報活動を行い、広く市
民への周知に努めていく。ま
た、相談員の減少や高齢化が
進んでおり、相談体制を維持
するために、新たな相談員の
育成への支援を行っていく。

年々相談件数が増加している
ことは、広報活動により広く
周知されているのだと思う。
ただ件数が増えることが決し
ていいわけではないので、相
談内容についてしっかりとし
た支援を引き続き行ってほし
い。

平成30年度

担当課評価 Ｂ

(目標) 765

目標値と実績値

(目標) 900 (目標)

(実績) 900

年中無休で青少年やその保護
者からの電話相談に対応し、
平成28年度は638件の相談が
あり、平成27年度より89件増
加した。これは、奈良市広報
誌への掲載やポスター、チラ
シの配布等の広報活動に努め
たことが増加の要因と考えら
れる。また、乳幼児や未就園
児の親からの相談もみられる
ようになり、乳幼児専門の相
談窓口の紹介を行うなど、子
育てに悩む親への支援を行っ
た。

年中無休で青少年やその保護
者からの電話相談に対応し平
成29 年度の相談件数は754
件であり、前年度より増加し
た。広報活動を継続したこと
により、認知度が上がり、利
用が増加したためと考えられ
る。また子どもの年齢によっ
て抱える悩みも様々であり、
子育てに戸惑い恐れる親に対
し相談できる関係機関や部局
を案内するなど解決の糸口に
なるような支援を行えた。

年中無休で相談業務に当た
り、平成30年度の相談件数は
742件で、相談者の男女別は
男性28％、女性72％であっ
た。その中でも母親からの相
談が圧倒的に多く、子育てに
悩む親への支援を図れた。広
報活動としては、報道機関と
の連携をはじめ、ポスターや
チラシを作成し市内の公共機
関等への設置をする等、一人
でも多くの悩みを抱える人々
に周知できるよう努めた。

平成31年度

900

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

青少年の問題が複雑化し、相
談内容も多種多様化してきて
いるにも関わらず、相談員の
高齢化及び減少が問題化しつ
つある。
広報の方法を工夫し、事業及
び相談員養成講座の一層の周
知に努め、今後も相談体制を
維持できるよう引き続き支援
していく。

(実績)

千円 900

(実績) 900 (実績) 765 (実績)

(決算)(決算) 900 (決算)千円 (決算) 765 千円 千円 千円

765 (目標) 765

(決算) 900

(目標) 765

900

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

青少年の健全育成を図るため、青少年の育成に関する相談業務を奈良
「いのちの電話」協会に委託し、すこやかテレフォン相談室を設置し、
専門の相談員が年中無休で電話による各種の相談業務を行います。

千円900900 (予算)千円 (予算) 900 千円千円 (予算)

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 36 事業名 すこやかテレフォン事業

(予算) 900 千円 (予算) 765

事業内容

指標 すこやかテレフォン
事業予算（千円）

平成26年度
実績値

予算・決算額

部名 教育部 課名 地域教育課

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

ー

Ａ

Ａ

Ａ

平成27年度

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ Ａ

平成30年度

Ａ

平成28年度 平成29年度 平成31年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ

・相談業務においては、子ど
もにやさしいまちづくり条例
に記載されているように、子
どもが直接相談できるよう工
夫をしていただきたい。

・とても大切ですので、引き
続き取り組んでいただきたい
と思います。
・子ども達が、困難に面した
時、このようなツールがある
ことを全員が漏れなく知って
いるかが重要だと思います。
・子どもにやさしいまちづく
り条例第18条には、子どもが
直接相談できる窓口の充実と
いう項目があります。今年度
の子ども会議でも子どもたち
から相談窓口に関する意見が
出ましたが、それぞれの相談
窓口で子どもからの直接相談
件数はいくらなのか、もし少
ないとしたら理由は何だと考
えているのか、どうすれば相
談しやすいかなどを考えてい
ただきたいと思います。顔の
見える広報を行うこと、電話
しやすいように学校に出かけ
ていくこと、相談だけではな
く、調整や救済にも取り組む
こと、メールやライン相談を
おこなっていることなど子ど
もたちの意見も活かしていた
だきたいと思います。子ども
のSOSをより積極的にキャッ
チできる仕組みづくりにチャ
レンジしていただきますよう
お願いいたします。

子ども・子育て会議
における意見等

ー

意見等に対する対応状況

保護者以外に青少年からの電
話相談も受けており、全体の
７割近くを占める。直接面会
して相談する場も必要である
が、本事業は電話でしか相談
できない子どもたちの受け皿
としての効果があると考えて
いる。

・事業の広報については、毎
年生徒に電話相談窓口を案内
するカードを配布するととも
に、しみんだよりに掲載する
など周知に努めています。し
かし、子どもたちが安心して
相談できるよう、事業の周知
方法も工夫し、相談体制の充
実に努めていきたい。

・奈良市には様々な相談窓口
があり、それぞれの所管も異
なっているが、悩んでいる子
どもたちが安心して相談でき
るよう、市全体で関係機関が
連携体制をとり、子どもたち
のSOSに迅速に対応できる体
制の構築を目指したい。

・相談件数の増加が本事業の
目標値ではないが、広報活動
の充実を図ることで事業の認
知度が上がり、必要としてい
る保護者や青少年へ相談の機
会を提供できることは有意義
であると考えている。そのた
め、引き続き広報活動を充実
させつつ、市全体で連携体制
を取りながら事業に取り組ん
でいきたい。

年々相談件数が増加している
ことは、広報活動により広く
周知されているのだと思う。
ただ件数が増えることが決し
ていいわけではないので、相
談内容についてしっかりとし
た支援を引き続き行ってほし
い。



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

課名 保健予防課

8

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 37 事業名 エイズ・性感染症に関する正しい知識の普及啓発事業 部名 健康医療部

予算・決算額

事業内容

特に性行動が活発化する若年層を中心に、エイズや性感染症に関する
正しい知識を持ち予防行動がとれるよう、学校、NPO団体等関係機関
と協力しながら啓発事業を推進します。
また、感染不安のある方への相談や検査を行い、知識普及と感染予防
への意識づけを行います。

指標
高校生に対する

教育・啓発実施校（校）
平成26年度
実績値

(予算) 463

(決算) 311 千円 (決算)

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

千円 (予算) 409

(決算)

594 千円(予算)373 千円 607

(目標) 8

(実績) 8 (実績) 8 (実績) 8

(目標)

450 千円

(実績)

8

(実績) 16

千円(決算)

(予算) 千円

320 千円

千円 (予算)

(決算) 259 千円

(目標)

目標値と実績値

(目標) 8 (目標)8 8

取り組み内容・成果等

市内の高校生に対し、健康
教育・啓発事業を実施し、
エイズや性感染症に対する
正しい知識の普及と予防方
法についての啓発ができ
た。また、保健所において
は感染不安のある市民に対
し抗体検査・相談を実施す
るとともに、感染予防の意
識づけを行うことができ
た。

市内の高校生（教師を含
む）に対し、講義や学園祭
等の機会を通じて健康教
育・啓発事業を実施し、エ
イズや性感染症に対する正
しい知識の普及と予防方法
についての啓発ができた。
また、保健所においては感
染不安のある人に対し抗体
検査・相談を実施するとと
もに、感染予防の意識づけ
を行い、必要時医療機関受
診へと繋げた。

市内の高校生（教師を含
む）に対し、高校の要望に
応じた講義や健康教育を実
施し、啓発事業を行った。
対象の高校生からは正しい
情報が得られた、相談先を
知ることが出来たと意見が
あり、性感染症・妊娠・避
妊を通じて、心と身体の健
康づくりの大切さを伝えら
れた。

市内の高校生（教師を含
む）に対し、高校の要望に
応じ性感染症・妊娠・避
妊・多様な性の在り方につ
いて講義や健康教育を実施
した。対象の高校生からは
正しい情報や相談先を知る
ことが出来たと意見があ
り、自身の心と身体の健康
づくりの大切さを伝えられ
た。また市内の中学・高
校・大学・専修学校にHIV検
査の啓発を行った。

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

エイズに関する健康教育・
啓発事業について、学校の
関心を高めるため、保健所
から継続した働きかけを
行っていく。
保健所における抗体検査・
相談についても、引き続き
啓発を行っていく。

エイズを中心とした健康教
育・啓発事業について、継
続して保健所から働きかけ
を行っていく。
保健所における匿名・無料
の抗体検査・相談について
も、引き続き啓発を行って
いく。

学校の要望に応じたエイズ
等性感染症を中心とした健
康教育・啓発事業を実施
し、高校実施数を増やせる
よう保健所から働きかけを
継続していく。
保健所における匿名・無料
検査については、梅毒や肝
炎検査といった性感染する
検査項目を増やし、実施し
ていく。

学校の要望に応じたエイズ
等性感染症を中心とした健
康教育・啓発事業は継続し
て実施する。
保健所における匿名・無料
検査については、HIV以外の
性行為感染症の検査項目
（梅毒、肝炎）も継続実施
しており、検査の啓発を行
い、感染不安者の不安軽減
が図れるよう実施してい
く。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

若者に対する性教育とあわ
せて、ぜひ引き続き推進を
お願いします。

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

子ども・子育て会議
における意見等

・相談業務においては、子
どもにやさしいまちづくり
条例に記載されているよう
に、子どもが直接相談でき
るよう工夫をしていただき
たい。

・高校生では遅いのではな
いか。中学生で正しい知識
を持つ事が大事である。

・とても大切ですので、引
き続き取り組んでいただき
たいと思います。

・対象学年を高校生から中
学生に引き下げることはで
きないか。

ー

意見等に対する対応状況

・来所相談や電話相談の際
には、プライバシーに配慮
した対応として来所では個
室での面接とし、来所又は
電話のいずれの場合であっ
ても相談者の個人情報の取
扱いには十分に配慮し、匿
名での相談にも応じてい
る。
　HIV抗体検査は匿名・無料
で実施しており、誰でも受
けることができる。検査後
のカウンセリングでエイズ
に関する正しい知識の説明
や相談にも応じている。
・中学生においては学習指
導要領に基づき性教育を実
施されており、その土台を
もとに高校生に性教育を実
施することで、一層知識が
深まるものと考え、高校生
を対象にエイズに関する正
しい知識の普及の為の出前
教育や文化祭でのエイズ教
育を実施している。

・平成28年度は性感染症の
１つであるB型肝炎ウイルス
の検査について検査及び相
談機会を拡大している。
・各高校に出向き、高校の
現状や要望に合わせた健康
教育を実施している。
・啓発媒体として高校生か
らポスターを募集し、それ
をカードに印刷し裏に相談
窓口を掲載するなど、身近
に相談しやすいように工夫
している。
・若年者が情報収集として
活用しているSNSを利用した
検査についての啓発を実施
している。
・世界エイズデーでは中学
にも啓発を行っており、現
在はまず性行動が活発にな
る高校生を対象に命のすば
らしさと自分と相手を大切
にする異性との付き合い方
を含めた性感染症予防の教
育を出前教育やエイズ教育
を実施している。

ー

・高校には各校の要望も踏
まえ自分を大切にすること
含めたエイズ・性感染症の
健康教育を継続していく。
また、世界エイズデーに合
わせて市内の中学・高校・
大学・専修学校にHIV検査の
啓発を行っているがこれに
ついても継続して実施す
る。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ Ａ Ａ Ａ



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

平成27年度 平成28年度 平成29年度

平成26年度
実績値

（医療政策課）
　0人
（健康増進課）
　未成年353人

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業 該当なし

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 38 事業名 未成年の喫煙対策 部名 健康医療部 課名
医療政策課
健康増進課

たばこから子どもたちの健康を守るため、関係機関と協力しながら子
どもおよび保護者への啓発を行います。

事業内容

指標

（医療政策課）
未成年へ啓発物配布人数（人）
（健康増進課）
大学生等への健康教育の
うち未成年の受講者数（人）

平成30年度

(予算) 187 千円 (予算) 187

34

135 千円207 (予算) 87千円

平成31年度

意見等に対する対応状況

・厚生労働省は、受動喫煙
防止対策強化の法整備のた
たき台を作成しており、そ
の中で未成年等が主に利用
する施設は、「敷地内禁
煙」とすることになってい
る。国の動向を注視しなが
ら市の施設については、施
設所管課に協力を求め、禁
煙施設を増やして行く活動
をすすめていく。
・未成年の喫煙対策のため
には、市立各小・中・高等
学校における教職員の方々
の協力が不可欠と考える。

現在、教育の現場におい
て、たばこによる身体への
悪影響、喫煙を誘われた際
の断り方などの喫煙と健康
についての授業が行われて
いる。これらの授業内容を
踏まえた、未成年喫煙者へ
の対応及び指導方法、治療
方法等の知識や理解を深
め、未成年者により効果的
な喫煙防止教育を実施する
こと、また保健所との連携
を図ることにより更なる未
成年者の喫煙を防ぐことを
目的とし、市内の小中高に
勤務する喫煙防止教育担当
者研修会（養護教諭・教
員・学校薬剤師等）を平成
29年度に実施する予定。ま
た、未成年者禁煙相談窓口
事業・喫煙防止教育教材貸
出事業についても周知を行
う。

ー

市内でも喫煙率の高い東部

防煙教育講習会を行ってい
る。令和元年度は生徒に加
えて保護者や地域の方に周
知を行いご参加いただい
た。
奈良市薬剤師会の学校薬剤
師部会や各校の養護教諭が
実施する防煙教育の保護者
向け実施の実績があり、医
療政策課がリーフレット・
貸出物品等の提供を行っ
た。また、子どもやその保
護者への支援者のスキル
アップを図る為、禁煙支援
アドバイザー研修会の実施
を予定している。

157(決算) 34 千円 (決算) 千円 (決算)

予算・決算額
千円

（医療政策課）
　　4,000人
（健康増進課）
　　600人

(目標)

（医療政策課）
　　4,000人
（健康増進課）
　　600人

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

(予算)

目標値と実績値

(目標)

(実績)

取り組み内容・成果等

（医療政策課）
・未成年者禁煙相談窓口
継続して実施。校園長会等
へ事業の周知(2回)
・小学6年対象に喫煙防止チ
ラシ配布(46校4,000枚)。
(健康増進課)
・大学生等への健康教育を
実施。8回、受講者767人う
ち未成年571人。実施回数は
H26年度の5機関から8機関に
増え、受講者数が1.6倍に
なった。

（医療政策課）
・未成年者禁煙相談窓口
継続して実施。
・小学6年対象に喫煙防止チ
ラシ配布(46校4,000枚)
（健康増進課）
・大学生等への健康教育を
実施。12回、受講者979人う
ち未成年679人。実施回数は
H27年度の8機関から12機関
に増え、受講者数が1.3倍に
なった。

(目標)

（医療政策課）
　　4,000人
（健康増進課）
　　600人

(決算) 115 千円 千円

(目標)

（医療政策課）
　　4,000人
（健康増進課）
　　600人

（医療政策課）
　　4,000人
（健康増進課）
　　500人

千円千円 (予算)

(実績)

（医療政策課）
　　4,000人

（健康増進課）
　　未成年426人

(医療政策課）
　平成27年度は小学6年生を
対象に禁煙啓発物を年度末
に配布した。平成28年度は
早い段階で配布し、授業の
中で活用してもらえるよう
にする。また、喫煙防止教
育担当者向けの研修会を行
う。
(健康増進課）
　市内の大学生や専門学校
生を対象とした喫煙に関す
る健康教育を実施し、喫煙
防止のための啓発を継続し
ていく。

(医療政策課）
　小学6年生を対象に禁煙啓
発物を配布した。また喫煙
防止教育担当者向けの研修
会開催の働きかけを継続し
ていく。
(健康増進課）
　市内の大学生や専門学校
生を対象とした喫煙に関す
る健康教育を実施し、喫煙
防止のための啓発を継続し
ていく。

（医療政策課）
教育担当者研修会のアン
ケート調査では、各校や地
域の取組の発表の場の必要
性や電子たばこ等の情報提
供、学校への教材等の提供
の要望があった。今後、
種々の検討課題を整理し対
応していく。
(健康増進課）
　市内の大学生や専門学校
生を対象とした喫煙に関す
る健康教育を実施し、喫煙
防止のための啓発を引き続
き実施していく。

（医療政策課）
　小学6年を対象に配布した
喫煙防止チラシについて、
早い時期の配布を要望する
声があった。2学期までの配
布を検討する。
(健康増進課）
　がん啓発として本事業開
始５年が経過した。がん教
育に関する学習指導要領も
改訂されたことを踏まえ、
事業継続を含めた実施体制
や内容の検討を行う。

(実績)

（医療政策課）
　　4,000人
（健康増進課）
　　未成年679人

(実績)

平成30年度 平成31年度

（医療政策課）
・禁煙防止教育担当者研修会を
平成30年２月に実施。市内小中
学校、大学の関係者当日19名の
参加があった。
・未成年者禁煙相談窓口は継続
して実施。
・小学６年対象に喫煙防止チラ
シ配布（43校約4,000枚）
（健康増進課）
・大学生等への健康教育を実
施。11回、受講者839人の内、
未成年610人。受講後のアン
ケートでは、喫煙の害について
周囲に伝えようとする意見が聞
かれた。

(目標)

（医療政策課）
・未成年者禁煙相談窓口は
継続して実施。
・小学6年対象に喫煙防止チ
ラシ配布（43校約4,000枚）
・学校対象の喫煙防止教育
教材の貸出（1校）
（健康増進課）
・大学生等への健康教育を
９回実施。受講者680人の
内、未成年者426人。受講後
のアンケートでは、「喫煙
はしない」「家族に禁煙を
すすめる」といった記載が
あった。

(実績)

（医療政策課）
　　4,000人
（健康増進課）
　　未成年571人

（医療政策課）
　　4,000人

（健康増進課）
　　未成年610人

(決算)

担当課評価 Ａ Ａ Ａ Ａ

・市や県の施設を子どもが
利用している時は禁煙にす
るとかはできないものか。
・未成年の喫煙対策は、ど
のように認知を広げていく
かが課題で難しいことだと
思う。

・とても大切ですので、引
き続き取り組んでいただき
たいと思います。

・積極的な働きかけをお願
いしたい。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

子ども・子育て会議
における意見等

ー

小学生向けの啓発とあわせ
て、その保護者に対する啓
発もお願いします。

平成31年度

担
当
課
評
価

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ Ａ

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努
めましたか

平成28年度 平成29年度 平成30年度

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

平成27年度



■基本情報

■事業の取組状況

■事業の進捗状況に対する担当課評価及び奈良市子ども・子育て会議における意見等

平成27年度 平成28年度

(決算)

課名 母子保健課

該当なし

１０代の望まない妊娠、性感染症の防止のために、思春期相談窓口を設
けています。関係機関と協力しながら啓発活動等を行います。

千円

1

45 千円

(予算) 0 (予算)45 千円 (予算)千円 (予算) 千円

目標値と実績値

量の見込みと確保方策（事業計画第5章）対象事業

平成29年度

奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン　事業評価シート

事業Ｎｏ 39 事業名 思春期保健対策（性） 部名 健康医療部

千円 (予算) 50 56 千円50

(決算)

予算・決算額

事業内容

指標 16歳未満の妊娠届出数（件）
平成26年度
実績値

平成30年度 平成31年度

0 (目標) 0 (目標)

0 千円 (決算) (決算)45

0

(実績)

千円(決算) 50

0 (目標)

(実績) 1

千円

(実績) 1 (実績) 0 (実績) 0

(目標) 0 (目標)

取り組み内容・成果等

･市立中学校全学年に思春期
相談カードを配布(約8,400
人）。
･電話相談のための職員向け
事前研修実施。
･健康増進課での電話相談の
実施。
・大学生等への健康教育
実施回数８回、受講者767人
うち未成年571人
・妊娠届出数2,607件(うち16
歳未満の届出１件）

･市立中学校全学年に思春期
相談カードを配布(約8,400
人）市内高等学校で保健予防
課が参加する事業の際にカー
ド配布（３校）
･電話相談のための職員向け
事前研修実施。
･健康増進課での電話相談の
実施。
・妊娠届出数2,465件(うち16
歳未満の届出0件）

･市立中学校全学年に思春期
相談カードを配布(約8,100
人）市内中・高等学校で保健
予防課が参加する事業の際に
カード配布（高校1校、私立
中１校）
･電話相談のための職員向け
事前研修実施。
･健康増進課での電話相談の
実施。
・妊娠届出数2,413件(うち16
歳未満の届出0件）

･市立小学6年生と中学校全学
年に思春期相談カードを配布
(約10,600人）
･電話相談のための職員向け
事前研修実施。
･健康増進課での電話相談の
実施。
・妊娠届出数2,310件(うち16
歳未満の届出1件）

取り組みの方向性
（課題・改善点等）

・相談窓口の啓発や大学等へ
の健康教育などを継続して実
施します。

・相談窓口の啓発を継続して
実施します。
・関係各課の取り組みと合わ
せて効率的に啓発等を行う方
法を検討します

・相談窓口の啓発を継続して
実施します。
・関係各課の取り組みと合わ
せて効率的に啓発等を行う方
法を検討します
・ホームページによる啓発の
充実

・相談窓口の啓発を継続して
実施します。
・関係各課の取り組みと合わ
せて効率的に啓発等を行う方
法を検討します
・ホームページによる啓発の
充実

子ども・子育て会議
における意見等

妊娠しないためにはどのよう
に性行動をしたらよいのかの
アドバイスと、子どもができ
たらどのように生活が変わる
のか、などのアドバイスの両
方が必要と考える。避妊具を
無料配布し、正しい避妊具の
使い方を指導するぐらいイン
パクトのあるメッセージを伝
えないと望まない妊娠を防ぐ
のは難しいのではないかと思
う。望まない妊娠からシング
ルマザーになったり、堕胎か
ら次の妊娠にリスクが伴う体
になってしまうことも多いと
いうことをもっと思春期の女
性に知る機会を作ることが必
要。

望まない妊娠や性感染症を予
防するために、16歳未満への
性教育を積極的に推進してく
ださい。

平成31年度

担当課評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

・相談業務においては、子ど
もにやさしいまちづくり条例
に記載されているように、子
どもが直接相談できるよう工
夫をしていただきたい。
・啓発活動と同時に学校教育
での取り組みにも期待した
い。小学校での性教育と、小
学生を持つ家庭での性教育に
ついての対策も必要かと思
う。
・大学等への健康教育では遅
すぎると思う。知識が必要な
のは、興味本位で性行動をし
てしまう中学生や高校生では
ないか。正しい知識を持つ事
で、行動への責任を考える
きっかけができるのではない
か。

・とても大切ですので、引き
続き取り組んでいただきたい
と思います。
・窓口拡充や相談業務の、そ
の後のフォローアップケアも
抜けなきよう取り組んで頂け
るようお願いします。
・子ども達が、困難に面した
時、このようなツールがある
ことを全員が漏れなく知って
いるかが重要だと思います。
・子どもにやさしいまちづく
り条例第18条には、子どもが
直接相談できる窓口の充実と
いう項目があります。今年度
の子ども会議でも子どもたち
から相談窓口に関する意見が
出ましたが、それぞれの相談
窓口で子どもからの直接相談
件数はいくらなのか、もし少
ないとしたら理由は何だと考
えているのか、どうすれば相
談しやすいかなどを考えてい
ただきたいと思います。顔の
見える広報を行うこと、電話
しやすいように学校に出かけ
ていくこと、相談だけではな
く、調整や救済にも取り組む
こと、メールやライン相談を
おこなっていることなど子ど
もたちの意見も活かしていた
だきたいと思います。子ども
のSOSをより積極的にキャッ
チできる仕組みづくりにチャ
レンジしていただきますよう
お願いいたします。
・ますます必要性が高まって
いる。どのような窓口が必要
なのか、個別の対応や情報の
守秘義務、社会参加への窓口
が円滑に行くような取り組み
が求められる。
・私が身近にいる中高校生か
ら相談を受ける場合、自己肯
定感が低く、自分の命なんて
どうでもいいって感じている
子ども若者が多いです。その
ような子どもに、命の大切さ
を伝えるだけでは子どもたち
の心に響かないと考えます。
気持ちを出せるような居場所
や逃げ場の確保、高校におい
て妊娠した場合、出産を準備
しながら学び続けることの出
来る環境、出産やその後の生
活を支えることのできる支援
体制を整えることも重要だと
考えます。

ー



■奈良市子どもにやさしいまちづくり条例第11条第2項の規定に対する担当課評価

子ども・子育て会議
における意見等

子ども及びその関係者に
対して適切な情報を提供
しましたか

Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ Ａ

意見等に対する対応状況

・思春期の相談カードは市立
中学に在籍している生徒全員
に配布し生徒や保護者から直
接相談の電話やメールを受け
ている(実績：電話3件メール
15件）。
・小中学校での性教育につい
ては、教育委員会で取り組ん
でいる。
・高校生に対しては、保健予
防課が実施している性感染症
の啓発とともに、当課の事業
の周知を行っている。

・相談があれば、必要に応じ
て、学校や関係機関等とも連
携しフォローしている。ま
た、相談者を身近に感じても
らえるよう、カードにＱＲ
コードを記載し、市のホーム
ページにリンクし相談相手が
分かるようにする。
・今後は、小学生にも相談
カードを配布し対象年齢を拡
大していく。
・若年妊娠については、保健
師が妊娠期から出産準備や生
活への支援、出産後の生活
（進路）等個別支援してお
り、関係機関とも連携してい
る。

ー

担
当
課
評
価

子どもが意見表明や参加
する機会を設けるよう努め
ましたか

Ａ

妊娠しないためにはどのよう
に性行動をしたらよいのかの
アドバイスと、子どもができ
たらどのように生活が変わる
のか、などのアドバイスの両
方が必要と考える。避妊具を
無料配布し、正しい避妊具の
使い方を指導するぐらいイン
パクトのあるメッセージを伝
えないと望まない妊娠を防ぐ
のは難しいのではないかと思
う。望まない妊娠からシング
ルマザーになったり、堕胎か
ら次の妊娠にリスクが伴う体
になってしまうことも多いと
いうことをもっと思春期の女
性に知る機会を作ることが必
要。

望まない妊娠や性感染症を予
防するために、16歳未満への
性教育を積極的に推進してく
ださい。

平成31年度平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

・思春期の相談カードの配布
や相談窓口の啓発を行い一人
で悩まないように啓発してい
ます。
・自己肯定感を高めることが
自分のこころやからだを大事
にすることにつながると考
え、全ての幼児に関われる最
後の健診の場である３歳６か
月児健診時に自己肯定感を高
める親子の関わりのリーフ
レットを渡しています。
・母子保健での関わりだけで
は小中学生への関わりは十分
にできないので、引き続き市
教育協議会養護部会等関係機
関と協力をし啓発等を行いま
す。

・相談業務においては、子ど
もにやさしいまちづくり条例
に記載されているように、子
どもが直接相談できるよう工
夫をしていただきたい。
・啓発活動と同時に学校教育
での取り組みにも期待した
い。小学校での性教育と、小
学生を持つ家庭での性教育に
ついての対策も必要かと思
う。
・大学等への健康教育では遅
すぎると思う。知識が必要な
のは、興味本位で性行動をし
てしまう中学生や高校生では
ないか。正しい知識を持つ事
で、行動への責任を考える
きっかけができるのではない
か。

・とても大切ですので、引き
続き取り組んでいただきたい
と思います。
・窓口拡充や相談業務の、そ
の後のフォローアップケアも
抜けなきよう取り組んで頂け
るようお願いします。
・子ども達が、困難に面した
時、このようなツールがある
ことを全員が漏れなく知って
いるかが重要だと思います。
・子どもにやさしいまちづく
り条例第18条には、子どもが
直接相談できる窓口の充実と
いう項目があります。今年度
の子ども会議でも子どもたち
から相談窓口に関する意見が
出ましたが、それぞれの相談
窓口で子どもからの直接相談
件数はいくらなのか、もし少
ないとしたら理由は何だと考
えているのか、どうすれば相
談しやすいかなどを考えてい
ただきたいと思います。顔の
見える広報を行うこと、電話
しやすいように学校に出かけ
ていくこと、相談だけではな
く、調整や救済にも取り組む
こと、メールやライン相談を
おこなっていることなど子ど
もたちの意見も活かしていた
だきたいと思います。子ども
のSOSをより積極的にキャッ
チできる仕組みづくりにチャ
レンジしていただきますよう
お願いいたします。
・ますます必要性が高まって
いる。どのような窓口が必要
なのか、個別の対応や情報の
守秘義務、社会参加への窓口
が円滑に行くような取り組み
が求められる。
・私が身近にいる中高校生か
ら相談を受ける場合、自己肯
定感が低く、自分の命なんて
どうでもいいって感じている
子ども若者が多いです。その
ような子どもに、命の大切さ
を伝えるだけでは子どもたち
の心に響かないと考えます。
気持ちを出せるような居場所
や逃げ場の確保、高校におい
て妊娠した場合、出産を準備
しながら学び続けることの出
来る環境、出産やその後の生
活を支えることのできる支援
体制を整えることも重要だと
考えます。

ー


